
[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名評価書番号

  令和6年8月27日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項 －

県税の賦課徴収事務　全項目評価書2

　鹿児島県は，県税の賦課徴収事務における特定個人情報の取扱いにあ
たり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ，もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

鹿児島県知事



　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策



 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 県税の賦課徴収事務

 ②事務の内容　※

１　地方税法（昭和25年法律第226号）その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に
よる地方税の課税標準の更正若しくは決定，税額の更正若しくは決定，納税の告知，督促，滞納処分そ
の他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する
事務
２　地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法第13号）附則第31条第２項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされた同法第９条の規定による廃止前の地方法人特別税等による暫定措置法
（平成20年法律第25号）による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定，督促，滞納処分その
他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査（犯則調査の調査を
含む。）に関する事務

※事務の詳細及びフロー図については別添１参照。

 ①システムの名称 税務総合システム

 ②システムの機能

１　課税サブシステム
　　各税目の課税業務を行う。
２　収納管理サブシステム
　　全税目の収納関連業務を行う。
３　滞納整理支援サブシステム
　　滞納となった調定及び滞納者に関する情報を管理する。
４　納税者管理サブシステム
　　１～３の各サブシステムで取り扱う個人及び法人の情報を一元管理する。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満]

○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国税連携システム（eLTAX）

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 国税連携システム（eLTAX）

 ②システムの機能

　国税連携システム（eLTAX）は，国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため，一般社団
法人地方税電子化協議会が構築したシステムであり，平成23年1月から運用が開始され，平成31年４月
１日に地方税共同機構へと運営主体が引き継がれた。
　国税庁のe-TAXに申告された所得税申告書等データ及び国税当局に書面で申告された所得税申告
書等データが総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じ送付される。
　国税連携システム（eLTAX）には，
１　国税庁から，地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて，所得税申告書等データを受領する。
２　他の都道府県に対して，所得税申告書等データを送付する。
等の機能がある。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（eLTAX） ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 統合宛名管理システム

 ②システムの機能

１　符号管理対応機能
　　中間サーバーが保有する符号に対応するための統合宛名番号の登録・変更・削除を行う。
２　情報照会・提供支援機能
　　業務システムからの情報照会・提供の要求依頼（とりやめ要求依頼含む）を受け取り，中間サーバー
に要求し，その結果を業務システムに送信する。
３　統合宛名番号付番機能
　　統合宛名番号の付番ができ，業務利用番号との紐付けができる。
４　宛名情報等管理機能
　　個人番号・業務種別・業務利用番号・基本４情報との紐付けを管理し，それらの履歴を管理できる。
５　共通変換機能
　　文字コード・データ形式・業務コードについて，中間サーバー用に変換できる。
６　職員認証・権限管理機能
　　職員認証によるアクセス制御やユーザに応じた適切な権限管理，操作履歴管理を行う。
７　その他
　　非電算業務への対応，稼働監視等のシステム管理等を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

　中間サーバーは，情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム），既存システム，団体内
統合宛名システム等の各システムとデータの受け渡しを行うことで，符号の取得（※１）や各情報保有機
関で保有する特定個人情報の照会と提供等の業務を実現する。
（※１）セキュリティの観点より，特定個人情報の照会と提供の際は，「個人番号」を直接利用せず「符号」
を取得して利用する。
１　符号管理機能：情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」と情報照
会，情報提供に用いる個人の識別子である「符号」とをひも付け，その情報を保管・管理する機能。
２　情報照会機能：情報提供ネットワークシステムを介して，特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。
３　情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して，情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う機能。
４　既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム，団体内統合宛名システム及び住基システム
との間で情報照会内容，情報提供内容，特定個人情報（連携対象），符号取得のための情報等につい
て連携するための機能。
５　情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会，又は提供があった旨の情報提供等記
録を生成し，管理する機能。
６　情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として，保持・管理する機能。
７　データ送受信機能：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間
で情報照会，情報提供，符号取得のための情報等について連携するための機能。
８　セキュリティ管理機能：セキュリティを管理する機能。
９　職員認証・権限管理機能：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた
各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。
10　システム管理機能：バッチの状況管理，業務統計情報の集計，稼働状況の通知，保管期限切れ情
報の削除を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

１　本人確認情報の更新
　都道府県知事保存本人確認情報ファイルを最新の状態に保つため，市町村ＣＳを経由して通知された
本人確認情報の更新情報を元に当該ファイルを更新し，全国サーバに対して当該本人確認情報の更新
情報を通知する。
２　自都道府県の他の執行機関への情報提供
　自都道府県の他の執行機関による住基法に基づく情報照会に対応するため，照会のあった当該個人
の個人番号又は４情報（氏名，住所，性別，生年月日）等に対応する本人確認情報を都道府県知事保
存本人確認情報ファイルから抽出し，照会元に提供する。
３　本人確認情報の開示
　法律に基づく住民による自己の本人確認情報の開示請求に対応するため，当該個人の本人確認情報
を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し，帳票に出力する。
４　機構への情報照会
　全国サーバに対して住民票コード，個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要
求を行い，該当する個人の本人確認情報を受領する。
５　本人確認情報検索
　代表端末又は業務端末において入力された４情報の組合せをキーに都道府県知事保存本人確認情
報ファイルを検索し，検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
６　本人確認情報整合
　都道府県知事保存本人確認情報ファイルの正確性を担保するため，市町村から本人確認情報を受領
し，当該本人確認情報を用いて当該ファイルに記録された本人確認情報の整合性確認を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム



 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。）第９条第１項　別表の24及び133の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第16条及び第
72条

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

税務総合システム用データベース

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性
　適正かつ公平な賦課徴収を行うため，納税義務者等の情報を個人番号を利用して効率的に管理する
必要がある。

 ②実現が期待されるメリット
　申告書等へ個人番号が記載されることにより，個人の特定が正確に行われるようになる。また，個人
番号による住民基本台帳ネットワークシステムとの情報突合により，納税義務者等情報の正確性の確
保が効率化される。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

 ②法令上の根拠
番号法第19条第８号，番号法第19条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第２条の表
49の項及び第51条

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務部税務課

 ②所属長の役職名 課長



 （別添1） 事務の内容

（備考）

県税事務における主な事務の流れは次のとおり。
①　納税義務者等から申告書・申請書等の提出
②～④　県税関係情報保有機関から，申告書等情報の提供
⑤　①～④の申告書等情報を基に，必要に応じて課税対象者等の住所等を調査
⑥　納税義務者等へ納税通知書等を送付
⑦　決定した減免内容について，納税義務者等に減免決定通知書等を送付
⑧　納税義務者等から県税の納付（窓口・金融機関等）
⑨　減免等による過誤納金について還付及び還付通知書の送付
⑩　納税証明書の交付申請
⑪　納税証明書の交付
⑫　未納額について，納税義務者等へ督促状の送付
⑬　未納額について，納税義務者等に対して滞納整理を行う

徴収業務収納管理業務課税業務
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[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

 ③対象となる本人の範囲　※
納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象者，車両の所有者及び使用者，自動車税における身障減
免対象者，軽油引取税における免税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税における関与税理士

 その必要性 　適正かつ公平な賦課徴収を行うために，納税義務者等の特定に必要な情報を保有する必要がある。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 100万人以上1,000万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

税務総合システム用データベース

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○

・業務関係情報

[

[

 その妥当性

・識別情報…納税義務者等の情報を一元管理するため
・連絡先等情報…納税義務者等の正確な特定のため（４情報）
　　　　　　　　　　　納税義務者等への告知のため（住所）
　　　　　　　　　　　納税義務者等との連絡のため（住所，連絡先（電話番号等））
　　　　　　　　　　　適正な課税のため（その他住民票関係情報（生死情報））
・業務関係情報…県税の課税調査において所得税の確定申告書データを利用するため（国税関係情
報）
　　　　　　　　　　　県税の賦課徴収を行うため（地方税関係情報）
　　　　　　　　　　　障害者に対する県税の減免決定を行うため（障害者福祉関係情報）
　　　　　　　　　　　生活保護法により生活扶助を受ける者に対する税の減免決定を行うため
　　　　　　　　　　　（生活保護・社会福祉関係情報）

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年5月20日

[ ○ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [

口座登録・連携ファイル関係情報

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ⑥事務担当部署 鹿児島県総務部税務課

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○



 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（
市町村課，社会福祉課，障害福祉課，ハートピアかご
しま（身体障害者更生相談所），精神保健福祉センター

 ⑤本人への明示

　本人から入手する情報については、その利用目的を本人へ明示する（窓口対応する場合は本人に口
頭で説明を行う等）。ただし、地方税法等で定められた情報の入手については、その限りではない。な
お、県税の賦課徴収事務における特定個人情報の入手及び使用目的については，番号法第９条に規定
されている。

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人】
　申告書等の提出を受けた都度
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から特定個人情報を入手したとき
２　納税告知書等の送達時や宛先不明による返戻時など現住所を確認する必要があるとき
３　情報提供を受けることが可能な事務（減免等）について，本人等から申請が行われた都度
【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】
１　国税当局に提出された個人番号が記載された所得税の申告書情報を地方税ポータルセンタ
（eLTAX）を通じて受領し，その提出時期については所得税法等に規定されている。例えば，所得税の確
定申告書については２月１日から３月15日の期間に国税当局に提出され，日次で国税庁から受領する。
２　情報提供を受けることが可能な事務（減免等）について，本人等から申請が行われた都度
【市町村】
１　市町村を経由して不動産取得税に関する申告書が提出される都度
２　情報提供を受けることが可能な事務（減免等）について，本人等から申請が行われた都度

 ④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人】
　本人等から特定個人情報を含む申告書等が提出されることによる。
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から入手した特定個人情報の真正性の確認
２　納税告知書等の送達のため，又は返戻された納税告知書等の再送達のため
３　本人等からの申請に基づくものである。
【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】
１　番号法第19条第10号の規定に基づき，地方税法又は国税に関する法律に基づく国税連携及び地方
税連携のため，特定個人情報の提供を受ける。
２　本人等からの申請に基づくものである。
【市町村】
１　地方税法第73条の18第２項の規定により，不動産を取得した者の申告書は当該不動産所在の市町
村長を経由して知事に提出される。
２　本人等からの申請に基づくものである。

地方税ポータルセンタ（eLTAX）

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他の都道府県，市町村 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （ ）

] 本人又は本人の代理人

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁，デジタル庁 ）



 ⑥使用目的　※
　適正かつ公平な賦課徴収を行うために，納税義務者等を正確に特定できるよう特定個人情報を使用す
る。

 変更の妥当性

 ⑨使用開始日 平成28年5月23日

 ⑧使用方法　※

入手した特定個人情報を税務総合システム用データベースへ格納し，税務総合システムの機能を通じて
県税の賦課徴収事務に使用する。

 情報の突合　※

１　本人等からの特定個人情報の入手に当たっては，住民基本台帳ネットワークシステムへ照会し真正
性を確認する。住民基本台帳ネットワークシステムへの照会においては，個人番号及び４情報（氏名，性
別，生年月日，住所）により突合し，対象の個人を特定する。
２　他の機関から特定個人情報を含む税務情報を入手した場合は，税務総合システム用データベースで
保有する個人番号及び４情報により突合し，対象の個人を特定する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報を用いた税務情報の統計分析は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

鹿児島県総務部税務課，
鹿児島地域振興局総務企画部県税管理課，納税課，課税課及び自動車税課，
南薩地域振興局総務企画部県税課，北薩地域振興局総務企画部県税課，姶良・伊佐地域振興局総務
企画部県税課，大隅地域振興局総務企画部県税課，熊毛支庁総務企画部県税課，大島支庁総務企画
部県税課

 使用者数 [ 100人以上500人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

県税の賦課（地方税関係情報）
県税の減免（障害者福祉関係情報，生活保護・社会福祉関係情報）



[
] フラッシュメモ
リ

[

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

 ①委託内容 税務総合システムの運用及び維持に関する業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

4

 委託事項1 税務総合システム運用維持業務

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

提供はせず，鹿児島県が指定する場所に限り使用を認める

 対象となる本人の
数

[ 100万人以上1,000万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象者，車両の所有者及び使用者，自動車税における身障減
免対象者，軽油引取税における免税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税における関与税理士

 その妥当性
　税務総合システムの安定的な運用及び維持を図るため，相当の知識及び技術を持つ者に運用及び維
持業務を委託しており，当該業務を行うために特定個人情報ファイル全体を取り扱う必要がある。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ⑧再委託の許諾方法

・原則として，委託先は他者へ再委託し又は請け負わせてはならず，鹿児島県が承認した場合のみ例外
的に認めることを契約書において定めている。
・再委託を承認する条件として，委託先は，再委託先の名称，再委託する理由，再委託して処理する内
容，再委託先において取り扱う情報，再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委
託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で，書面により申請し，鹿児島県が承認しなければな
らない。

 ⑨再委託事項 プロジェクト管理を除く運用及び維持業務

 ⑤委託先名の確認方法 落札者の公告として，公報登載している

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社九州南部公共ビジネス部

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）



 委託事項2

 ①委託内容 システム運用維持業務に対する管理業務

 委託事項2～5

税務総合システム管理業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （ 提供はせず，鹿児島県が指定する場所に限り使用を認める

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象者，車両の所有者及び使用者，自動車税における身障減
免対象者，軽油引取税における免税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税における関与税理士

 その妥当性
　税務総合システム運用維持業務受託者の業務遂行状況及びその内容を管理するため，相当の専門
知識及び技術を有し，かつ運用維持業務受託者とは異なる者に管理業務を委託しており，当該業務を
行うために特定個人情報ファイルの全体を取り扱う必要がある。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求

 ⑥委託先名 株式会社鹿児島頭脳センター

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]



 委託事項3

 ①委託内容 自動車二税申告書取込及び修正確認

 対象となる本人の
範囲　※

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の納税義務者，車両の所有者・使用者及び自動車税種別割
における身障減免対象者

 その妥当性

　自動車税（環境性能割・種別割）申告書の情報を税務総合システムに入力する業務について，入力件
数が大量であることから職員による対応が困難なため，業務の委託を行っており，当該業務を行うため
に自動車税（環境性能割・種別割）の納税義務者，車両の所有者・使用者及び自動車税種別割における
身障減免対象者の特定個人情報を取り扱う必要がある。

自動車二税申告書情報入力業務

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]

 ⑤委託先名の確認方法 鹿児島県の契約の内容等に関する事項の公表要領に基づき，公衆の閲覧に供している。

 ⑥委託先名 株式会社WISHシステムコンサルティング

再
委
託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 100万人以上1,000万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

提供はせず，鹿児島県が指定する場所に限り使用を認める（

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞



国税連携システム（eLTAX）の構築・運用等

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

 委託事項4

 ①委託内容 国税連携システム（eLTAX)の構築・運用等のサービスを提供する業務

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

納税義務者及び課税調査対象者

 その妥当性
国税連携システムの安定的な維持運用等を図るため，地方税共同機構が認定した，専門的知識を有す
る事業者に運用業務を委託することから，当該業務を行うために特定個人情報ファイルを取り扱う必要
がある。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満 ]

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 鹿児島県の契約の内容等に関する事項の公表要領に基づき，公衆の閲覧に供している。

 ⑥委託先名 株式会社TKC

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

総合行政ネットワーク（LGWAN)

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]



] 移転を行っている （ ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件 [

 ③提供する情報 本県では賦課しない者に係る所得税申告書等データ

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

1万人未満

他都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号

 ②提供先における用途 個人事業税の賦課徴収

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

本県では賦課しない所得税申告者等

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

[

 ⑦時期・頻度
本県では賦課しない者の所得税申告書等データが送付された都度，他都道府県知事に送付する。年間
約20件未満。

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 紙

] 電子メール [

] 行っていない

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満



 ７．備考

－

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

　【県税の賦課徴収事務における措置】
　税務総合システムサーバーは，ＩＣカードによる入室者制限及び入退室管理が行われている部屋に設
置された施錠可能なラックに保管している。また，サーバーへのアクセスはＩＤとパスワードによる認証が
必要である。
　帳票類に関しては，鹿児島県文書規程に基づき文書ごとにあらかじめ定めた保管場所に保管してい
る。
　税務総合システムのバックアップデータは，入退室管理が行われている金庫室にて，施錠可能なトラン
クに入れて保管している。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・国税連携システムサーバーは認定委託先事業者（※）所有のデータセンター内に設置し，24時間365日
運用監視を行うとともに，データセンター社員による巡回監視を行っている。
・データセンターは全館システムによる入退館管理及びビデオカメラによる監視を実施するとともに，サー
バ室への入室は，データセンター社員，eLTAX担当社員，保守員のみに限定し，生体認証による入室管
理を実施している。
・サーバー等全機器はラックに設置し常時施錠している。
※認定委託先事業者とは，地方税共同機構が定める「認定委託先事業者の認定に関する要綱」に基づ
き認定した事業者で，国税連携システム等の構築及びサーバの管理運用を行うとともに，委託元の地方
公共団体に対し，当該システムの運用等のサービスを提供する事業者のこと。
【統合宛名管理システムにおける措置】
　統合宛名管理システムは電子計算機室内に設置しており，ICカード認証により室内への入退室を厳重
に管理する。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置しており，データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
２　特定個人情報は，サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され，バックアップ
もデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間 [ 20年以上
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性

【県税の賦課徴収事務における特定個人情報／20年以上】
　納税者管理サブシステムで管理する特定個人情報は，当該個人に関する課税や収納などの税務情報
を紐付けするために必要な情報であるため，原則として消去しない。
【国税連携システム（eLTAX）における特定個人情報／１年】
　個人事業税賦課のために税務総合システムに取り込むまでの間，保管する必要がある。
【統合宛名管理システムにおける特定個人情報／20年以上】
　特定個人情報は，各業務システムにおいて必要な情報であるため，原則として消去しない。
【中間サーバー・プラットフォームにおける特定個人情報／20年以上】
　特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため，通常，中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。

 ③消去方法

【県税の賦課徴収事務における措置】
　消去する必要があると判断された特定個人情報は消去する。データは職員の指示により運用維持業
務受託者がデータベースから消去し，帳票は保管する部署の職員により裁断処理後廃棄または焼却処
理を行うこととする。
　また，税務総合システムサーバーにおけるディスク交換やハード更改の際は，旧機器に記録された情
報が流出することがないよう，職員の立ち会い又は職員自らが作業を実施し，データの復元が完全に不
可能な状態にする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　保管の必要がなくなったときに，システムを操作する権限がある職員が，システムの機能により消去す
る。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　保管の必要がないと判断された特定個人情報は完全に消去する。
２　ディスク交換やハードウェア更新等の際は，統合宛名管理システムの保守・運用を行う事業者におい
て，保存された情報が読み出しできないよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
　ディスク交換やハード更改の際は，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て，保存された情報が読み出しできないよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。
【情報システム機器の廃棄におけるリスクとそのリスクに対する措置】
　情報システム機器のリース契約満了後，相手方の業者への機器返却後に機器内のデータが完全に消
去できず，情報流出が発生するリスクがある。
　その対策として，機器内部の記憶装置にかかるデータ消去については，職員立ち会いのもとで，物理
的破壊を行い，写真等で確認できるようにする。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

別添「02【県税】（全項目評価書）別添２：ファイル記録項目」のとおり



 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　申告書等の様式を制定するに当たっては十分に精査し，事務処理に必要でない情報を記載する項目を
設けないようにしている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）では，法令等により定められた様式を用いることで，必要な情報以外を入手
することを防止している。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　申告書等に記載された特定個人情報が対象者本人のものであるか，個人番号カード等の証明書類の
提示又は提出を求め，本人確認を厳格に行うこととする。情報提供により入手する情報については，個人
番号，４情報又は他の特定情報により突合を行い，対象者以外の情報を入手することのないようにする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）は，地方税ポータルシステム（eLTAX）を通じて国税庁及び他地方公共団体
としか繋がっていないことから，国税庁及び他都道府県から送信される情報以外は入手できない。

 １．特定個人情報ファイル名

税務総合システム用データベース

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
１　対象者が使用目的を認識できるよう，法令等で定めた様式による申告等を求めるようにする。
２　様式の制定に当たっては記載項目に過不足のないよう十分に精査し，必要以上に特定個人情報を入
手したり，あるいは特定個人情報の入手のために対象者に何度も手続を求めることのないようにする。
３　入手時に詐取又は奪取されることのないよう，申告書等は担当の地域振興局・支庁の県税担当課に
おいて受領する。
４　情報提供による入手を行う際は，入手元に根拠法令等を明示した上で提供を依頼することとする。提
供方法については入手元と十分に協議し，安全でない方法で入手することのないようにする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　特定個人情報の入手元である国税庁及び他の都道府県は，使用目的が法令に基づくものであることを
理解した上で提供を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　本人から個人番号カード等の証明書類の提示又は提出を求め，本人確認を厳格に行うこととする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税庁から入手する情報については，入手元が番号法第16条の規定に基づき，本人確認を行った上で
情報を入手していることが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用
されない。
　他都道府県から入手する情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報であるため，特定個人情報
の入手元が番号法第16条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっ
ており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　申告書等に記載された個人番号と，本人から提示又は提出された証明書類に記載された個人番号に
違いがないか，従事者において十分に確認することとする。入手した個人番号に紐付く４情報と，税務総
合システムに記録されている同じ個人番号に紐付く４情報が一致しない場合には，住民基本台帳情報に
より真正性を確認する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税庁から入手する情報については，入手元が番号法第16条の規定に基づき，本人確認を行った上で
情報を入手していることが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用
されない。
　他都道府県から入手する情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報であるため，特定個人情報
の入手元が番号法第16条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっ
ており、本県が当該入手元から入手する際は番号法第16条が適用されない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　入手後の特定個人情報については，必要に応じて住民基本台帳ネットワークシステムと突合を行い，正
確性を保つようにする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税庁から入手する特定個人情報の正確性の確保については，特定個人情報の入手元である国税庁
に委ねられる。
　他都道府県から入手する特定個人情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報であるため，正確
性の確保については，特定個人情報の入手元である国税庁に委ねられる。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　入手した特定個人情報は，漏えいや紛失が起こらないよう，鹿児島県文書規程や税務総合システムセ
キュリティ対策実施手順によりあらかじめ定められた期間，場所及び方法により保護及び保管するように
する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税庁から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは，専用回線を利用するとともに，暗号化通信を行って
いる。また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税連携システム（eLTAX）までは，ＬＧＷＡＮを利用する
とともに，暗号化通信を行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である



 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

【統合宛名管理システムにおける措置】
１　統合宛名管理システムは，ユーザー認証によりアクセス制限を実施する。
２　ユーザーに応じて権限設定を行い，担当事務に関係する情報についてのみアクセスを可能とする。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　税務総合システム用データベースに記録されている特定個人情報は，県税の賦課徴収事務においての
み使用するものであり，当該事務以外の事務との間において紐付けは行っていない。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムが取り扱う情報の紐付けは，県税の賦課徴収事務との間に限っており，当該事務以
外の事務との間において紐付けは行っていない。

 その他の措置の内容 －

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
１　発行管理
　　「税務総合システム端末利用者情報管理規程」により，利用者の範囲や利用申請の手順について定
めている。
２　失効管理
　　定期異動を考慮し，年度を超える期間の利用申請は認めていない。また，中途異動等により利用の必
要がなくなった場合は，失効処理を行う。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
１　発行管理
　　「電子申告システム及び国税連携システムセキュリティ対策実施手順」により，利用者の範囲や利用
申請の手順について定めている。
２　失効管理
　　定期異動を考慮し，年度を超える期間の利用申請は認めていない。また，中途異動等により利用の必
要がなくなった場合は，失効処理を行う。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
　職員ごとに発行されているユーザーＩＤ及びパスワードにより利用者認証を行っている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　ユーザーＩＤ及びパスワードにより利用者認証を行っている。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 具体的な管理方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
　「税務総合システム端末組織利用者情報管理規程」の規定により，利用者及び業務ごとの権限の範囲
があらかじめ定められている。利用申請が行われた際には，利用管理者が申請内容と業務内容を審査
の上，権限を発効している。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　利用申請に基づき，システム管理者が申請内容を審査の上，権限を発効している。

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク



 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
　税務総合システムにおいて当該特定個人情報が保管されている間，特定個人情報の操作や照会を
行った利用者のＩＤ，操作等日時，利用端末，操作等内容を記録する。また，税務総合システム用データ
ベースの直接操作は，ユーザＩＤ及びパスワードにより操作者を制限するとともに，操作者及び操作内容
を記録する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・個人番号を含むデータの閲覧及び使用についての操作ログの記録を行う。
・操作ログは，誰が・いつ・何を行ったかを記録する。操作ログは7年間保管する。
・不正なアクセスがあった恐れのあるときは，ログ解析を行い，操作者を特定することとする。
・データベースへのアクセス権限は，国税連携システム（eLTAX）を運営する認定委託事業者の管理者権
限を持つユーザーのみに限定することにより，不正な使用を防止している。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
１　管理者において税務総合システムの利用可能時間を制限している。
２　特定個人情報について，業務外の目的で利用してはならない旨「税務総合システムセキュリティ対策
実施手順」に定めている。また，職員研修等を通じて定期的に周知している。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　特定個人情報について，業務外の目的で利用してはならない旨「電子申告システム及び国税連携シス
テムセキュリティ対策実施手順」に定めている。また，職員研修等を通じて定期的に周知している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　特定個人情報について，業務の範囲を超えて複製してはならない旨「税務総合システムセキュリティ対
策実施手順」に定めている。また，職員研修等を通じて定期的に周知している。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　特定個人情報について，業務の範囲を超えて複製してはならない旨「電子申告システム及び国税連携
システムセキュリティ対策実施手順」に定めている。また，職員研修等を通じて定期的に周知している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である



 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
委託契約内容に個人情報の取扱いに関する特記事項を定め，受託者が特定個人情報などの機密情報
を適切に取り扱うよう措置を講じている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業務は，地方税共同機構が「認定委託先事業者の認定等に
関する要綱」に基づき認定した事業者に委託している。当該事業者は，ＩＳＭＳ認証（又はプライバシー
マーク）を取得しているとともに，「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信
の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」（平成25年総務
省告示第206号）の各規定を満たした情報セキュリティ対策が確保されると認められた者である。また，毎
年度，地方税共同機構が委託する外部の第三者による情報セキュリティ監査が実施されており，当該事
業者から監査報告を受けている。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
作業従事者に関する報告を事前に求め，報告に基づき税務総合システムへのアクセス権限を付与する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携システム（ｅLTAX）にアクセスできる要員をシステムの運用担当
者に制限するとともに，システムへのアクセスに生体認証装置を導入している。なお，認定委託先事業者
においては，サーバ管理者としてのシステム権限のみ有するため，特定個人情報ファイルの閲覧や更新
を行うことはできない。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合システム）】
税務総合システムにおいて，特定個人情報の操作や照会を行った利用者のＩＤ，操作等日時，利用端
末，操作等内容を記録する。また，税務総合システム用データベースの直接操作は，ユーザＩＤ及びパス
ワードにより操作者を制限するとともに，操作者及び操作内容を記録する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）の操作履歴（業務イベントログ・操作ログ）
の確認手順を定めている。業務イベントログにおいて，毎日の警告・エラー数を記録し，正常範囲を把握
することで，異常値の検知に取り組んでいる。また，操作ログにおいて，毎日のログイン失敗回数を記録
し，正常範囲を把握することで，異常値の検知に取り組んでいる。なお，操作ログは7年間保管する。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指定する場所に限って特定個人情報の利用を認めるもので
あり，鹿児島県の指示又は承認があるときを除き，委託先への特定個人情報の提供は行わない。また，
当該委託契約において，鹿児島県は委託先における特定個人情報の取扱いについては，定期又は必要
な場合は報告を求め，委託先は報告を求められた場合は，直ちに報告しなければならないとしている。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指定する場所に限って特定個人情報の利用を認めるもので
あり，鹿児島県の指示又は承認があるときを除き，委託先への特定個人情報の提供は行わない。また，
当該委託契約において，鹿児島県は委託先における特定個人情報の取扱いについては，定期又は必要
な場合は報告を求め，委託先は報告を求められた場合は，直ちに報告しなければならないとしている。



1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 規定の内容
責任体制の整備／作業責任者等の届出／作業場所の特定／教育の実施／目的外利用及び第三者へ
の提供の禁止／守秘義務／再委託の制限／情報資産の管理／監査及び検査／事故時の対応

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

　特定個人情報の消去に当たっては，鹿児島県の書面による指示により消去することとする。消去に際し
鹿児島県から立会いを求められた場合は，これに応じなければならない。
　特定個人情報の消去を行った後，消去を行った日時，担当者名及び消去の内容を記録し，書面により
鹿児島県に報告する。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

 具体的な方法

特記事項において，再委託時における取扱いを次のとおり定めている。
１　再委託先の名称，再委託する理由，再委託して処理する内容，再委託先において取り扱う情報，再委
託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確
にした上で，業務の着手前に，書面により再委託する旨を鹿児島県に申請し，承認を得なければならな
い。
２　委託先は，再委託先に契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに，再委託先の全ての行為その
結果について責任を負う。
３　委託先は，再委託先との契約において，再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具
体的に規定しなければならない。
４　委託先は，再委託先の業務の履行状況を管理・監督するとともに，鹿児島県の求めに応じて，管理・
監督の状況を報告しなければならない。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－



 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）を利用した特定個人情報の提供について，提供するデータの作成やシステ
ムへの情報の格納，地方税ポータルセンタ（eLTAX）への送信方法が操作手引書等に記載されており，そ
れに基づき提供処理を行っている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情報の提供は，番号法施行規則第20条第３号の規定に基
づき，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って行っ
ている。

定めている[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子データについては，番号法施行規則第20条第３号の規定
に基づく，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って
行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，提供先として国税庁及び市区町村以外を設定することは
できない仕様になっている。本県から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網であるＬＧＷＡＮが利
用され，暗号化通信がされている。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税庁までは，専用回線が利用
され，暗号化通信がされており，決められた情報のみを提供するようにシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税申告書等データを，他都道府県知事に回送するに当たっ
ては，回送先の設定を複数の職員でチェックすることにより，誤った相手にデータを回送することのないよ
うにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携については，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道府県まで
は，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用されているほかは，同様である。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）において特定個人情報の提供処理を行う場合，システムでは決められた機
能以外での提供は行うことができず，提供先として国税庁及び都道府県以外を設定することはできない
仕様になっている。
　また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）と都道府県間は閉域網であるLGWAN，地方税ポータルセンタ
（eLTAX）と国税庁間は専用回線を用いており，データも暗号化をしているため情報漏えいや紛失のリス
クが軽減されている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情報の提供は，番号法施行規則第20条第３号の規定に基
づき，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って行っ
ている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

ー

 具体的な方法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）を利用して国税庁及び他都道府県へ提供する特定個人情報については，
データ登録を行った職員や送信日時，送信状況等の当該提供記録をシステム上で記録をしている。（記
録の保存期間は最大730日）

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]



 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　税務総合システムを通じて行う情報照会操作については，当該操作の記録を行うことにより，目的外の
入手を行うことを抑制する。
　【統合宛名管理システムにおける措置】
１　統合宛名管理システムを利用できる職員は必要最小限とし，かつ，業務上必要なデータにのみアクセ
スできるよう制御する。また，操作ログを記録することで，不適切な利用を抑制する。
２　中間サーバーへの情報照会依頼の登録にあたっては，情報照会依頼が可能な項目以外について
は，中間サーバーに送信しない仕組みとする。
３　情報照会結果を表示する際にも，情報照会依頼が可能な項目以外については表示・出力しない仕組
みとする。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１　情報照会機能（※１）により，情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には，情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め，
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り，番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており，目的外提供やセキュリティリ
スクに対応している。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログ
アウトを実施した職員，時刻，操作内容について記録されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）　情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
（※２）　番号法第19条及び別表第２に基づき，事務手続きごとに情報照会者，情報提供者，照会・提供
可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）　中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　統合宛名管理システムからの情報入手にあたっては，セキュリティ対策が施された庁内ネットワークを
使用する。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　統合宛名管理システムを利用できる職員は必要最小限とし，かつ，業務上必要なデータにのみアクセ
スできるよう制御する。また，操作ログを記録することで，不適切な利用を抑制する。
２　税務総合システムと統合宛名管理システム，中間サーバーとの間は，高度なセキュリティを維持した
ネットワーク（県庁LANおよびLGWAN）を利用している。
３　統合宛名管理システムと中間サーバーの間は，通信内容を暗号化することで安全性を確保している。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
　中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供ネッ
トワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため，安全性が担保さ
れている。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　統合宛名管理システムを通じて入手した特定個人情報は，税務総合システムに記録している情報と突
合を行うことにより，入手後の正確性を確保する。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　統合宛名番号に紐付く特定個人情報については，中間サーバーから入手しているため正確性が担保
されている。
２　中間サーバーと税務総合システムとの情報照会結果の中継においては，照会結果内容の改変は行
わないことで，税務総合システムが入手する情報照会結果が中間サーバーから入手した内容と同一であ
ることを担保している。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
　中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供ネッ
トワークシステムを使用して，情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人
情報を入手するため，正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

【統合宛名管理システムにおける措置】
１　アクセス制御，ネットワークの制限，通信の暗号化等の措置を講じる。
２　ウイルス対策ソフトを導入し，常に最新のパターンファイルを適用する。また，動作確認を実施した上
で，OSやアプリケーションについても常に最新のセキュリティパッチを適用する。
３　操作者の履歴管理を行うことで，意図的な漏えいを防止する。
４　各業務システムからの接続に対し認証を行い，許可されていないシステムからのアクセスを防止する
仕組みとする。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１　中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め，漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を行い，許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会結果については，一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより，特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを
実施した職員，時刻，操作内容について記録されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際，送信する
特定個人情報の暗号化を行っており，照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため，情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，漏えい･紛失のリスクに対応
している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
３　中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は，中間サーバー・プラットフォームの運用，監視・障害
対応等であり，業務上，特定個人情報へはアクセスすることはできない。



]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１　中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実施した職員，時刻，操作内容
の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
２　情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており，不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を暗号化することで安全性を
確保している。
３　中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り，中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
４　特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏え
い等のリスクを極小化する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

＜選択肢＞



 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　税務総合システムサーバは，ＩＣカードによる入室者制限及び入退室管理が行われている部屋に設置さ
れた施錠可能なラックに保管している。
　帳票類に関しては，鹿児島県文書規程に基づき文書ごとにあらかじめ定めた保管場所に保管してい
る。
　税務総合システムのバックアップデータは，入退室管理が行われている金庫室にて，施錠可能なトラン
クに入れて保管している。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・サーバーは認定委託先事業者所有のデータセンター内に設置し，常時運用監視を行うとともに，データ
センター社員による巡回監視を行っている。
・データセンターは全館システムによる入退館管理及びビデオカメラによる監視を実施するとともに，サー
バ室への入室は，データセンター社員，eLTAX担当社員，保守員のみに限定し，生体認証による入室管
理を実施している。
・サーバー等全機器はラックに設置し常時施錠している。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　統合宛名管理システムの機器については，入退室制限及び入退室管理された電子計算機室内に設
置する。
２　機器等ラックは耐震措置を講じ，施錠管理する。
３　停電によるデータ消失を防ぐために予備電源や無停電電源装置を準備している。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
　中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し，設置場所への入退室制限及び入退室者管
理，有人監視及び施錠管理をすることとしている。また，設置場所はデータセンター内の専用の領域とし，
他テナントとの混在によるリスクを回避する。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　税務総合システムサーバは，セキュリティ対策が施された庁内ネットワークに接続している。更に税務
総合システムサーバへのアクセスはＩＤとパスワードによる認証が必要である。
　また，ウイルス対策ソフトウエアを導入し，常時監視を行っている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・ウィルス対策ソフトウェアを導入し，常に最新のパターンファイルを適用している。
・不正アクセス防止策として，ＬＧＷＡＮ回線を使用し，またファイア・ウォールを導入している。
・サーバーの操作端末については，生体認証によるアクセス制限を行う。
・サーバーにアクセスするアカウントは，eLTAX業務関連社員にのみ発行し，毎月アクセスログの確認を
行う。
また，アカウントに係るパスワードは四半期ごとに更新を行う。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　不正アクセスを防止するため，ファイアーウオール等を設置する。
２　ＯＳ及びミドルウェアについては，動作確認を実施した上でセキュリティパッチを適用する。
３　ウイルス対策ソフトについては，パターンファイルの更新を行う。
４　統合宛名管理システムを利用できる職員は必要最小限とし，かつ，業務上必要なデータにのみアクセ
スできるよう制御する。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し，アクセス制限，侵入検知及び侵入防止を行うと
ともに，ログの解析を行う。
２　中間サーバー・プラットフォームでは，ウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアについて，必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

十分に行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

]

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群



十分に行っている

十分に行っている

[

[

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

　自動車税に係るコールセンター業務を委託した事業者が利用するコールセンターシステムの保守会社
の元派遣社員が，不正に個人情報を取得し，一部を第三者に流出させていたもの。
　自動車税納税お知らせセンターに関する平成27年度から令和元年度の納税者情報108,304人分の個
人情報が漏えいした。

 再発防止策の内容

【県】
・今後業務を委託する際は，守秘義務等の法令遵守を徹底させる。
・委託事業者との間で情報セキュリティ対策特記事項を含む契約を締結し，当該特記事項の内容及び情
報セキュリティポリシーを遵守するように指導するとともに，必要に応じて委託先への監査指導を行うよう
指導。

【委託先】
・ 保守作業時には，新設した中継サーバにダウンロードを行い，端末からリモートデスクトップ接続を行う
ことで，端末へのダウンロードを不要化。
・ 保守作業端末への外部記録媒体への接続を技術的に不可化。データの持出しが必要な業務の場合，
複数管理者の相互チェックを経ない限り，持出しできないシステム的措置を実施。
・ セキュリティリスクがある振る舞いを検知し，管理者にタイムリーにアラーム通知する措置を実施。
・ 定期的なログチェックを徹底することに加え，当事者以外の第三者による抜き打ちチェックを実施。

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

 その他の措置の内容 ー

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法 　死者の個人番号については，生存者の個人番号と同様の方法で保管している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【情報システム機器の廃棄におけるリスクとそのリスクに対する措置】
　情報システム機器のリース契約満了後，相手方の業者への機器返却後に機器内のデータが完全に消去できず，情報流出が発生する
リスクがある。
　その対策として，機器内部の記憶装置にかかるデータ消去については，職員の立ち会い又は職員自らが作業を実施し，データの復元
が完全に不可能な状態にする。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 手順の内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　データベースの特定個人情報を消去する必要がある場合は，職員の書面による指示により受託者が作
業を行う。鹿児島県は作業終了後は受託者からの書面による報告を受け，指示どおり消去作業が実施さ
れたか確認を行う。
　特定個人情報が記載された帳票の保管期間が終了したときは，鹿児島県文書規程に定める廃棄の手
順に従い，確実に廃棄する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　操作マニュアルに定めている消去手順により消去する。消去の操作はシステムにより制御されており，
消去対象の特定個人情報のみが安全かつ確実に消去されるようになっている。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
【県税の賦課徴収事務における措置】
　必要に応じて住民基本台帳ネットワークシステムと突合を行い，情報の最新化を図ることとする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている





3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
　中間サーバー・プラットフォームを活用することにより，統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等），ITリテ
ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減，及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

【県税の賦課徴収事務における措置】
　「税務総合システムセキュリティ対策実施手順」において自己点検に関する手順を定め，毎年度及び
必要に応じて自己点検を実施することとしている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムにあっては，「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通
信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25年総
務省告示第206号）」の達成状況について，自己評価を実施している。
【統合宛名管理システムにおける措置】
　「鹿児島県情報セキュリティポリシー」に基づき，システムを利用する職員は，定期的に自己点検を実
施することとしている。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
　運用規則等に基づき，中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者は，定期的に
自己点検を実施することとしている。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

【県税の賦課徴収事務における措置】
　職場研修や事務執行状況調査の場を通じて，また文書等により定期的に職員に対して教育・啓発を
行っている。また，受託者については，契約に定める特記事項において従事者への教育及び研修の実
施を求めている。
　なお，違反を発見した場合は，「税務総合システムセキュリティ対策実施手順」に定める違反発見時の
対応をとるほか，違反者についてはその内容に応じて地方税法や地方公務員法に規定される処罰等の
対象となる。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，地方税共同機構が毎年実施しているセキュリティ研修会に参加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事業者については，地方税共同機構による認定委託先事業
者の認定要件に基づく，eLTAX情報セキュリティポリシーを遵守するため，当該機構が毎年実施してい
るセキュリティ研修会を受けている。なお，認定委託先事業者において違反行為があった場合は，その
内容に応じて，契約書特記事項に基づき，委託契約を解除するとともに，損害を発生させた場合は，認
定委託先事業者がその損害を賠償する。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　職員に対し，個人情報保護および情報セキュリティに関する研修を実施している。
２　委託先事業者との契約については，個人情報取扱特記事項および情報セキュリティ対策特記事項を
明記することとしている。
３　鹿児島県情報セキュリティポリシーに基づき，違反行為を行った職員は，その内容に応じて処罰等の
対象となる。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
１　中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し，セキュリティ研修等を実施
することとしている。
２　中間サーバー･プラットフォームの業務に就く場合は，運用規則等について研修を行うこととしてい
る。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

【県税の賦課徴収事務における措置】
　「鹿児島県情報セキュリティポリシー」に基づき，監査が行われることとなっている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムについては，運営する認定委託先事業者が，毎年度情報セキュリティ監査（外部監
査）を受けている。
　なお，地方税共同機構が運営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）については，地方税共同機構が，
毎年度，情報セキュリティ監査（外部監査）を受けている。
【統合宛名管理システムにおける措置】
　「鹿児島県情報セキュリティポリシー」に基づき，監査が行われることとなっている。
【中間サーバー･プラットフォームにおける措置】
　運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームについて，定期的に監査を行うこととしている。



（手数料額、納付方法：
開示請求については無料であるが，開示請求における写しの交付につ
いては実費の負担がある。開示決定後，現金により徴収する。郵送によ
る開示の場合は，納入通知書により徴収する。

－

[

[

無料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

－

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

 ①連絡先
総務部税務課
郵便番号890-8577　鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210　Mail：zei@pref.kagoshima.lg.jp

 ②対応方法 問合せの内容に応じて必要な手続を案内する。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
総務部税務課
郵便番号890-8577　鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210

 ②請求方法 鹿児島県個人情報保護条例に基づく保有個人情報開示，訂正及び利用停止請求

－ 特記事項

県税の不服審査に関する事務，県税の訴訟に関する事務，不動産取得税課税事務，県税収納管理事
務，県税納税証明書発行事務，県税滞納整理事務，狩猟税課税事務，鉱区税課税事務，個人事業税
課税事務，軽油引取税課税事務，ゴルフ場利用税課税事務，産業廃棄物税課税事務，法人県民税，法
人事業税，特別法人事業税及び地方法人特別税課税事務，県たばこ税課税事務，租税条約に関する
県民税利子割還付事務，自動車税（種別割・環境性能割）課税事務

鹿児島県ホームページ及び県政情報センター

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続

mailto:zei@pref.kagoshima.lg.jp


 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容
意見無し

－
 ⑤評価書への反映

令和５年８月30日，令和５年９月27日

鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会において第三者点検を実施した。

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

－
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和５年７月10日から令和５年８月９日まで（１ヶ月間）

鹿児島県パブリック・コメント制度による県民等への意見聴取

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和5年6月14日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

特定個人情報保護委員会が定める特定個人情報保護評価指針に基づき，評価の適合性，妥当性等を
審議した結果，適切に行われていることが認められた。

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞



（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日

「Ⅰ　基本情報－7.評価実施
機関における担当部署」の①
部署

鹿児島県総務部税務課 総務部税務課 事後

平成28年4月27日

「Ⅰ　基本情報－7.評価実施
機関における担当部署」の②
所属長

税務課長　馬場　良二 税務課長　房村　正博 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報」の④記録
される項目

総項目数：8,371 総項目数：8,490 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－4.特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託」の委託事
項3⑥委託先名

ヒューマンリソシア株式会社 株式会社WISHシステムコンサルティング 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日 Ⅴ－1 ①　請求先

鹿児島県総務部税務課
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210

総務部税務課
郵便番号890-8577
鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報」の⑤保有
開始日

平成28年1月1日 平成28年5月20日 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－3.特定個人情報の入
手・使用」の⑨使用開始日

平成28年1月1日 平成28年5月23日 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成29年4月21日

「Ⅰ　基本情報－2.特定個人
情報ファイルを取り扱う事務に
おいて使用するシステム」のシ
ステム１の②システムの機能

３　滞納者管理サブシステム ３　滞納整理支援サブシステム 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成29年4月21日
「Ⅰ　基本情報－5.個人番号
の利用」の法令上の根拠

別表第一の16及び89の項 別表第一の16及び99の項 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成28年4月27日 Ⅴ－2 ①　連絡先

鹿児島県総務部税務課
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210
Mail：zei@pref.kagoshima.lg.jp

総務部税務課
郵便番号890-8577
鹿児島市鴨池新町10番１号
Tel：099-286-2210
Mail：zei@pref.kagoshima.lg.jp

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成29年4月21日

「Ⅰ　基本情報－1.特定個人
情報ファイルを取り扱う事務」
の②事務の内容

（別添１）事務の内容
滞納者管理サブシステム

（別添１）事務の内容
滞納整理支援サブシステム

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅰ　基本情報－２．特定個人
情報ファイルを取り扱う事務に
おいて利用するシステム」のシ
ステム３の②システムの機能

４　宛名情報等管理機能
　　個人番号・業務種別・業務利用番号・基本４
情報との紐付けを管理し，住基ネット端末から
の個人情報一覧ファイルを入出力でき，それら
の履歴を管理できる。

４　宛名情報等管理機能
　　個人番号・業務種別・業務利用番号・基本４
情報との紐付けを管理し，それらの履歴を管理
できる。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅰ　基本情報－２．特定個人
情報ファイルを取り扱う事務に
おいて使用するシステム」のシ
ステム５の②システムの機能

２　自都道府県の他の執行機関への情報提供
　自都道府県の他の執行機関による住基法に
基づく情報照会に対応するため，照会のあった
当該個人の個人番号又は４情報等に対応付く
本人確認情報を都道府県知事保存本人確認情
報ファイルから抽出し，照会元に提供する。

５　本人確認情報検索
　代表端末又は業務端末において入力された４
情報（氏名，住所，性別，生年月日）の組合せを
キーに都道府県知事保存本人確認情報ファイ
ルを検索し，検索条件に該当する本人確認情
報の一覧を画面上に表示する。

２　自都道府県の他の執行機関への情報提供
　自都道府県の他の執行機関による住基法に
基づく情報照会に対応するため，照会のあった
当該個人の個人番号又は４情報（氏名，住所，
性別，生年月日）等に対応付く本人確認情報を
都道府県知事保存本人確認情報ファイルから
抽出し，照会元に提供する。

５　本人確認情報検索
　代表端末又は業務端末において入力された４
情報の組合せをキーに都道府県知事保存本人
確認情報ファイルを検索し，検索条件に該当す
る本人確認情報の一覧を画面上に表示する。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成29年4月21日

「Ⅰ　基本情報－7.評価実施
機関における担当部署」の②
所属長

税務課長　房村　正博 税務課長　有木　正悟 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成29年4月21日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報」の④記録
される項目

総項目数：8,490
総項目数：9,292
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅰ　基本情報－7.評価実施
機関における担当部署」の②
所属長の役職名

税務課長　有木　正悟 課長 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

Ⅰ　基本情報
　－５．個人番号の利用
　　－法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び99の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第64条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び89の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第64条

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅰ　基本情報－６．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携」の②法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第二の28の項
別表第二の主務省令で定める事務及び情報を
定める命令（平成26年内閣府・総務省令第７
号）第21条

番号法第19条第７号　別表第二の28の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令
第７号）第21条

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

mailto:zei@pref.kagoshima.lg.jp
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－２．基本情報」の②対
象となる本人の数

10万人以上100万人未満 100万人以上1,000万人未満 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用」の⑦使用の主体

鹿児島県総務部税務課，
鹿児島地域振興局総務企画部課税課，納税
課，県税管理課及び自動車税課，
南薩地域振興局総務企画部県税課，北薩地域
振興局総務企画部県税課，姶良・伊佐地域振
興局総務企画部県税課，大隅地域振興局総務
企画部県税課，熊毛支庁総務企画部県税課，
大島支庁総務企画部県税課

鹿児島県総務部税務課，
鹿児島地域振興局総務企画部県税管理課，納
税課，課税課及び自動車税課，
南薩地域振興局総務企画部県税課，北薩地域
振興局総務企画部県税課，姶良・伊佐地域振
興局総務企画部県税課，大隅地域振興局総務
企画部県税課，熊毛支庁総務企画部県税課，
大島支庁総務企画部県税課

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項１の
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲の対象と
なる本人の数

10万人以上100万人未満 100万人以上1,000万人未満 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－２．基本情報」の③対
象となる本人の範囲

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者及び法人税における関与税理士

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税に
おける関与税理士

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用」の⑤本人への明示

県税の賦課徴収事務における特定個人情報の
入手及び使用目的については，番号法第９条
に規定されている。

本人から入手する情報については、その利用目
的を本人へ明示する（窓口対応する場合は本
人に口頭で説明を行う等）。ただし、地方税法等
で定められた情報の入手については、その限り
ではない。なお、県税の賦課徴収事務における
特定個人情報の入手及び使用目的について
は，番号法第９条に規定されている。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項２の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
の対象となる本人の範囲

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者及び法人税における関与税理士

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税に
おける関与税理士

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項３の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
の対象となる本人の数」

10万人以上100万人未満 100万人以上1,000万人未満 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項１の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
の対象となる本人の範囲

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者及び法人税における関与税理士

納税義務者，特別徴収義務者，課税調査対象
者，車両の所有者及び使用者，自動車税にお
ける身障減免対象者，軽油引取税における免
税軽油使用者，法人県民税及び法人事業税に
おける関与税理士

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項２の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
の対象となる本人の数」

10万人以上100万人未満 100万人以上1,000万人未満 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」の提供先1

住所地を所管する都道府県知事 他都道府県知事 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」の③提供する情報

住所が鹿児島県でない者に係る所得税申告書
等データ

本県では賦課しない者に係る所得税申告書等
データ

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項３の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
の対象となる本人の範囲

自動車取得税及び自動車税の納税義務者並び
に課税調査対象者

自動車取得税及び自動車税の納税義務者，車
両の所有者・使用者及び自動車税における身
障減免対象者

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託」の委託
事項３の②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範囲
のその妥当性

自動車取得税及び自動車税申告書の情報を税
務総合システムに入力する業務について，入力
件数が大量であることから職員による対応が困
難なため，業務の委託を行っており，当該業務
を行うために自動車取得税及び自動車税の納
税義務者並びに課税調査対象者の特定個人情
報を取り扱う必要がある。

自動車取得税及び自動車税申告書の情報を税
務総合システムに入力する業務について，入力
件数が大量であることから職員による対応が困
難なため，業務の委託を行っており，当該業務
を行うために自動車取得税及び自動車税の納
税義務者，車両の所有者・使用者及び自動車
税における身障減免対象者の特定個人情報を
取り扱う必要がある。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」の⑤提供する情報の対
象となる本人の範囲

住所が鹿児島県でない所得税申告者等 本県では賦課しない所得税申告者等 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年5月31日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
－３．特定個人情報の使用」
のリスク２：権限のない者（元
職員，アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用さ
れるリスクのアクセス権限の
管理の具体的な管理方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
「税務総合システム端末組織利用者情報管理
規程」の規定により，利用者情報管理者及び業
務ごとの権限の範囲があらかじめ定められてい
る。利用申請が行われた際には，利用者情報
管理者が申請内容と業務内容を審査の上，権
限を発効している。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
「税務総合システム端末組織利用者情報管理
規程」の規定により，利用者及び業務ごとの権
限の範囲があらかじめ定められている。利用申
請が行われた際には，利用管理者が申請内容
と業務内容を審査の上，権限を発効している。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－５．特定個人情報の提
供・移転」のリスク３：　誤った
情報を提供・移転してしまうリ
スク、誤った相手に提供・移転
してしまうリスクのリスクに対
する措置の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
本県と国税庁との間の情報連携については，提
供先として国税庁及び市区町村以外を設定す
ることはできない仕様になっている。本県から地
方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網であ
るＬＧＷＡＮが利用され，暗号化通信がされてい
る。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税庁
までは，専用回線が利用され，暗号化通信がさ
れており，決められた情報のみを提供するよう
にシステム的に担保している。
本県で受信した，住所地が本県でない者の所
得税申告書等データを，住所地を所管する都道
府県知事に回送するに当たっては，回送先の
設定を複数の職員でチェックすることにより，
誤った相手にデータを回送することのないように
する。
なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され
ているほかは，同様である。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
本県と国税庁との間の情報連携については，提
供先として国税庁及び市区町村以外を設定す
ることはできない仕様になっている。本県から地
方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網であ
るＬＧＷＡＮが利用され，暗号化通信がされてい
る。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税庁
までは，専用回線が利用され，暗号化通信がさ
れており，決められた情報のみを提供するよう
にシステム的に担保している。
本県で受信した，本県では賦課しない所得税申
告書等データを，他都道府県知事に回送するに
当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され
ているほかは，同様である。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５．特定個人情報の提
供・移転委託に伴うものを除
く。）」の⑦時期・頻度

住所が鹿児島県でない者の所得税申告書等
データが送付された都度，住所地を所管する都
道府県知事に送付する。年間約20件未満。

本県では賦課しない者の所得税申告書等デー
タが送付された都度，他都道府県知事に送付
する。年間約20件未満。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年6月25日

Ⅰ　基本情報
　２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
　　システム2
　　　②システムの機能

　国税連携システム（eLTAX）は，国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため，
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり，平成23年1月から運用が開始
されたシステムである。

　国税連携システム（eLTAX）は，国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため，
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり，平成23年1月から運用が開始
された。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年6月25日

Ⅰ　基本情報
　７．評価実施機関における担
当部署
　　①部署

鹿児島県総務部税務課 総務部税務課 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

「Ⅳ　その他のリスク対策－
１．監査」の①自己点検の具
体的なチェック方法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携受信システムにあっては，「電気通信
回線その他の電気通信設備に関する技術基準
及び情報通信の技術の利用における安全性及
び信頼性を確保するために必要な事項に関す
る基準（平成25年総務省告示第206号）」の達成
状況について，自己評価を実施している。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システムにあっては，「電気通信回線
その他の電気通信設備に関する技術基準及び
情報通信の技術の利用における安全性及び信
頼性を確保するために必要な事項に関する基
準（平成25年総務省告示第206号）」の達成状
況について，自己評価を実施している。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年5月31日

Ⅴ　開示請求、問合せ
　－１．特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求
　　－③手数料等

開示請求における写しの交付については実費
の負担がある。開示決定後，現金により徴収す
る。郵送による開示の場合は，納入通知書によ
り徴収する。

開示請求については無料であるが，開示請求
における写しの交付については実費の負担が
ある。開示決定後，現金により徴収する。郵送
による開示の場合は，納入通知書により徴収す
る。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　２．基本情報
　　④記録される項目
　　　主な記録項目

[　] 障害者福祉関係情報
[　] 生活保護・社会福祉関係情報

[○] 障害者福祉関係情報
[○] 生活保護・社会福祉関係情報

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　２．基本情報
　　④記録される項目
　　　その妥当性

・識別情報…納税義務者等の情報を一元管理
するため
・連絡先等情報…
　納税義務者等の正確な特定のため（４情報）
　納税義務者等への告知のため（住所）
　納税義務者等との連絡のため（住所，連絡先
（電話番号等））
　適正な課税のため（その他住民票関係情報
（生死情報））
・業務関係情報…
　県税の課税調査において所得税の確定申告
書データを利用するため（国税関係情報）
　県税の賦課徴収を行うため（地方税関係情
報）

・識別情報…納税義務者等の情報を一元管理
するため
・連絡先等情報…
　納税義務者等の正確な特定のため（４情報）
　納税義務者等への告知のため（住所）
　納税義務者等との連絡のため（住所，連絡先
（電話番号等））
　適正な課税のため（その他住民票関係情報
（生死情報））
・業務関係情報…
　県税の課税調査において所得税の確定申告
書データを利用するため（国税関係情報）
　県税の賦課徴収を行うため（地方税関係情
報）
　障害者に対する県税の減免決定を行うため
（障害者福祉関係情報）
　生活保護法により生活扶助を受ける者に対す
る税の減免決定を行うため（生活保護・社会福
祉関係情報）

事前
重要な変更による保護評価の
再実施



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
　　①入手元

[○] 評価実施機関内の他部署（市町村課）
[○] 評価実施機関内の他部署（市町村課，社
会福祉課，障害福祉課，ハートピアかごしま（身
体障害者更生相談所），精神保健福祉セン
ター）

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
　　②入手方法

[　] 庁内連携システム [○] 庁内連携システム 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
　　⑧使用方法
　　　情報の突合

１　本人等からの特定個人情報の入手に当たっ
ては，統合宛名管理システムと突合し真正性を
確認する。

２　他の機関から特定個人情報を含む税務情
報を入手した場合は，税務総合システム用デー
タベースで保有する個人番号及び４情報により
突合し，対象の個人を特定する。
３　住民基本台帳ネットワークシステムへ照会を
行う場合は，個人番号及び４情報（氏名，性別，
生年月日，住所）により突合し，対象の個人を
特定する。

１　本人等からの特定個人情報の入手に当たっ
ては，住民基本台帳ネットワークシステムへ照
会し真正性を確認する。住民基本台帳ネット
ワークシステムへの照会においては，個人番号
及び４情報（氏名，性別，生年月日，住所）によ
り突合し，対象の個人を特定する。
２　他の機関から特定個人情報を含む税務情
報を入手した場合は，税務総合システム用デー
タベースで保有する個人番号及び４情報により
突合し，対象の個人を特定する。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託の有無

[　委託する　]
（　   ３     ）件

[　委託する　]
（　   ４     ）件

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
　　③入手の時期・頻度

【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から特定個人情報を入手したとき
２　納税告知書等の送達時や宛先不明による
返戻時など現住所を確認する必要があるとき

【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から特定個人情報を入手したとき
２　納税告知書等の送達時や宛先不明による
返戻時など現住所を確認する必要があるとき
３　番号法別表２に基づく情報提供を受けること
が可能な事務（減免等）について，本人等から
申請が行われた都度

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　３．特定個人情報の入手・使
用
　　④入手に係る妥当性

【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から入手した特定個人情報の真正性
の確認
２　納税告知書等の送達のため，又は返戻され
た納税告知書等の再送達のため

評価実施機関内の他部署】
１　本人等から入手した特定個人情報の真正性
の確認
２　納税告知書等の送達のため，又は返戻され
た納税告知書等の再送達のため
３　本人等からの申請に基づくものである。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　②取扱いを委託する特定
個人情報ファイルの範囲

（新規） 特定個人情報ファイルの一部 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　②取扱いを委託する特定
個人情報ファイルの範囲
　　　　対象となる本人の数

（新規） 10万人以上100万人未満 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4

（新規） 国税連携システム（eLTAX）の構築・運用等 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　①委託内容

（新規）
国税連携システム（eLTAX)の構築・運用等の
サービスを提供する業務

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　②取扱いを委託する特定
個人情報ファイルの範囲
　　　　対象となる本人の範囲

（新規） 納税義務者及び課税調査対象者 事前
重要な変更による保護評価の
再実施



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　③委託先における取扱者
数

（新規） 10人未満 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　④委託先への特定個人
情報ファイルの提供方法

（新規）
[ ○ ]  電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ ○ ]  その他 (総合行政ネットワーク（LGWAN))

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　②取扱いを委託する特定
個人情報ファイルの範囲
　　　　その妥当性

（新規）
システムを安定的に稼働させるため，専門知識
を有する民間事業者に委託している。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　再委託
　　　　⑦再委託の有無

（新規） [ 再委託する ] 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　再委託
　　　　⑧再委託の許諾方法

（新規）

・原則として，委託先は他者へ再委託し又は請
け負わせてはならず，鹿児島県が承認した場合
のみ例外的に認めることを契約書において定め
ている。
・再委託を承認する条件として，eLTAXサポート
事業者として協議会に承認されていること，委
託先と同等の個人情報保護の体制を整えてい
ること，及び鹿児島県情報セキュリティーポリ
シーを遵守することを条件としている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　⑤委託先名の確認方法

（新規）
鹿児島県の契約の内容等に関する事項の公表
要領に基づき，公衆の閲覧に供している。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　⑥委託先名

（新規） 株式会社TKC 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　再委託
　　　　⑨再委託事項

（新規） 運用における現地作業，問い合わせ対応等 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　６．特定個人情報の保管・消
去
　　①保管場所

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムサーバーは，ＩＣカードによ
る入室者制限及び入退室管理が行われている
部屋に設置された施錠可能なラックに保管して
いる。また，サーバーへのアクセスはＩＤとパス
ワードによる認証が必要である。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・国税連携システムサーバーは認定委託先事
業者（※）所有のデータセンター内に設置し，24
時間365日運用監視を行うとともに，データセン
ター社員による巡回監視を行っている。
・データセンターは全館システムによる入退館
管理及びビデオカメラによる監視を実施するとと
もに，サーバ室への入室は，データセンター社
員，eLTAX担当社員，保守員のみに限定し，生
体認証による入室管理を実施している。
・サーバー等全機器はラックに設置し常時施錠
している。
※認定委託先事業者とは，一般社団法人地方
税電子化協議会が定める「認定委託先事業者
の認定に関する要綱」に基づき認定した事業者
で，国税連携システム等の構築及びサーバの
管理運用を行うとともに，委託元の地方公共団
体に対し，当該システムの運用等のサービスを
提供する事業者のこと。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　３．特定個人情報の使用
　　リスク２：権限のない者（元
職員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用さ
れるリスク
　　　特定個人情報の使用の
記録
　　　　具体的な方法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムが使用できる端末は，ＩＣ
カード及びパスワードによる利用者認証を行っ
ている。更に国税連携システムへのログインに
際してもユーザＩＤ及びパスワードの入力を必要
とし，権限のない者による不正な使用を防止し
ている。また，データベースへのアクセス権限
は，管理者権限を持つユーザーのみに限定す
ることにより，不正な使用を防止している。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・個人番号を含むデータの閲覧及び使用につい
ての操作ログの記録を行う。
・操作ログは，誰が・いつ・何を行ったかを記録
する。操作ログは7年間保管する。
・不正なアクセスがあった恐れのあるときは，ロ
グ解析を行い，操作者を特定することとする。
・データベースへのアクセス権限は，国税連携
システム（eLTAX）を運営する認定委託事業者
の管理者権限を持つユーザーのみに限定する
ことにより，不正な使用を防止している。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　情報保護管理体制の確認

委託契約内容に個人情報の取扱いに関する特
記事項を定め，受託者が特定個人情報などの
機密情報を適切に取り扱うよう措置を講じてい
る。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
委託契約内容に個人情報の取扱いに関する特
記事項を定め，受託者が特定個人情報などの
機密情報を適切に取り扱うよう措置を講じてい
る。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業
務は，一般社団法人地方税電子化協議会が
「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に
基づき認定した事業者に委託している。当該事
業者は，ＩＳＭＳ認証（又はプライバシーマーク）
を取得しているとともに，「電気通信回線その他
の電気通信設備に関する技術基準及び情報通
信の技術の利用における安全性及び信頼性を
確保するために必要な事項に関する基準」（平
成25年総務省告示第206号）の各規定を満たし
た情報セキュリティ対策が確保されると認めら
れた者である。また，毎年度，一般社団法人地
方税電子化協議会が委託する外部の第三者に
よる情報セキュリティ監査が実施されており，当
該事業者から監査報告を受けている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　特定個人情報の提供ルー
ル
　　　委託先から他者への提
供に関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指
定する場所に限って特定個人情報の利用を認
めるものであり，委託先への特定個人情報の提
供は行わないことから，委託先から他者への提
供も起こらない。また，鹿児島県は委託先にお
ける特定個人情報の取扱いについて，定期又
は必要な場合は報告を求め，委託先は報告を
求められた場合は，直ちに報告しなければなら
ないとしている。

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指
定する場所に限って特定個人情報の利用を認
めるものであり，鹿児島県の指示又は承認があ
るときを除き，委託先への特定個人情報の提供
は行わない。また，当該委託契約において，鹿
児島県は委託先における特定個人情報の取扱
いについては，定期又は必要な場合は報告を
求め，委託先は報告を求められた場合は，直ち
に報告しなければならないとしている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　特定個人情報の提供ルー
ル
　　　委託元と委託先間の提
供に関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指
定する場所に限って特定個人情報の利用を認
めるものであり，委託先への特定個人情報の提
供は行わない。また，鹿児島県は委託先におけ
る特定個人情報の取扱いについて，定期又は
必要な場合は報告を求め，委託先は報告を求
められた場合は，直ちに報告しなければならな
いとしている。

委託業務の遂行にあたっては，鹿児島県が指
定する場所に限って特定個人情報の利用を認
めるものであり，鹿児島県の指示又は承認があ
るときを除き，委託先への特定個人情報の提供
は行わない。また，当該委託契約において，鹿
児島県は委託先における特定個人情報の取扱
いについては，定期又は必要な場合は報告を
求め，委託先は報告を求められた場合は，直ち
に報告しなければならないとしている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　特定個人情報ファイルの
閲覧
者・更新者の制限
　　　具体的な制限方法

.作業従事者に関する報告を事前に求め，報告
に基づき税務総合システムへのアクセス権限を
付与する。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
作業従事者に関する報告を事前に求め，報告
に基づき税務総合システムへのアクセス権限を
付与する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携シス
テム（ｅLTAX）にアクセスできる要員をシステム
の運用担当者に制限するとともに，システムへ
のアクセスに生体認証装置を導入している。ま
た，運用と担当者はあらかじめ承認された手順
に従ってのみ作業を行っており，ファイルの内容
の閲覧・更新を行わないような運用をしている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　特定個人情報ファイルの
取扱
いの記録
　　　具体的な方法

税務総合システムにおいて当該特定個人情報
が保管されている間，特定個人情報の操作や
照会を行った利用者のＩＤ，操作等日時，利用端
末，操作等内容を記録する。また，税務総合シ
ステム用データベースの直接操作は，ユーザＩＤ
及びパスワードにより操作者を制限するととも
に，操作者及び操作内容を記録する。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
税務総合システムにおいて，特定個人情報の
操作や照会を行った利用者のＩＤ，操作等日時，
利用端末，操作等内容を記録する。また，税務
総合システム用データベースの直接操作は，
ユーザＩＤ及びパスワードにより操作者を制限す
るとともに，操作者及び操作内容を記録する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携シス
テム（ｅＬＴＡＸ）の操作履歴（業務イベントログ・
操作ログ）の確認手順を定めている。業務イベ
ントログにおいて，毎日の警告・エラー数を記録
し，正常範囲を把握することで，異常値の検知
に取り組んでいる。また，操作ログにおいて，毎
日のログイン失敗回数を記録し，正常範囲を把
握することで，異常値の検知に取り組んでい
る。なお，操作ログは7年間保管する。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月2日

Ⅳ　その他のリスク対策
　１．監査
　　②監査
　　　具体的な内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）については，情報
セキュリティ監査（外部監査）を実施している。

　なお，一般社団法人地方税電子化協議会が
運営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）につい
ては，一般社団法人地方税電子化協議会にお
いて，毎年度，情報セキュリティ監査（外部監
査）を実施している。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システムについては，運営する認定委
託先事業者が，毎年度情報セキュリティ監査
（外部監査）を受けている。
なお，一般社団法人地方税電子化協議会が運
営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）について
は，一般社団法人地方税電子化協議会が，毎
年度，情報セキュリティ監査（外部監査）を受け
ている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅳ　その他のリスク対策
　２．従業者に対する教育・啓
発
従業者に対する教育・啓発
　　具体的な内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，一般社団法人地方税電子化協議
会が毎年実施しているセキュリティ研修会に参
加させている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，一般社団法人地方税電子化協議
会が毎年実施しているセキュリティ研修会に参
加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事
業者については，一般社団法人地方税電子化
協議会による認定委託先事業者の認定要件に
基づく，eLTAX情報セキュリティポリシーを遵守
するため，当該協議会が毎年実施しているセ
キュリティ研修会を受けている。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　７．特定個人情報の保管・消
去
　　リスク１：　特定個人情報の
漏えい・滅失・毀損リスク
　　　⑤物理的対策
　　　　具体的な対策の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムサーバは，ＩＣカードによる
入室者制限及び入退室管理が行われている部
屋に設置された施錠可能なラックに保管してい
る。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・サーバーは認定委託先事業者所有のデータ
センター内に設置し，常時運用監視を行うととも
に，データセンター社員による巡回監視を行っ
ている。
・データセンターは全館システムによる入退館
管理及びビデオカメラによる監視を実施するとと
もに，サーバ室への入室は，データセンター社
員，eLTAX担当社員，保守員のみに限定し，生
体認証による入室管理を実施している。
・サーバー等全機器はラックに設置し常時施錠
している。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　７．特定個人情報の保管・消
去
　　リスク１：　特定個人情報の
漏えい・滅失・毀損リスク
　　　⑥技術的対策
　　　　具体的な対策の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システムサーバへのアクセスはＩＤと
パスワードによる認証が必要である。また，ウイ
ルス対策ソフトウエアを導入し，常時監視を行っ
ている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
・ウィルス対策ソフトウェアを導入し，常に最新
のパターンファイルを適用している。
・不正アクセス防止策として，ＬＧＷＡＮ回線を使
用し，またファイア・ウォールを導入している。
・サーバーの操作端末については，生体認証に
よるアクセス制限を行う。
・サーバーにアクセスするアカウントは，eLTAX
業務関連社員にのみ発行し，毎月アクセスログ
の確認を行う。
また，アカウントに係るパスワードは四半期ごと
に更新を行う。

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　２．国民・住民等からの意見
の聴取
　　④主な意見の内容

１　個人情報の漏えいが絶対に起こらないと言
えるのか。２　５ページの「１．特定個人情報ファ
イル名」の「税務総合システム用データベース」
と37ページ「１．特定個人情報ファイル名」の「税
務総合用システムデータベース」は同一のもの
か。３　様々なリスクを想定した対策が行われて
いることがわかり，安心した。実際に運用するこ
とにより新たに認知された問題点に対しては，
改善を加えてほしい。

意見無し 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　２．国民・住民等からの意見
の聴取
　　⑤評価書への反映

④の２について，「税務総合システム用データ
ベース」が正しい表記であるため，37ページの
「税務総合用システムデータベース」を「税務総
合システム用データベース」に訂正した。

― 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　１．基礎項目評価
　　①実施日

平成27年2月9日 平成30年6月15日 事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　２．国民・住民等からの意見
の聴取
　　②実施日・期間

平成27年２月17日から平成27年３月16日まで
（１ヶ月間）

平成30年６月28日から平成30年７月30日まで
（１ヶ月間）

事前
重要な変更による保護評価の
再実施

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　３．第三者点検
　　①実施日

平成27年４月21日，平成27年５月20日 平成30年８月22日，平成30年９月６日 事前
保護評価の再実施に係る第
三者点検結果による修正



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　委託事項4
　　　②取扱いを委託する特定
個人情報ファイルの範囲
　　　　その妥当性

システムを安定的に稼働させるため，専門知識
を有する民間事業者に委託している。

国税連携システムの安定的な維持運用等を図
るため，一般社団法人地方税電子化協議会が
認定した，専門的知識を有する事業者に運用
業務を委託することから，当該業務を行うため
に特定個人情報ファイルを取り扱う必要があ
る。

事前
保護評価の再実施に係る第
三者点検結果による修正

平成30年10月2日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　特定個人情報ファイルの
閲覧
者・更新者の制限
　　　具体的な制限方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
作業従事者に関する報告を事前に求め，報告
に基づき税務総合システムへのアクセス権限を
付与する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携シス
テム（ｅLTAX）にアクセスできる要員をシステム
の運用担当者に制限するとともに，システムへ
のアクセスに生体認証装置を導入している。ま
た，運用と担当者はあらかじめ承認された手順
に従ってのみ作業を行っており，ファイルの内容
の閲覧・更新を行わないような運用をしている。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
作業従事者に関する報告を事前に求め，報告
に基づき税務総合システムへのアクセス権限を
付与する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
認定委託先事業者においては，国税連携シス
テム（ｅLTAX）にアクセスできる要員をシステム
の運用担当者に制限するとともに，システムへ
のアクセスに生体認証装置を導入している。な
お，認定委託先事業者においては，サーバ管理
者としてのシステム権限のみ有するため，特定
個人情報ファイルの閲覧や更新を行うことはで
きない。

事前
保護評価の再実施に係る第
三者点検結果による修正

平成30年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　３．第三者点検
　　③結果

特定個人情報保護委員会が定める特定個人情
報保護評価指針に基づき，評価の適合性，妥
当性等を審議した結果，適切に行われているこ
とが認められた。

特定個人情報保護委員会が定める特定個人情
報保護評価指針に基づき，評価の適合性，妥
当性等を審議した結果，適切に行われているこ
とが認められた。
なお，結果である答申にあたっては，以下の付
言が申し添えられたことから，該当項目を再検
討し，全項目評価書の見直しを行った。

付　言
１　「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ４.特定個
人情報ファイルの取扱いの委託」の「委託事項
４②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲　その妥当性」欄は，内容をより具体的に
記載すること。

２　「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセ
スにおけるリスク対策 ４.特定個人情報ファイル
の取扱いの委託」の「特定個人情報ファイルの
閲覧者・更新者の制限　具体的な制限方法」欄
は，委託事業者の担当者が特定個人情報ファ
イルを閲覧・更新することが可能かを明記する
こと。

３　「Ⅳ その他のリスク対策 ２.従業者に対する
教育・啓発」の「従業者に対する教育・啓発　具
体的な方法」欄は，従業者等の違反行為に対
する措置について明記すること。

事前
保護評価の再実施に係る第
三者点検結果による修正

平成30年10月2日

Ⅳ　その他のリスク対策
　２．従業者に対する教育・啓
発
従業者に対する教育・啓発
　　具体的な内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，一般社団法人地方税電子化協議
会が毎年実施しているセキュリティ研修会に参
加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事
業者については，一般社団法人地方税電子化
協議会による認定委託先事業者の認定要件に
基づく，eLTAX情報セキュリティポリシーを遵守
するため，当該協議会が毎年実施しているセ
キュリティ研修会を受けている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，一般社団法人地方税電子化協議
会が毎年実施しているセキュリティ研修会に参
加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事
業者については，一般社団法人地方税電子化
協議会による認定委託先事業者の認定要件に
基づく，eLTAX情報セキュリティポリシーを遵守
するため，当該協議会が毎年実施しているセ
キュリティ研修会を受けている。なお，認定委託
先事業者において違反行為があった場合は，
その内容に応じて，契約書特記事項に基づき，
委託契約を解除するとともに，損害を発生させ
た場合は，認定委託先事業者がその損害を賠
償する。

事前
保護評価の再実施に係る第
三者点検結果による修正

令和1年6月24日

Ⅰ　基本情報－１．特定個人
情報ファイルを取り扱う事務－
②事務の内容

２　地方法人特別税等に関する暫定措置法（平
成20年法律第25号）による地方法人特別税の
課税標準の更正若しくは決定，税額の更正若し
くは決定，督促，滞納処分その他の地方法人特
別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特
別税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）
に関する事務

２　地方税法等の一部を改正する等の法律（平
成28年法律第13号）附則第31条第２項の規定
によりなおその効力を有するものとされた同法
第９条の規定による廃止前の地方法人特別税
等に関する暫定措置法（平成20年法律第25号）
による地方法人特別税の課税標準の更正若し
くは決定，税額の更正若しくは決定，督促，滞納
処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関
する事務又は地方法人特別税に関する調査
（犯則事件の調査を含む。）に関する事務

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和1年6月24日

Ⅰ　基本情報
　２.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
　システム２
　②システムの機能

　国税連携システム（eLTAX）は，国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため，
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり，平成23年1月から運用が開始
された。
　国税庁のe-TAXに申告された所得税申告書
等データ及び国税当局に書面で申告された所
得税申告書等データが総合行政ネットワーク（Ｌ
ＧＷＡＮ）を通じ送付される。
　国税連携システム（eLTAX）には，
１　国税庁から，地方税ポータルセンタ（eLTAX）
を通じて，所得税申告書等データを受領する。
２　他の都道府県に対して，所得税申告書等
データを送付する。
等の機能がある。

　国税連携システム（eLTAX）は，国及び地方を
通じた税務事務の一層の効率化を図るため，
一般社団法人地方税電子化協議会が構築した
システムであり，平成23年1月から運用が開始
され，平成31年４月１日に地方税共同機構へと
運営主体が引き継がれた。
　国税庁のe-TAXに申告された所得税申告書
等データ及び国税当局に書面で申告された所
得税申告書等データが総合行政ネットワーク（Ｌ
ＧＷＡＮ）を通じ送付される。
　国税連携システム（eLTAX）には，
１　国税庁から，地方税ポータルセンタ（eLTAX）
を通じて，所得税申告書等データを受領する。
２　他の都道府県に対して，所得税申告書等
データを送付する。
等の機能がある。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日
Ⅰ　基本情報－５．個人番号
の利用－法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び99の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第64条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び99の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第72条

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和1年6月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項１－⑧再委託の許諾方法

業務の着手前に書面により鹿児島県に申請し，
承認を得る必要がある。
（許諾の判断基準）
再委託先の名称，再委託する理由，再委託して
処理する内容，再委託先において取り扱う情
報，再委託先における安全性及び信頼性を確
保する対策並びに再委託先に対する管理及び
監督の方法

・原則として，委託先は他者へ再委託し又は請
け負わせてはならず，鹿児島県が承認した場合
のみ例外的に認めることを契約書において定め
ている。
・再委託を承認する条件として，委託先は，再委
託先の名称，再委託する理由，再委託して処理
する内容，再委託先において取り扱う情報，再
委託先における安全性及び信頼性を確保する
対策並びに再委託先に対する管理及び監督の
方法を明確にした上で，書面により申請し，鹿
児島県が承認しなければならない。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
　４　特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項４
　②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
　その妥当性

国税連携システムの安定的な維持運用を図る
ため，一般社団法人地方税電子化協議会が認
定した，専門的知識を有する事業者に運用業
務を委託することから，当該業務を行うために
特定個人情報ファイルを取り扱う必要がある。

国税連携システムの安定的な維持運用を図る
ため，地方税共同機構が認定した，専門的知識
を有する事業者に運用業務を委託することか
ら，当該業務を行うために特定個人情報ファイ
ルを取り扱う必要がある。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報」の④記録
される項目

総項目数：9,292
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

総項目数：9,440
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用－④入手に係る妥当
性

【国税庁，他の都道府県】
１　番号法第19条第８号の規定に基づき，地方
税法又は国税に関する法律に基づく国税連携
及び地方税連携のため，特定個人情報の提供
を受ける。
２　本人等からの申請に基づくものである。

【国税庁，他の都道府県】
１　番号法第19条第９号の規定に基づき，地方
税法又は国税に関する法律に基づく国税連携
及び地方税連携のため，特定個人情報の提供
を受ける。
２　本人等からの申請に基づくものである。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－５．特定個人情報の提
供・移転－リスク３：　誤った情
報を提供・移転してしまうリス
ク、誤った相手に提供・移転し
てしまうリスク－リスクに対す
る措置の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第３
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－６．情報提供ネットワー
クシステムとの接続－リスク
１：　目的外の入手が行われ
るリスク－リスクに対する措置
の内容

（※２）　番号法別表第２及び第19条第14号に
基づき，事務手続きごとに情報照会者，情報提
供者，照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。

（※２）　番号法第19条及び別表第２に基づき，
事務手続きごとに情報照会者，情報提供者，照
会・提供可能な特定個人情報をリスト化したも
の。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）－提供先１－①法令上の
根

番号法第19条第８号 番号法第19条第９号 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
　４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　　情報保護管理体制の確認

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業
務は，一般社団法人地方税電子化協議会が
「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に
基づき認定した事業者に委託している。当該事
業者は，ＩＳＭＳ認証（又はプライバシーマーク）
を取得しているとともに，「電気通信回線その他
の電気通信設備に関する技術基準及び情報通
信の技術の利用における安全性及び信頼性を
確保するために必要な事項に関する基準」（平
成25年総務省告示第206号）の各規定を満たし
た情報セキュリティ対策が確保されると認めら
れた者である。また，毎年度，一般社団法人地
方税電子化協議会が委託する外部の第三者に
よる情報セキュリティ監査が実施されており，当
該事業者から監査報告を受けている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業
務は，地方税共同機構が「認定委託先事業者
の認定等に関する要綱」に基づき認定した事業
者に委託している。当該事業者は，ＩＳＭＳ認証
（又はプライバシーマーク）を取得しているととも
に，「電気通信回線その他の電気通信設備に
関する技術基準及び情報通信の技術の利用に
おける安全性及び信頼性を確保するために必
要な事項に関する基準」（平成25年総務省告示
第206号）の各規定を満たした情報セキュリティ
対策が確保されると認められた者である。また，
毎年度，地方税共同機構が委託する外部の第
三者による情報セキュリティ監査が実施されて
おり，当該事業者から監査報告を受けている。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和1年6月24日

Ⅳ　その他のリスク対策
　１．監査
　　②監査
　　　具体的な内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システムについては，運営する認定委
託先事業者が，毎年度情報セキュリティ監査
（外部監査）を受けている。
なお，一般社団法人地方税電子化協議会が運
営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）について
は，一般社団法人地方税電子化協議会が，毎
年度，情報セキュリティ監査（外部監査）を受け
ている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
国税連携システムについては，運営する認定委
託先事業者が，毎年度情報セキュリティ監査
（外部監査）を受けている。
なお，地方税共同機構が運営する地方税ポー
タルセンタ（eLTAX）については，地方税共同機
構が，毎年度，情報セキュリティ監査（外部監
査）を受けている。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年5月25日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－4.特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託－委託事
項３－②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲－
対象となる本人の範囲

自動車取得税及び自動車税の納税義務者並び
に課税調査対象者納税義務者，車両の所有
者・使用者及び自動車税における身障減免対
象車

自動車税環境性能割及び自動車税種別割の納
税義務者，車両の所有者・使用者及び自動車
税種別割における身障減免対象者

事後

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（税制改正に伴う税目名称の
追加及び削除による修正）

令和2年5月25日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－4.特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託－委託事
項３－②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲－
その妥当性

自動車取得税及び自動車税申告書の情報を税
務総合システムに入力する業務について，入力
件数が大量であることから職員による対応が困
難なため，業務の委託を行っており，当該業務
を行うために自動車取得税及び自動車税の納
税義務者並びに課税調査対象者の特定個人情
報を取り扱う必要がある。

自動車税（環境性能割・種別割）申告書の情報
を税務総合システムに入力する業務について，
入力件数が大量であることから職員による対応
が困難なため，業務の委託を行っており，当該
業務を行うために自動車税（環境性能割・種別
割）の納税義務者，車両の所有者・使用者及び
自動車税種別割における身障減免対象者の特
定個人情報を取り扱う必要がある。

事後

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（税制改正に伴う税目名称の
追加及び削除による修正）

令和1年6月24日

Ⅳ　その他のリスク対策
　２．従業者に対する教育・啓
発
従業者に対する教育・啓発
　　具体的な方法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，一般社団法人地方税電子化協議
会が毎年実施しているセキュリティ研修会に参
加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事
業者については，一般社団法人地方税電子化
協議会による認定委託先事業者の認定要件に
基づく，eLTAX情報セキュリティポリシーを遵守
するため，当該協議会が毎年実施しているセ
キュリティ研修会を受けている。なお，認定委託
先事業者において違反行為があった場合は，
その内容に応じて，契約書特記事項に基づき，
委託契約を解除するとともに，損害を発生させ
た場合は，認定委託先事業者がその損害を賠
償する。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　担当者を，地方税共同機構が毎年実施してい
るセキュリティ研修会に参加させている。
　国税連携システムを運営する認定委託先事
業者については，地方税共同機構による認定
委託先事業者の認定要件に基づく，eLTAX情
報セキュリティポリシーを遵守するため，当該機
構が毎年実施しているセキュリティ研修会を受
けている。なお，認定委託先事業者において違
反行為があった場合は，その内容に応じて，契
約書特記事項に基づき，委託契約を解除すると
ともに，損害を発生させた場合は，認定委託先
事業者がその損害を賠償する。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和2年5月25日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－１不正な提供・移転が
行われるリスク－特定個人情
報の移転・提供に関するルー
ル－ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

【国税連携システム（eLTAX)における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20号第３
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるLGWANが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみ提供するよう
にシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるLGWANが利用され
ているほかは，同様である。

【国税連携システム（eLTAX)における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20号第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるLGWANが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみ提供するよう
にシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるLGWANが利用され
ているほかは，同様である。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（条ずれ未対応部分の修正）

令和2年5月25日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報－④記録さ
れる項目

総項目数：9,440
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

総項目数：9,812
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和2年5月25日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－６特定個人情報の保
管・消去－③消去方法

【県税の賦課徴収事務における措置】
　消去する必要があると判断された特定個人情
報は消去する。データは職員の指示により運用
維持業務受託者がデータベースから消去し，帳
票は保管する部署の職員により裁断処理後廃
棄または焼却処理を行うこととする。
　また，税務総合システムサーバーにおける
ディスク交換やハード更改の際は，旧機器に記
録された情報が流出することにないよう，物理
的破壊や専用ソフトにより完全に消去することと
する。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　保管の必要がなくなったときに，システムを操
作する権限がある職員が，システムの機能によ
り消去する。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　保管の必要がないと判断された特定個人情
報は完全に消去する。
２　ディスク交換やハードウェア更新等の際は，
統合宛名管理システムの保守・運用を行う事業
者において，保存された情報が読み出しできな
いよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
　ディスク交換やハード更改の際は，中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者において，保存された情報が読み出しできな
いよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

【県税の賦課徴収事務における措置】
　消去する必要があると判断された特定個人情
報は消去する。データは職員の指示により運用
維持業務受託者がデータベースから消去し，帳
票は保管する部署の職員により裁断処理後廃
棄または焼却処理を行うこととする。
　また，税務総合システムサーバーにおける
ディスク交換やハード更改の際は，旧機器に記
録された情報が流出することがないよう，職員
の立ち会い又は職員自らが作業を実施し，デー
タの復元が完全に不可能な状態にする。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　保管の必要がなくなったときに，システムを操
作する権限がある職員が，システムの機能によ
り消去する。
【統合宛名管理システムにおける措置】
１　保管の必要がないと判断された特定個人情
報は完全に消去する。
２　ディスク交換やハードウェア更新等の際は，
統合宛名管理システムの保守・運用を行う事業
者において，保存された情報が読み出しできな
いよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
　ディスク交換やハード更改の際は，中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者において，保存された情報が読み出しできな
いよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

事後

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（他県での情報流出事案及び
令和元年12月６日付総務省自
治行政局地域情報政策室長
事務連絡を踏まえた修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（他県での情報流出事案及び
令和元年12月７日付総務省自
治行政局地域情報政策室長
事務連絡を踏まえた修正）

令和2年5月25日 －

【情報システム機器の廃棄におけるリスクとそ
のリスクに対する措置】
　情報システム機器のリース契約満了後，相手
方の業者への機器返却後に機器内のデータが
完全に消去できず，情報流出が発生するリスク
がある。
　その対策として，機器内部の記憶装置にかか
るデータ消去については，職員の立ち会い又は
職員自らが作業を実施し，データの復元が完全
に不可能な状態にする。

令和2年5月25日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取り扱いプロセスにおけるリス
ク対策－３誤った情報を提供・
移転してしまうリスク，誤った
相手に提供・移転してしまうリ
スク－リスクに対する措置の
内容

【国税連携システム（eLTAX)における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20号第３
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるLGWANが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみ提供するよう
にシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるLGWANが利用され
ているほかは，同様である。

【国税連携システム（eLTAX)における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20号第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるLGWANが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみ提供するよう
にシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるLGWANが利用され
ているほかは，同様である。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（条ずれ未対応部分の修正）

事後

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－７特定個人情報の保
管・消去－特定個人情報の保
管・消去におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

令和2年5月25日

Ⅴ　開示請求，問合せ－２.特
定個人情報の開示・訂正・利
用停止請求－④個人情報ファ
イル簿の公表－個人情報ファ
イル名

不動産取得税課税事務，県税収納管理事務，
県税納税証明書発行事務，県税滞納整理事
務，狩猟税課税事務，鉱区税課税事務，個人
事業税課税事務，軽油引取税課税事務，ゴル
フ場利用税課税事務，産業廃棄物税課税事
務，法人県民税，法人事業税及び地方法人特
別税課税事務，県たばこ税課税事務，租税条
約に関する県民税利子割還付事務，自動車税
課税事務，自動車取得税課税事務

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）
（税制改正に伴う税目名称の
追加及び削除による修正）

令和3年9月1日に施行される
番号利用法の改正に伴う変更

令和3年9月1日に施行される
番号利用法の改正に伴う変更

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和3年9月1日に施行される
番号利用法の改正に伴う変更

【本人又は本人の代理人】
　本人等から特定個人情報を含む申告書等が
提出されることによる。
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から入手した特定個人情報の真正性
の確認
２　納税告知書等の送達のため，又は返戻され
た納税告知書等の再送達のため
３　本人等からの申請に基づくものである。
【国税庁，他の都道府県】
１　番号法第19条第10号の規定に基づき，地方
税法又は国税に関する法律に基づく国税連携
及び地方税連携のため，特定個人情報の提供
を受ける。
２　本人等からの申請に基づくものである。
【市町村】
１　地方税法第73条の18第２項の規定により，
不動産を取得した者の申告書は当該不動産所
在の市町村長を経由して知事に提出される。
２　本人等からの申請に基づくものである。

事後

番号法第19条第８号　別表第二の28の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令
第７号）第21条

事後

令和3年5月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報－④記録さ
れる項目

総項目数：9,812
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

総項目数：9,910
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後

番号法第19条第10号 事後

不動産取得税課税時務，県税収納管理事務，
県税納税証明書発行時務，県税滞納整理事
務，狩猟税課税事務，鉱区税課税事務，個人
事業税課税時務，軽油引取税課税事務，ゴル
フ場利用税課税事務，産業廃棄物税課税事
務，法人県民税，法人事業税，特別法人事業
税及び地方法人特別税課税事務，県たばこ税
課税事務，租税条約に関する県民税利子割還
付事務，自動車税（種別割・環境性能割）課税
事務

事後

令和3年7月28日

令和4年6月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項１－⑥委託先名

富士通株式会社鹿児島支店 富士通Japan株式会社鹿児島支社 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和4年6月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－2.基本情報－④記録さ
れる項目

総項目数：9,910
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

総項目数：9,913
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－５.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）－提供先１－①法令上の
根拠

番号法第19条第９号

令和3年7月28日

I　基本情報－６.情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携－②法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第二の28の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令
第７号）第21条

令和3年7月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３.特定個人情報の入
手・使用－④入手に係る妥当
性

【本人又は本人の代理人】
　本人等から特定個人情報を含む申告書等が
提出されることによる。
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から入手した特定個人情報の真正性
の確認
２　納税告知書等の送達のため，又は返戻され
た納税告知書等の再送達のため
３　本人等からの申請に基づくものである。
【国税庁，他の都道府県】
１　番号法第19条第９号の規定に基づき，地方
税法又は国税に関する法律に基づく国税連携
及び地方税連携のため，特定個人情報の提供
を受ける。
２　本人等からの申請に基づくものである。
【市町村】
１　地方税法第73条の18第２項の規定により，
不動産を取得した者の申告書は当該不動産所
在の市町村長を経由して知事に提出される。
２　本人等からの申請に基づくものである。

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和5年10月2日
Ⅰ　基本情報－５．個人番号
の利用－法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び89の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第72条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び99の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第72条

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和4年6月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項４－⑨再委託事項

運用における現地作業，問い合わせ対応等 事後

定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和4年6月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項４－⑧再委託の許諾方法

・原則として，委託先は他者へ再委託し又は請
け負わせてはならず，鹿児島県が承認した場合
のみ例外的に認めることを契約書において定め
ている。
・再委託を承認する条件として，eLTAXサポート
事業者として機構に承認されていること，委託
先と同等の個人情報保護の体制を整えている
こと，及び鹿児島県情報セキュリティーポリシー
を遵守することを条件としている。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和4年6月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－委託
事項４－⑦再委託の有無

再委託する 再委託しない 事後

規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）－
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）－リスク１：不正な提供・
移転が行われるリスク－特定
個人情報の提供・移転に関す
るルール－ルールの内容及
びルール遵守の確認方法

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）を利用した特定個
人情報の提供について，提供するデータの作成
やシステムへの情報の格納，地方税ポータルセ
ンタ（eLTAX）への送信方法が操作手引書等に
記載されており，それに基づき提供処理を行っ
ている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情
報の提供は，番号法施行規則第20条第２号の
規定に基づき，安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として，内閣総理大臣が定め
る基準に従って行っている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）を利用した特定個
人情報の提供について，提供するデータの作成
やシステムへの情報の格納，地方税ポータルセ
ンタ（eLTAX）への送信方法が操作手引書等に
記載されており，それに基づき提供処理を行っ
ている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情
報の提供は，番号法施行規則第20条第３号の
規定に基づき，安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として，内閣総理大臣が定め
る基準に従って行っている。

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）－
３．特定個人情報の使用－リ
スク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク－ユーザー認証の管理
－具体的な管理方法

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
　職員ごとに発行されているＩＣカード及びパス
ワードにより利用者認証を行っている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　ユーザーＩＤ及びパスワードにより利用者認証
を行っている。

【県税の賦課徴収事務における措置（税務総合
システム）】
　職員ごとに発行されているユーザーＩＤ及びパ
スワードにより利用者認証を行っている。
【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　ユーザーＩＤ及びパスワードにより利用者認証
を行っている。

事後

規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－２．基本情報－④記録
される項目

総項目数：9,913
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

総項目数：9,969
（別添２）の特定個人情報ファイル記録項目に
ついて，別ファイルとして再作成。

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日
Ⅰ　基本情報－（別添１）事務
の内容

－
組織変更により情報政策課をデジタル推進課
へ変更。

事後



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　１．基礎項目評価
　　①実施日

平成30年6月15日 令和5年6月14日 事後

令和5年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　２．国民・住民等からの意見
の聴取
　　②実施日・期間

平成30年６月28日から平成30年７月30日まで
（１ヶ月間）

令和５年７月10日から令和５年８月９日まで
（１ヶ月間）

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）－５
特定個人情報の提供・移転－
リスク３：　誤った情報を提供・
移転してしまうリスク、誤った
相手に提供・移転してしまうリ
スク－リスクに対する措置の
内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第２
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるＬＧＷＡＮが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみを提供するよ
うにシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され
ているほかは，同様である。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）で提供する電子
データについては，番号法施行規則第20条第３
号の規定に基づく，安全性及び信頼性を確保す
るために必要な基準として，内閣総理大臣が定
める基準に従って行うこととする。
　本県と国税庁との間の情報連携については，
提供先として国税庁及び市区町村以外を設定
することはできない仕様になっている。本県から
地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網で
あるＬＧＷＡＮが利用され，暗号化通信がされて
いる。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税
庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信が
されており，決められた情報のみを提供するよ
うにシステム的に担保している。
　本県で受信した，本県では賦課しない所得税
申告書等データを，他都道府県知事に回送す
るに当たっては，回送先の設定を複数の職員で
チェックすることにより，誤った相手にデータを
回送することのないようにする。
　なお，他都道府県との間の情報連携について
は，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道
府県までは，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され
ているほかは，同様である。

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）－
５．特定個人情報の提供・移
転－リスク２：不適切な方法で
提供・移転が行われるリスク
－リスクに対する措置の内容

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）において特定個人
情報の提供処理を行う場合，システムでは決め
られた機能以外での提供は行うことができず，
提供先として国税庁及び都道府県以外を設定
することはできない仕様になっている。
　また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）と都道
府県間は閉域網であるLGWAN，地方税ポータ
ルセンタ（eLTAX）と国税庁間は専用回線を用
いており，データも暗号化をしているため情報漏
えいや紛失のリスクが軽減されている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情
報の提供は，番号法施行規則第20条第２号の
規定に基づき，安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として，内閣総理大臣が定め
る基準に従って行っている。

【国税連携システム（eLTAX）における措置】
　国税連携システム（eLTAX）において特定個人
情報の提供処理を行う場合，システムでは決め
られた機能以外での提供は行うことができず，
提供先として国税庁及び都道府県以外を設定
することはできない仕様になっている。
　また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）と都道
府県間は閉域網であるLGWAN，地方税ポータ
ルセンタ（eLTAX）と国税庁間は専用回線を用
いており，データも暗号化をしているため情報漏
えいや紛失のリスクが軽減されている。
　国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情
報の提供は，番号法施行規則第20条第３号の
規定に基づき，安全性及び信頼性を確保する
ために必要な基準として，内閣総理大臣が定め
る基準に従って行っている。

事後

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－２．基本情報－④記録
される項目－主な記録項目－
その他

－ 口座登録・連携ファイル関係情報 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用－ ①入手元－行政
機関・独立行政法人等

国税庁 国税庁，デジタル庁 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和5年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　３．第三者点検
　　①実施日

平成30年８月22日，平成30年９月６日 令和５年８月30日，令和５年９月27日 事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）

令和5年10月2日

Ⅵ　評価実施手続
　３．第三者点検
　　③結果

特定個人情報保護委員会が定める特定個人情
報保護評価指針に基づき，評価の適合性，妥
当性等を審議した結果，適切に行われているこ
とが認められた。
なお，結果である答申にあたっては，以下の付
言が申し添えられたことから，該当項目を再検
討し，全項目評価書の見直しを行った。

付　言
１　「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ４.特定個
人情報ファイルの取扱いの委託」の「委託事項
４②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲　その妥当性」欄は，内容をより具体的に
記載すること。

２　「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセ
スにおけるリスク対策 ４.特定個人情報ファイル
の取扱いの委託」の「特定個人情報ファイルの
閲覧者・更新者の制限　具体的な制限方法」欄
は，委託事業者の担当者が特定個人情報ファ
イルを閲覧・更新することが可能かを明記する
こと。

３　「Ⅳ その他のリスク対策 ２.従業者に対する
教育・啓発」の「従業者に対する教育・啓発　具
体的な方法」欄は，従業者等の違反行為に対
する措置について明記すること。

特定個人情報保護委員会が定める特定個人情
報保護評価指針に基づき，評価の適合性，妥
当性等を審議した結果，適切に行われているこ
とが認められた。

事後
規則第15条第1項及び指針第
６の２（４）に基づく再実施に係
る修正。（軽微な修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託－⑥委
託先名

富士通Japan株式会社鹿児島支社
富士通Japan株式会社九州南部公共ビジネス
部

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－７．特定個人情報の保
管・消去－⑨過去３年以内
に、評価実施機関において、
個人情報に関する重大事故
が発生したか

発生なし 発生あり 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用－③入手の時期・頻
度

【国税庁及び他の都道府県】 【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用－④入手に係る妥当
性

【国税庁，他の都道府県】 【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】 事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日
Ⅰ　基本情報－５．個人番号
の利用 ※－法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表第一の16及び99の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）
第16条及び第72条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。）第９条第１項
別表の24及び133の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める
命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第16
条及び第72条

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅰ　基本情報－６．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携 ※－②法令上の根拠

番号法第19条第８号　別表第二の28の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令
第７号）第21条

番号法第19条第８号，番号法第19条第８号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第２条の表49の項及び第51条

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－７．特定個人情報の保
管・消去－⑨過去３年以内
に、評価実施機関において、
個人情報に関する重大事故
が発生したか－その内容

－

　自動車税に係るコールセンター業務を委託し
た事業者が利用するコールセンターシステムの
保守会社の元派遣社員が，不正に個人情報を
取得し，一部を第三者に流出させていたもの。
　自動車税納税お知らせセンターに関する平成
27年度から令和元年度の納税者情報108,304
人分の個人情報が漏えいした。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策－７．特定個人情報の保
管・消去－⑨過去３年以内
に、評価実施機関において、
個人情報に関する重大事故
が発生したか－再発防止策の
内容

－

【県】
・今後業務を委託する際は，守秘義務等の法令
遵守を徹底させる。
・委託事業者との間で情報セキュリティ対策特
記事項を含む契約を締結し，当該特記事項の
内容及び情報セキュリティポリシーを遵守する
ように指導するとともに，必要に応じて委託先へ
の監査指導を行うよう指導。

【委託先】
・ 保守作業時には，新設した中継サーバにダウ
ンロードを行い，端末からリモートデスクトップ接
続を行うことで，端末へのダウンロードを不要
化。
・ 保守作業端末への外部記録媒体への接続を
技術的に不可化。データの持出しが必要な業務
の場合，複数管理者の相互チェックを経ない限
り，持出しできないシステム的措置を実施。
・ セキュリティリスクがある振る舞いを検知し，
管理者にタイムリーにアラーム通知する措置を
実施。
・ 定期的なログチェックを徹底することに加え，
当事者以外の第三者による抜き打ちチェックを
実施。

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）

令和6年8月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要－３．特定個人情報の入
手・使用－③入手の時期・頻
度

【本人又は本人の代理人】
　申告書等の提出を受けた都度
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から特定個人情報を入手したとき
２　納税告知書等の送達時や宛先不明による
返戻時など現住所を確認する必要があるとき
３　番号法別表２に基づく情報提供を受けること
が可能な事務（減免等）について，本人等から
申請が行われた都度
【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】
１　国税当局に提出された個人番号が記載され
た所得税の申告書情報を地方税ポータルセン
タ（eLTAX）を通じて受領し，その提出時期につ
いては所得税法等に規定されている。例えば，
所得税の確定申告書については２月１日から３
月15日の期間に国税当局に提出され，日次で
国税庁から受領する。
２　番号法別表２に基づく情報提供を受けること
が可能な事務（減免等）について，本人等から
申請が行われた都度
【市町村】
１　市町村を経由して不動産取得税に関する申
告書が提出される都度
２　番号法別表２に基づく情報提供を受けること
が可能な事務（減免等）について，本人等から
申請が行われた都度

【本人又は本人の代理人】
　申告書等の提出を受けた都度
【評価実施機関内の他部署】
１　本人等から特定個人情報を入手したとき
２　納税告知書等の送達時や宛先不明による
返戻時など現住所を確認する必要があるとき
３　情報提供を受けることが可能な事務（減免
等）について，本人等から申請が行われた都度
【国税庁，デジタル庁及び他の都道府県】
１　国税当局に提出された個人番号が記載され
た所得税の申告書情報を地方税ポータルセン
タ（eLTAX）を通じて受領し，その提出時期につ
いては所得税法等に規定されている。例えば，
所得税の確定申告書については２月１日から３
月15日の期間に国税当局に提出され，日次で
国税庁から受領する。
２　情報提供を受けることが可能な事務（減免
等）について，本人等から申請が行われた都度
【市町村】
１　市町村を経由して不動産取得税に関する申
告書が提出される都度
２　情報提供を受けることが可能な事務（減免
等）について，本人等から申請が行われた都度

事後
定期見直しに係る修正。（軽
微な修正）



【ＷＣＴ帳票データ】
1 事務所Ｃ 2 帳票ＩＤ 3 作成年月日 4 作成時刻 5 分割番号
6 明細番号 7 ページ番号 8 ソートキー１ 9 ソートキー２ 10 ソートキー３

11 帳票定義体ＩＤ 12 帳票データ

【WDM電子申告利用者情報】
1 地方公共団体コード 2 納税者ＩＤ 3 法人番号 4 非公開Ｆ 5 入力区分
6 届出受付日時 7 届出受付番号 8 利用者ＩＤ 9 主たる申告先コード 10 主たる税務事務所コード

11 主たる税目区分 12 法人個人区分 13 法人格 14 法人格名 15 前後区分
16 利用者カナ 17 利用者名 18 本支店区分 19 事業所カナ 20 事業所名
21 郵便番号 22 本店住所コード 23 本店住所 24 本店方書 25 電話番号
26 電話番号２ 27 ＦＡＸ番号 28 メールアドレス１ 29 メールアドレス２ 30 メールアドレス３
31 生年月日 32 性別 33 代表者資格 34 代表者資格名 35 代表者カナ
36 代表者名 37 代表者郵便番号 38 代表者住所コード 39 代表者住所 40 代表者方書
41 代表者電話番号 42 代表者ＦＡＸ 43 照会番号 44 代理人属性 45 代理人資格
46 税理士登録番号 47 審査団体コード 48 審査事務所コード 49 審査所属コード 50 審査担当者ＩＤ
51 審査担当税目 52 届出結果区分 53 審査日時 54 職権訂正団体コード 55 職権訂正事務所コード
56 職権訂正所属コード 57 職権訂正担当者ＩＤ 58 職権訂正担当税目 59 職権訂正フラグ 60 職権訂正日時
61 登録日時 62 削除日時

【WDM電子申告利用者申告先税目関連】
1 地方公共団体コード 2 納税者ＩＤ 3 税務事務所コード 4 所属コード 5 税目区分
6 届出受付日時 7 届出受付番号 8 入力区分 9 申告先税目有効区分 10 県市区分

11 職権訂正団体コード 12 職権訂正事務所コード 13 職権訂正所属コード 14 職権訂正担当者ＩＤ 15 職権訂正担当税目
16 職権訂正フラグ 17 職権訂正日時 18 基幹番号登録フラグ 19 基幹連携フラグ 20 基幹連携連番
21 初回連携日時 22 新連携日時 23 審査受信日時 24 登録日時 25 削除日時

【WDM電子申告コード】
1 データ区分 2 識別番号 3 識別番号名称 4 コード 10 名称
6 略称１ 7 略称２ 8 使用開始日 9 使用終了日

【WDM電子申告納税者対応】
1 地方公共団体コード 2 税務事務所コード 3 所属コード 4 税目区分 5 納税者ＩＤ
6 納税者番号 7 宛先番号 8 利用者法人番号 9 利用者非公開Ｆ 10 納税者法人番号

11 納税者非公開Ｆ 12 登録日 13 更新日 14 連携フラグ

【WDM電子申告納税者仮対応】
1 地方公共団体コード 2 税務事務所コード 3 所属コード 4 税目区分 5 納税者ＩＤ
6 納税者番号 7 宛先番号 8 利用者カナ 9 利用者名 10 利用者郵便番号

11 利用者住所 12 利用者法人番号 13 利用者非公開Ｆ 14 納税者カナ 15 納税者名称漢字
16 納税者住所 17 納税者法人番号 18 納税者非公開Ｆ 19 宛名接続Ｆ 20 税目関与Ｆ
21 登録日 22 更新日

5 体面維持費賞与１            5 体面維持費賞与２            5 差押見込額賞与１            5 差押見込額賞与２            5 財産状態Ｃ                  
10 財産消滅年月日              10 登録事務所Ｃ                

【ＷＦＭ財産電話】
1 納税者番号 2 財産ＳＥＱ 3 調査年 4 調査月 5 調査日
6 財産種別Ｃ 7 設置場所住所Ｃ 8 設置場所番地 9 設置場所号 10 方書

11 電話番号 12 権利取得年月日 13 電話種類Ｃ 14 加入者Ｆ 15 質権等Ｆ
16 差押Ｆ 17 財産状態Ｃ 18 財産消滅年月日 19 登録事務所Ｃ

【ＷＦＭ財産不動産】
1 納税者番号 2 財産ＳＥＱ 3 調査年月日 4 財産種別Ｃ 5 所在地住所Ｃ
6 本番 7 枝番 8 符号Ｃ 9 孫番 10 不動産種別Ｃ

11 家屋番号 12 構造Ｃ 13 地目種類Ｃ 14 地積延べ床面積 15 登記年月日
16 登記目的Ｆ 17 抵当権Ｆ 18 差押Ｆ 19 持分Ｆ 20 更地Ｆ            
21 簡易評価年月日    22 簡易評価額        23 担保計            24 換価検討          25 財産状態Ｃ        
26 財産消滅年月日    27 登録事務所Ｃ      28 複数物件Ｆ        29 複数物件数        30 抵当権登記年月日  
31 抵当権状態Ｃ      32 抵当権他件数      33 他権利の状況      34 差押状態Ｃ        35 差押他件数        
36 債権確認額計      37 特記事項          

【ＷＦＭ財産保険】
1 納税者番号          2 財産ＳＥＱ          3 調査年月日          4 財産種別Ｃ          5 保険会社番号        
6 証書番号            7 契約年月日          8 満期年月日          9 契約者番号          10 契約者              

11 契約者住所          12 満期金額            13 死亡金額            14 解約返戻金          15 積立金額            
16 利益配当額          17 貸付金額            18 保険会社宛先番号    19 保険会社名称        20 保険会社名称Ｆ      
21 郵便番号１          22 郵便番号２          23 保険会社住所        24 保険会社方書        25 保険種類            
26 契約者併記Ｆ        27 契約時住所          28 契約時住所併記Ｆ    29 被保険者            30 掛金                
31 財産状態Ｃ          32 財産消滅年月日      33 登録事務所Ｃ        

【ＷＦＭ財産預貯金】
1 納税者番号                  2 財産ＳＥＱ                  3 調査年月日                  4 財産種別Ｃ                  5 管理番号                    
6 ＣＩＦ番号                  7 預金額                      8 満期年月日                  9 貸付形式Ｃ                  10 担保Ｆ                      

11 金額                        12 弁済年月日                  13 調書出力住所                14 金融機関登録氏名            15 金融機関登録氏名併記Ｆ      
16 金融機関登録住所            17 金融機関登録住所併記Ｆ      18 ゆうちょ口座記号            19 ゆうちょ口座番号            20 期間最高残額                
21 期間平均残額                22 最終取引年月日              23 実績３ヶ月                  24 属性Ｃ                      25 入金予定日Ｃ                
26 特定日                      27 出資金Ｃ                    28 貸金庫Ｃ                    29 貸付残高                    30 財産状態Ｃ                  
31 財産消滅年月日              32 登録事務所Ｃ                

【ＷＦＭ財産連携】
1 納税者番号 2 財産連携区分Ｃ 3 財産連携枝番 4 処分番号 5 売却番号
6 配当決議番号 7 受入金額 8 財産種別Ｃ 9 財産ＳＥＱ

【ＷＦＭ滞納者基本詳細】
1 納税者番号 2 調査年月日 3 外国人登録区分 4 扶養者数       5 市町村滞納区分 
6 市町村滞納額   7 滞納整理状況   8 要注意情報     9 申告年         10 職種Ｃ         

11 屋号等         12 収入売上       13 所得           14 生保控除       15 取引先情報     
16 取引先名称     17 取引金額売掛   

【ＷＦＭ処分】
1 納税者番号 2 処分番号 3 事務所Ｃ 4 処分種別Ｃ 5 財産種別Ｃ
6 執行停止年月日 7 処分完結事由Ｃ 8 完結決議書番号 9 処分完結年月日 10 処分決議書番号

11 処分決議年月日 12 効力発生年月日 13 受付番号 14 差押移行日 15 機関区分Ｃ
16 事件番号年度 17 事件種別 18 事件番号 19 解除日 20 処分機関
21 処分機関郵便番号１ 22 処分機関郵便番号２ 23 処分機関住所Ｃ 24 処分機関住所番地 25 処分機関住所号
26 処分機関住所方書 27 処分機関差押日 28 猶予区分Ｃ 29 猶予期間始期 30 猶予期間終期
31 猶予決議書番号 32 猶予決議日 33 延長猶予期間終期 34 延長猶予決議書番号 35 延長猶予決議日
36 猶予取消決議書番号 37 猶予取消決議日 38 不納欠損決議書番号 39 不納欠損決議日

【ＷＦＭ処分調定】
1 納税者番号 2 処分番号 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 年度
6 期別 7 調定区分Ｃ 8 登録年月日 9 科目Ｃ 10 調定年月日

11 処分時未納額

【ＷＦＭ嘱託】
1 納税者番号 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 調定年月日 8 登録番号 9 枝番 10 嘱託Ｃ

11 元事務所Ｃ 12 先事務所Ｃ 13 決議書番号 14 決議日 15 取消区分
16 宛先

総項目数： 9,969



【ＷＦＭ折衝記録】
1 納税者番号 2 折衝記録ＳＥＱ 3 事務所Ｃ 4 担当者コード 5 税目Ｃ
6 整理番号 7 期別 8 調定区分Ｃ 9 登録年月日 10 調定年月日

11 記録区分Ｃ 12 記録内容Ｃ 13 記録日     14 記録日時分 15 予定日     
16 予定日時分 17 予定区分   18 場所Ｃ     19 折衝相手Ｃ 20 詳細内容   
21 登録区分Ｆ 

【ＷＦＭ滞納者関係者】
1 納税者番号 2 納税者番号枝番 3 関係者納税者番号  4 関係者納税者氏名  5 関係者名称Ｆ      
6 関係者郵便番号１  7 関係者郵便番号２  8 関係者住所        9 関係者方書        10 生年月日          

11 続柄Ｃ            12 承継区分Ｃ        13 承継額            14 納付責任額        

【ＷＦＭ滞納者基本】
1 納税者番号 2 事務所Ｃ 3 グループＣ 4 グループ分類 5 滞納調定有無Ｃ
6 宛先 7 統合先納税者番号 8 統合年月日

【ＷＦＭ滞納者相続】
1 納税者番号 2 納税者番号枝番 3 相続人納税者番号 4 相続人続柄Ｃ 5 相続承継区分Ｃ
6 承継額 7 納付責任額

【ＷＦＭ配当】
1 納税者番号 2 配当決議番号 3 配当決議日 4 充当決議番号 5 充当決議日
6 受入金額 7 充当完結事由Ｃ

【ＷＦＭ配当他機関】
1 納税者番号 2 配当決議番号 3 配当区分Ｃ 4 配当他機関ＳＥＱ 5 配当金額
6 債権者の住所及び氏名 7 受付年月日 8 交付要求機関 9 税目等 10 法定期限等

11 長が確認した金額 12 配当順位

【ＷＦＭ配当調定】
1 納税者番号 2 配当決議番号 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 年度
6 期別 7 調定区分Ｃ 8 登録年月日 9 調定年月日 10 本税

11 不申過少 12 重加算 13 延滞金 14 滞納処分費 15 充当合計
16 配当順位

【ＷＦＭ分納】
1 事務所Ｃ 2 納税者番号 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 調定年月日 9 分納明細ＳＥＱ 10 分納年月日

11 分納計画区分Ｃ 12 分納Ｆ 13 分納金額 14 分納回数 15 開始月
16 毎月Ｆ 17 単位月 18 分納指定日 19 月末Ｆ 20 開庁日Ｆ
21 送るＦ 22 延滞金計算Ｆ 23 本税分納額 24 本税分納残額 25 不申過少分納額
26 不申過少分納残額 27 重加算分納額 28 重加算分納残額 29 延滞金分納額 30 延滞金分納残額
31 分納残合計額

【ＷＦＭ連帯情報】
1 納税者番号 2 納税者番号枝番 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 年度
6 期別 7 調定区分Ｃ 8 登録年月日 9 調定年月日 10 連帯納税者番号

11 納税義務区分 12 承継額 13 納付責任額 14 決議書番号 15 決議日

【ＷＦＭ滞納者基本補助】
1 納税者番号       2 事務所Ｃ         3 滞納状態Ｃ       4 滞納調定開始日   5 滞納調定完納日   
6 連絡先１         7 連絡先２         

【ＷＦＭ一覧パターン】
1 事務所Ｃ       2 表示単位Ｃ     3 パターンＳＥＱ 4 表示パターン名 5 表示項目名     

【ＷＦＭ一覧表示項目】
1 事務所Ｃ       2 表示単位Ｃ     3 パターンＳＥＱ 4 項目Ｃ        5 表示名称      
6 表示幅        7 表示順        8 表示固定      9 ソート順      10 昇順降順      

【ＷＦＭ一覧条件保存】
1 検索利用者Ｃ      2 検索条件ＳＥＱ    3 検索条件名        4 検索条件情報      5 検索条件更新日付  
6 検索条件更新時刻  

【ＷＦＭ文書定型文】
1 財産種別Ｃ     2 財産区分       3 財産区分詳細   4 文言区分       5 文言ＳＥＱ     
6 文言内容       

【ＷＦＴグループ集計】
1 事務所Ｃ 2 グループＣ 3 グループ分類 4 県Ｃ 5 市区郡Ｃ
6 町村大字Ｃ 7 字丁目Ｃ 8 集計年月日 9 統計人数

【ＷＦＴ催告書】
1 納税者番号 2 催告期限 3 催告発付日 4 出力日 5 事務所Ｃ
6 グループＣ 7 グループ分類 8 税目Ｃ 9 整理番号 10 年度

11 期別 12 調定区分Ｃ 13 登録年月日 14 科目Ｃ 15 登録番号
16 調定年月日 17 停止Ｆ 18 実行Ｆ

【ＷＦＴ催告書指示】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 年度 4 グループＣ 5 グループ分類
6 催告期限 7 催告発付日 8 出力日 9 実行Ｆ 10 催告種別

11 担当者Ｃ

【ＷＦＴ不納欠損】
1 納税者番号 2 決議出力日 3 事務所Ｃ 4 グループＣ 5 グループ分類
6 税目Ｃ 7 整理番号 8 年度 9 期別 10 調定区分Ｃ

11 登録年月日 12 科目Ｃ 13 調定年月日 14 処分番号 15 停止Ｆ
16 決議書番号 17 決議日 18 登録番号 19 実行Ｆ

【ＷＦＴ不納欠損指示】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 グループＣ 4 グループ分類 5 出力日
6 実行Ｆ 7 担当者Ｃ

【ＷＦＴ未済額理由】
1 年度 2 事務所Ｃ 3 納税者番号 4 税目Ｃ 5 グループＣ
6 グループ分類 7 整理番号 8 期別 9 調定区分Ｃ 10 登録年月日

11 調定年月日 12 収入未済理由Ｃ

【ＷＦＴ未納集計】
1 グループＣ 2 グループ分類 3 税目Ｃ 4 年度 5 県Ｃ
6 市区郡Ｃ 7 町村大字Ｃ 8 納税者番号 9 集計年月日 10 事務所Ｃ

11 滞納未納額

【ＷＦＴ全体検索】
1 選択Ｆ             2 検索利用者Ｃ       3 抽出順番           4 納税者番号         5 事務所Ｃ           
6 調定年度           7 税目０Ｃ           8 税目Ｃ             9 整理番号           10 期別               

11 調定区分Ｃ         12 登録年月日         13 還付先納税者番号   14 調定年月日         15 登録番号           
16 未納額本税         17 真正性区分         18 交渉先宛先         

【ＷＦＴ通常検索】
1 選択Ｆ                2 検索利用者Ｃ          3 抽出順番              4 納税者番号            5 事務所Ｃ              
6 調定年度              7 税目０Ｃ              8 税目Ｃ                9 整理番号              10 期別                  

11 調定区分Ｃ            12 登録年月日            13 還付先納税者番号      14 調定年月日            15 登録番号              
16 未納額本税            17 真正性区分            18 交渉先宛先            



【ＷＦＴ調定検索】
1 選択Ｆ           2 検索利用者Ｃ     3 抽出順番         4 納税者番号       5 宛先番号         
6 税目０Ｃ         7 税目Ｃ           8 整理番号         9 期別             10 調定区分Ｃ       

11 登録年月日       12 科目Ｃ           13 還付先納税者番号 14 変更後調定額     15 未納額           
16 調定年月日       17 調定年度         18 登録番号         19 納期限           20 関連             
21 状態Ｃ           22 事務所Ｃ         

【ＷＦＴＴＭＰ滞納者基本】
1 納税者番号     2 事務所Ｃ       3 グループＣ     4 グループ分類   5 滞納調定有無Ｃ 
6 予備領域       7 宛先           

【ＷＦＴ直近履歴】
1 検索利用者Ｃ 2 納税者番号  3 参照日時    

【ＷＦＴ預貯金履歴】
1 納税者番号       2 財産ＳＥＱ       3 取引ＳＥＱ       4 サイクル番号     5 取引明細番号     
6 預入番号         7 取引日           8 取引時刻         9 取明状態区分     10 入金金額         

11 出金金額         12 残高金額         13 取引店番         14 摘要漢字         15 摘要カナ         
16 事故コード       17 予備             

【ＷＦＴ大福帳納税者】
1 納税者番号                2 事務所Ｃ                  3 税目０Ｃ                  4 税目Ｃ                    5 調定年度                  
6 滞納調定有無Ｃ            7 最終入金日                8 最終接触日                9 自税調定のみ              10 一般税調定のみ            

11 調定額本税                12 調定額延滞金              13 調定額加算金有無          14 調定額過少                15 調定額不申                
16 調定額重加算              17 調定額合計                18 未納額本税                19 未納額延滞金              20 未納額加算金有無          
21 未納額過少                22 未納額不申                23 未納額重加算              24 未納額合計                25 滞納調定額本税            
26 滞納調定額延滞金          27 滞納調定額加算金有無      28 滞納調定額過少            29 滞納調定額不申            30 滞納調定額重加算          
31 滞納調定額合計            32 滞納未納額本税            33 滞納未納額延滞金          34 滞納未納額加算金有無      35 滞納未納額過少            
36 滞納未納額不申            37 滞納未納額重加算          38 滞納未納額合計            39 差押状況Ｃ                40 執停状況Ｃ                
41 その他状況Ｃ              42 不納欠損状況Ｃ            43 差押決議件数              44 差押完結件数              45 執停決議件数              
46 執停完結件数              47 その他決議件数            48 その他完結件数            49 不納欠損数                50 未納調定件数              
51 納期内完納件数            52 納期後１ヶ月内完納件数    53 納期後３ヶ月内完納件数    54 納期後６ヶ月内完納件数    55 納期後６ヶ月以降完納件数  
56 滞納未納件数              57 合計調定件数              58 分納状態Ｃ                59 分納履行状況Ｃ            60 納めるべき額              
61 納めた額                  62 分納履行率                63 分納不履行経過日数        

【ＷＦＴ大福帳納税者税目】
1 納税者番号                2 事務所Ｃ                  3 税目０Ｃ                  4 税目Ｃ                    5 調定年度                  
6 滞納調定有無Ｃ            7 最終入金日                8 最終接触日                9 自税調定のみ              10 一般税調定のみ            

11 調定額本税                12 調定額延滞金              13 調定額加算金有無          14 調定額過少                15 調定額不申                
16 調定額重加算              17 調定額合計                18 未納額本税                19 未納額延滞金              20 未納額加算金有無          
21 未納額過少                22 未納額不申                23 未納額重加算              24 未納額合計                25 滞納調定額本税            
26 滞納調定額延滞金          27 滞納調定額加算金有無      28 滞納調定額過少            29 滞納調定額不申            30 滞納調定額重加算          
31 滞納調定額合計            32 滞納未納額本税            33 滞納未納額延滞金          34 滞納未納額加算金有無      35 滞納未納額過少            
36 滞納未納額不申            37 滞納未納額重加算          38 滞納未納額合計            39 差押状況Ｃ                40 執停状況Ｃ                
41 その他状況Ｃ              42 不納欠損状況Ｃ            43 差押決議件数              44 差押完結件数              45 執停決議件数              
46 執停完結件数              47 その他決議件数            48 その他完結件数            49 不納欠損数                50 未納調定件数              
51 納期内完納件数            52 納期後１ヶ月内完納件数    53 納期後３ヶ月内完納件数    54 納期後６ヶ月内完納件数    55 納期後６ヶ月以降完納件数  
56 滞納未納件数              57 合計調定件数              58 分納状態Ｃ                59 分納履行状況Ｃ            60 納めるべき額              
61 納めた額                  62 分納履行率                63 分納不履行経過日数        

【ＷＦＴ大福帳納税者年度】
1 納税者番号                2 事務所Ｃ                  3 税目０Ｃ                  4 税目Ｃ                    5 調定年度                  
6 滞納調定有無Ｃ            7 最終入金日                8 最終接触日                9 自税調定のみ              10 一般税調定のみ            

11 調定額本税                12 調定額延滞金              13 調定額加算金有無          14 調定額過少                15 調定額不申                
16 調定額重加算              17 調定額合計                18 未納額本税                19 未納額延滞金              20 未納額加算金有無          
21 未納額過少                22 未納額不申                23 未納額重加算              24 未納額合計                25 滞納調定額本税            
26 滞納調定額延滞金          27 滞納調定額加算金有無      28 滞納調定額過少            29 滞納調定額不申            30 滞納調定額重加算          
31 滞納調定額合計            32 滞納未納額本税            33 滞納未納額延滞金          34 滞納未納額加算金有無      35 滞納未納額過少            
36 滞納未納額不申            37 滞納未納額重加算          38 滞納未納額合計            39 差押状況Ｃ                40 執停状況Ｃ                
41 その他状況Ｃ              42 不納欠損状況Ｃ            43 差押決議件数              44 差押完結件数              45 執停決議件数              
46 執停完結件数              47 その他決議件数            48 その他完結件数            49 不納欠損数                50 未納調定件数              
51 納期内完納件数            52 納期後１ヶ月内完納件数    53 納期後３ヶ月内完納件数    54 納期後６ヶ月内完納件数    55 納期後６ヶ月以降完納件数  
56 滞納未納件数              57 合計調定件数              58 分納状態Ｃ                59 分納履行状況Ｃ            60 納めるべき額              
61 納めた額                  62 分納履行率                63 分納不履行経過日数        

【ＷＦＴ大福帳納税者税目年度】
1 納税者番号                2 事務所Ｃ                  3 税目０Ｃ                  4 税目Ｃ                    5 調定年度                  
6 滞納調定有無Ｃ            7 最終入金日                8 最終接触日                9 自税調定のみ              10 一般税調定のみ            

11 調定額本税                12 調定額延滞金              13 調定額加算金有無          14 調定額過少                15 調定額不申                
16 調定額重加算              17 調定額合計                18 未納額本税                19 未納額延滞金              20 未納額加算金有無          
21 未納額過少                22 未納額不申                23 未納額重加算              24 未納額合計                25 滞納調定額本税            
26 滞納調定額延滞金          27 滞納調定額加算金有無      28 滞納調定額過少            29 滞納調定額不申            30 滞納調定額重加算          
31 滞納調定額合計            32 滞納未納額本税            33 滞納未納額延滞金          34 滞納未納額加算金有無      35 滞納未納額過少            
36 滞納未納額不申            37 滞納未納額重加算          38 滞納未納額合計            39 差押状況Ｃ                40 執停状況Ｃ                
41 その他状況Ｃ              42 不納欠損状況Ｃ            43 差押決議件数              44 差押完結件数              45 執停決議件数              
46 執停完結件数              47 その他決議件数            48 その他完結件数            49 不納欠損数                50 未納調定件数              
51 納期内完納件数            52 納期後１ヶ月内完納件数    53 納期後３ヶ月内完納件数    54 納期後６ヶ月内完納件数    55 納期後６ヶ月以降完納件数  
56 滞納未納件数              57 合計調定件数              58 分納状態Ｃ                59 分納履行状況Ｃ            60 納めるべき額              
61 納めた額                  62 分納履行率                63 分納不履行経過日数        

【ＷＦＴ大福帳完納情報】
1 納税者番号                  2 事務所Ｃ                    3 税目０Ｃ                    4 税目Ｃ                      5 整理番号                    
6 期別                        7 調定区分Ｃ                  8 登録年月日                  9 科目Ｃ                      10 還付先納税者番号            

11 調定年度                    12 納期限                      13 処分可能年月日              14 完納年月日                  15 納期内完納件数              
16 納期後１ヶ月内完納件数      17 納期後３ヶ月内完納件数      18 納期後６ヶ月内完納件数      19 納期後６ヶ月以降完納件数    

【ＷＦＴ大福帳分納履行状況】
1 納税者番号             2 事務所Ｃ               3 税目Ｃ                 4 整理番号               5 期別                   
6 調定区分Ｃ             7 登録年月日             8 調定年月日             9 分納状態Ｃ             10 分納履行状況Ｃ         

11 納めるべき額           12 納めた額               13 分納履行率             14 分納不履行経過日数     

【ＷＦＴ大福帳未納調定】
1 納税者番号                   2 事務所Ｃ                     3 税目０Ｃ                     4 税目Ｃ                       5 整理番号                     
6 期別                         7 調定区分Ｃ                   8 登録年月日                   9 還付先納税者番号             10 調定年度                     

11 調定額本税                   12 調定額延滞金                 13 調定額加算金有無             14 調定額過少                   15 調定額不申                   
16 調定額重加算                 17 調定額合計                   18 未納額本税                   19 未納額延滞金                 20 未納額加算金有無             
21 未納額過少                   22 未納額不申                   23 未納額重加算                 24 未納額合計                   25 滞納調定額本税               
26 滞納調定額延滞金             27 滞納調定額加算金有無         28 滞納調定額過少               29 滞納調定額不申               30 滞納調定額重加算             
31 滞納調定額合計               32 滞納未納額本税               33 滞納未納額延滞金             34 滞納未納額加算金有無         35 滞納未納額過少               
36 滞納未納額不申               37 滞納未納額重加算             38 滞納未納額合計               39 調定年月日本税               40 調定年月日延滞金             
41 調定年月日過少               42 調定年月日不申               43 調定年月日重加算             44 納期限情報本税               45 納期限情報延滞金             
46 納期限情報過少               47 納期限情報不申               48 納期限情報重加算             49 督促年月日本税               50 督促年月日延滞金             
51 督促年月日過少               52 督促年月日不申               53 督促年月日重加算             54 処分可能年月日本税           55 処分可能年月日延滞金         
56 処分可能年月日過少           57 処分可能年月日不申           58 処分可能年月日重加算         59 不納欠損年月日本税           60 不納欠損年月日延滞金         
61 不納欠損年月日過少           62 不納欠損年月日不申           63 不納欠損年月日重加算         64 最終入金年月日本税           65 最終入金年月日延滞金         
66 最終入金年月日過少           67 最終入金年月日不申           68 最終入金年月日重加算         69 登録番号                     70 登録番号全角                 
71 登録番号一連番号             72 所有者納税者番号             73 所有者氏名名称               74 所有者住所                   75 使用者納税者番号             
76 使用者氏名名称               77 使用者住所                   78 車検有効期限日               79 初度登録年月                 80 車名Ｃ                       
81 車名                         82 車台番号                     83 型式Ｃ                       84 型式                         85 業務種別Ｃ                   
86 納税義務者Ｃ                 87 抹消転出Ｃ                   88 申請年月日                   89 差押状況Ｃ                   90 執停状況Ｃ                   
91 その他状況Ｃ                 92 不納欠損状況Ｃ               93 差押決議件数                 94 差押完結件数                 95 執停決議件数                 
96 執停完結件数                 97 その他決議件数               98 その他完結件数               99 不納欠損数                   



【ＷＦＴ大福帳収納調定】
1 納税者番号                   2 事務所Ｃ                     3 税目０Ｃ                     4 税目Ｃ                       5 整理番号                     
6 期別                         7 調定区分Ｃ                   8 登録年月日                   9 還付先納税者番号             10 調定年度                     

11 調定額本税                   12 調定額延滞金                 13 調定額加算金有無             14 調定額過少                   15 調定額不申                   
16 調定額重加算                 17 調定額合計                   18 未納額本税                   19 未納額延滞金                 20 未納額加算金有無             
21 未納額過少                   22 未納額不申                   23 未納額重加算                 24 未納額合計                   25 滞納調定額本税               
26 滞納調定額延滞金             27 滞納調定額加算金有無         28 滞納調定額過少               29 滞納調定額不申               30 滞納調定額重加算             
31 滞納調定額合計               32 滞納未納額本税               33 滞納未納額延滞金             34 滞納未納額加算金有無         35 滞納未納額過少               
36 滞納未納額不申               37 滞納未納額重加算             38 滞納未納額合計               39 調定年月日本税               40 調定年月日延滞金             
41 調定年月日過少               42 調定年月日不申               43 調定年月日重加算             44 納期限情報本税               45 納期限情報延滞金             
46 納期限情報過少               47 納期限情報不申               48 納期限情報重加算             49 督促年月日本税               50 督促年月日延滞金             
51 督促年月日過少               52 督促年月日不申               53 督促年月日重加算             54 処分可能年月日本税           55 処分可能年月日延滞金         
56 処分可能年月日過少           57 処分可能年月日不申           58 処分可能年月日重加算         59 不納欠損年月日本税           60 不納欠損年月日延滞金         
61 不納欠損年月日過少           62 不納欠損年月日不申           63 不納欠損年月日重加算         64 最終入金年月日本税           65 最終入金年月日延滞金         
66 最終入金年月日過少           67 最終入金年月日不申           68 最終入金年月日重加算         69 登録番号                     70 登録番号全角                 
71 登録番号一連番号             72 所有者納税者番号             73 所有者氏名名称               74 所有者住所                   75 使用者納税者番号             
76 使用者氏名名称               77 使用者住所                   78 車検有効期限日               79 初度登録年月                 80 車名Ｃ                       
81 車名                         82 車台番号                     83 型式Ｃ                       84 型式                         85 業務種別Ｃ                   
86 納税義務者Ｃ                 87 抹消転出Ｃ                   88 申請年月日                   89 差押状況Ｃ                   90 執停状況Ｃ                   
91 その他状況Ｃ                 92 不納欠損状況Ｃ               93 差押決議件数                 94 差押完結件数                 95 執停決議件数                 
96 執停完結件数                 97 その他決議件数               98 その他完結件数               99 不納欠損数                   

【ＷＦＴ大福帳納税者宛先情報】
1 納税者番号             2 宛先番号        3 編集後名称漢字  4 名称カナ        5 生年月日        
6 編集後住所      

【ＷＦＴ大福帳入金情報】
1 納税者番号             2 税目Ｃ                 3 整理番号               4 期別                   5 調定区分Ｃ             
6 登録年月日             7 科目Ｃ                 8 還付先納税者番号       9 入金番号               10 領収年月日             

11 入金額                 12 過誤納額               13 収入更正額             14 更正元Ｃ               15 過誤納Ｃ               
16 金庫区分Ｃ             

【ＷＦＴ口座確認】
1 納税者番号             2 処理分類    3 事務所Ｃ    4 登録日      5 抽出日      
6 結果取得日  

【ＷＦＴ市町村照会】
1 事務所Ｃ   2 納税者番号 3 登録日     4 照会済Ｆ   

【ＷＧＭ加算金】
1 自軽Ｃ 2 事務所Ｃ 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 取得時登録番号標板Ｃ

11 取得時登録番号種別 12 取得時登録番号カナ 13 取得時登録番号一連番号 14 取得時登録番号予備 15 同日番号
16 自動車税整理番号 17 調定詳細区分Ｃ 18 本税調定区分Ｃ 19 本税登録年月日 20 申告期限
21 申告年月日 22 当初申告年月日 23 調定年月日 24 調定処理年月日 25 更正決定通知年月日
26 納税告知書発付年月日 27 法定納期限 28 納期限 29 災害延長納期限 30 指定納期限
31 災害延長指定納期限 32 繰上徴収年月日 33 更新年月日 34 誤謬調定区分Ｃ 35 誤謬登録年月日
36 今回加算金額 37 免除額等事由Ｃ 38 免除額等 39 免除額等累計 40 調定額
41 減額可能額 42 統計年度 43 統計年月 44 統計件数 45 過年度減額額
46 過年度減額件数 47 納付番号 48 調定指示状態Ｃ 49 今回増差税額 50 今回増差税額調整
51 加算金対象税額 52 差引加算金対象税額 53 加算金率 54 加算金額 55 期限内申告税額調整
56 加重加算金対象税額 57 加重計算控除税額 58 加重計算対象税額 59 加重加算金率 60 加重加算金額

【ＷＧＭ課税保留詳細】
1 整理番号 2 期別 3 登録年月日 4 申請人番号 5 申請人宛先番号
6 課税保留年度 7 標板返納日 8 保留原因 9 保留原因その他 10 保留原因日

11 解体済Ｆ 12 解体日 13 抹消ができない理由Ｃ 14 抹消ができない理由その他 15 抹消登録が遅れた理由Ｃ
16 抹消登録が遅れた理由その他 17 課税保留基準日 18 保留Ｃ 19 保留取消基準日 20 判定基準Ｃ

【ＷＧＭ古物免許】
1 古物免許番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 古物バスＣ 5 所轄警察署Ｃ

【ＷＧＭ交付金】
1 処理年度 2 交付年 3 交付月 4 収入済額 5 見込額
6 執行可能額 7 交付合計額 8 決議書番号 9 決裁年月日 10 決裁結果Ｃ

【ＷＧＭ交付金市町村】
1 市町村Ｃ 2 処理年度 3 交付年 4 交付月 5 累積交付金額
6 前回未交付額 7 調整額 8 今回交付金額

【ＷＧＭ自税まとめ納税対象者】
1 期別 2 まとめ納税者番号 3 まとめ納税宛先番号 4 まとめ納税整理番号 5 まとめ納税実施区分
6 申請年月日 7 口座振替有無Ｆ 8 当初作成年月日 9 対象判定年月日

【ＷＧＭ自税調定】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 科目Ｃ 8 還付先納税者番号 9 登録番号支局Ｃ 10 登録番号標板Ｃ

11 登録番号種別 12 登録番号カナ 13 登録番号一連番号 14 登録番号予備 15 同日番号
16 特別処理Ｃ 17 調定詳細区分Ｃ 18 調定年月日 19 通知年月日 20 法定納期限
21 納期限 22 災害延長納期限 23 繰上徴収年月日 24 更新年月日 25 誤謬済Ｆ
26 誤謬調定区分Ｃ 27 誤謬登録年月日 28 税率判定車種Ｃ 29 税率判定用途Ｃ 30 税率判定牽引Ｃ
31 税率判定定員Ｃ 32 税率判定低公害車Ｃ 33 税率判定燃料Ｃ 34 税率判定排気量Ｃ 35 税率判定積載量Ｃ
36 税率判定バスＣ 37 税率判定予備 38 税率Ｃ 39 年税額 40 課税月数
41 グリーン化Ｃ 42 年税率 43 免除額等 44 免除額等累計 45 免除額等調定額
46 免除申請Ｃ 47 調定額 48 徴収方法Ｃ 49 減額可能額 50 統計年度
51 統計年月 52 統計件数 53 過年度減額額 54 過年度減額件数 55 収納連絡Ｆ
56 決議書番号 57 決裁年月日 58 決裁結果Ｃ 59 調定指示状態Ｃ 60 減免申請年月日
61 減免取消基準日 62 調定集計整理番号Ｆ 63 調定集計整理番号 64 調定集計年月日 65 調定処理年月日
66 前回調定詳細区分Ｃ 67 前回年税額 68 前回課税月数 69 前回グリーン化Ｃ 70 前回年税率
71 前回調定額 72 今回調定詳細区分Ｃ 73 今回年税額 74 今回課税月数 75 今回グリーン化Ｃ
76 今回年税率 77 今回調定額 78 差引調定詳細区分Ｃ 79 差引年税額 80 差引課税月数
81 差引グリーン化Ｃ 82 差引年税率 83 差引調定額 84 計算額 85 納付番号

【ＷＧＭ自税調定追加】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 科目Ｃ 8 還付先納税者番号 9 登録番号支局Ｃ 10 登録番号標板Ｃ

11 登録番号種別 12 登録番号カナ 13 登録番号一連番号 14 登録番号予備 15 同日番号
16 課税時事務所 17 下取り会社番号 18 当初登録番号標板Ｃ 19 当初登録番号種別 20 当初登録番号カナ
21 当初登録番号一連番号

【ＷＧＭ自動車基本】
1 整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 納税義務者Ｃ 5 業務種別Ｃ
6 登録年月日 7 課税事務所Ｃ 8 当初登録番号支局Ｃ 9 当初登録番号標板Ｃ 10 当初登録番号種別

11 当初登録番号カナ 12 当初登録番号一連番号 13 当初登録番号予備 14 下取り会社番号 15 基本状態Ｃ

【ＷＧＭ自動車減額履歴】
1 自軽Ｃ 2 減先税目Ｃ 3 減先整理番号 4 減先期別 5 減先調定区分Ｃ
6 減先登録年月日 7 減先科目Ｃ 8 減先還付先納税者番号 9 減先取得時登録番号標板Ｃ 10 減先取得時登録番号種別

11 減先取得時登録番号カナ 12 減先取得時登録番号一連番号 13 減先取得時登録番号予備 14 減先同日番号 15 減元税目Ｃ
16 減元整理番号 17 減元期別 18 減元調定区分Ｃ 19 減元登録年月日 20 減元科目Ｃ
21 減元還付先納税者番号 22 減元取得時登録番号標板Ｃ 23 減元取得時登録番号種別 24 減元取得時登録番号カナ 25 減元取得時登録番号一連番号
26 減元取得時登録番号予備 27 減元同日番号 28 減額額

【ＷＧＭ自動車送付先】
1 整理番号 2 履歴番号 3 送付先納税者番号 4 送付先宛先番号 5 当初登録番号支局Ｃ
6 当初登録番号標板Ｃ 7 当初登録番号種別 8 当初登録番号カナ 9 当初登録番号一連番号 10 当初登録番号予備



【ＷＧＭ車台番号履歴】
1 当初登録番号標板Ｃ 2 当初登録番号種別 3 当初登録番号カナ 4 当初登録番号一連番号 5 当初登録番号予備
6 申請年月日 7 車台番号

【ＷＧＭ車両】
1 当初登録番号支局Ｃ 2 当初登録番号標板Ｃ 3 当初登録番号種別 4 当初登録番号カナ 5 当初登録番号一連番号
6 当初登録番号予備 7 最新登録番号支局Ｃ 8 最新登録番号標板Ｃ 9 最新登録番号種別 10 最新登録番号カナ

11 最新登録番号一連番号 12 最新登録番号予備 13 業務種別Ｃ 14 申請年月日 15 車台番号
16 車台番号３ 17 車検有効期限日 18 初度登録年月 19 用途Ｃ 20 諸元型式指定番号
21 諸元類別区分番号 22 定員Ｃ 23 定員１ 24 定員２ 25 排気量種別
26 排気量 27 積載量１ 28 積載量２ 29 車両重量 30 車両総重量１
31 車両総重量２ 32 車両長さ 33 車両幅 34 車両高さ 35 燃料Ｃ
36 塗色Ｃ 37 形状Ｃ 38 排出ガス適合Ｃ 39 型式Ｃ 40 型式
41 メーカＣ 42 車名Ｃ 43 車名 44 原動機型式識別Ｃ 45 原動機型式
46 所有者Ｃ 47 所有者住所Ｃ 48 所有者番地 49 所有者氏名名称 50 所有者住所
51 所有者Ｃ使用者 52 使用者住所Ｃ 53 使用者番地 54 使用者氏名名称 55 使用者住所
56 使用の本拠住所Ｃ 57 使用の本拠番地等 58 所有者納税者番号 59 所有者宛先番号 60 使用者納税者番号
61 使用者宛先番号 62 実態課税納税者番号 63 実態課税宛先番号 64 納税義務者Ｃ 65 税率判定車種Ｃ
66 税率判定用途Ｃ 67 税率判定牽引Ｃ 68 税率判定定員Ｃ 69 税率判定低公害車Ｃ 70 税率判定燃料Ｃ
71 税率判定排気量Ｃ 72 税率判定積載量Ｃ 73 税率判定バスＣ 74 税率判定予備 75 税率Ｃ
76 年税額 77 グリーン化税制軽課対象Ｃ 78 低燃費車Ｃ 79 グリーン化Ｃ 80 年税率
81 特別処理Ｃ 82 抹消転出Ｃ 83 最新調定詳細区分Ｃ 84 前類別区分番号 85 納税証明発行禁止Ｃ
86 バスＣ 87 下取りＦ 88 所有権留保者Ｃ 89 現年納税者番号 90 現年整理番号
91 翌年納税者番号 92 翌年整理番号 93 決議書番号 94 決裁年月日 95 決裁結果Ｃ
96 車種Ｃ 97 差押Ｆ 98 抵当権Ｆ

【ＷＧＭ車両履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角 8 当初登録番号支局Ｃ 9 当初登録番号標板Ｃ 10 当初登録番号種別

11 当初登録番号カナ 12 当初登録番号一連番号 13 当初登録番号予備 14 身障者番号 15 身障者宛先番号

【ＷＧＭ取税調定】
1 自軽Ｃ 2 事務所Ｃ 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 取得時登録番号標板Ｃ

11 取得時登録番号種別 12 取得時登録番号カナ 13 取得時登録番号一連番号 14 取得時登録番号予備 15 同日番号
16 申告年月日 17 修正申告年月日 18 調定年月日 19 調定詳細区分Ｃ 20 申告期限
21 法定納期限 22 納期限 23 指定納期限 24 災害延長納期限 25 災害延長指定納期限
26 繰上徴収年月日 27 更新年月日 28 誤謬済Ｆ 29 誤謬調定区分Ｃ 30 誤謬登録年月日
31 低燃費車特例適用 32 低公害車特例 33 課税標準額 34 税率Ｃ 35 取得税算出額
36 免除額等 37 免除額等累計 38 免除額等調定額 39 免除申請Ｃ 40 調定額
41 本税貼付額 42 延滞金貼付額 43 延滞金調定額 44 調定集計整理番号Ｆ 45 調定集計整理番号
46 調定集計年月日 47 調定処理年月日 48 減額可能額 49 統計年度 50 統計年月
51 統計件数 52 過年度減額額 53 過年度減額件数 54 決議書番号 55 決裁年月日
56 決裁結果Ｃ 57 調定指示状態Ｃ 58 自動車税整理番号 59 支局Ｃ 60 申告Ｃ
61 種別 62 車両登録年月日 63 新古Ｃ 64 営自Ｃ 65 業務種別Ｃ
66 税率判定車種Ｃ 67 税率判定用途Ｃ 68 税率判定牽引Ｃ 69 税率判定定員Ｃ 70 税率判定低公害車Ｃ
71 税率判定燃料Ｃ 72 税率判定排気量Ｃ 73 税率判定積載量Ｃ 74 税率判定バスＣ 75 税率判定予備
76 減免申請年月日 77 減免取消基準日 78 更正時納税者番号 79 更正時宛先番号 80 加算金有りＦ
81 徴収猶予有りＦ 82 前回調定詳細区分Ｃ 83 前回低燃費車特例適用 84 前回低公害車特例 85 前回課税標準額
86 前回税率Ｃ 87 前回取得税算出額 88 前回調定額 89 今回調定詳細区分Ｃ 90 今回低燃費車特例適用
91 今回低公害車特例 92 今回課税標準額 93 今回税率Ｃ 94 今回取得税算出額 95 今回調定額
96 差引調定詳細区分Ｃ 97 差引低燃費車特例適用 98 差引低公害車特例 99 差引課税標準額 100 差引税率Ｃ

101 差引取得税算出額 102 差引調定額 103 計算額 104 納付番号 105 前回税率区分Ｃ
106 前回ＡＳＶ特例Ｃ 107 今回税率区分Ｃ 108 今回ＡＳＶ特例Ｃ 109 差引税率区分Ｃ 110 差引ＡＳＶ特例Ｃ
111 税率区分Ｃ 112 ＡＳＶ特例Ｃ 113 定置場Ｃ 114 前回区分１Ｃ 115 前回区分２Ｃ
116 今回区分１Ｃ 117 今回区分２Ｃ 118 差引区分１Ｃ 119 差引区分２Ｃ 120 区分１Ｃ
121 区分２Ｃ

【ＷＧＭ商品中古】
1 古物免許番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 処理年度 5 事務所Ｃ
6 減免額 7 申請台数 8 チェック台数 9 決議書番号 10 決裁年月日

11 決裁結果Ｃ 12 申請年月日

【ＷＧＭ商品中古明細】
1 納税者番号 2 処理年度 3 登録番号 4 登録番号予備 5 申請有無
6 承認内容 7 減免額

【ＷＧＭ証明発行】
1 当初登録番号支局Ｃ 2 当初登録番号標板Ｃ 3 当初登録番号種別 4 当初登録番号カナ 5 当初登録番号一連番号
6 当初登録番号予備 7 整理番号 8 登録年月日 9 事務所Ｃ 10 証明年度

11 車台番号３ 12 車検有効期限 13 証明発行Ｃ 14 証明発行禁止Ｃ

【ＷＧＭ証明発行履歴】
1 登録番号支局Ｃ 2 登録番号標板Ｃ 3 登録番号種別 4 登録番号カナ 5 登録番号一連番号
6 登録番号予備 7 整理番号 8 登録年月日 9 事務所Ｃ 10 証明年度

11 車台番号３ 12 発行年月日 13 発行時刻 14 担当者Ｃ 15 端末ＩＤ
16 強制発行Ｆ

【ＷＧＭ車両納付管理】
1 当初登録番号標板Ｃ                2 当初登録番号種別                  3 当初登録番号カナ                  4 当初登録番号一連番号              5 最新登録番号標板Ｃ                
6 最新登録番号種別                  7 最新登録番号カナ                  8 最新登録番号一連番号              9 賦課時登録番号標板Ｃ              10 賦課時登録番号種別                

11 賦課時登録番号カナ                12 賦課時登録番号一連番号            13 翌年度賦課時登録番号標板Ｃ        14 翌年度賦課時登録番号種別          15 翌年度賦課時登録番号カナ          
16 翌年度賦課時登録番号一連番号      17 前年度賦課時登録番号標板Ｃ        18 前年度賦課時登録番号種別          19 前年度賦課時登録番号カナ          20 前年度賦課時登録番号一連番号      
21 車台番号                          22 最新調定詳細区分Ｃ                23 地位協定車区分                    24 処理年度                          25 転入年度                          
26 転出年度                          27 抹消年度                          28 送信区分                          29 送信年月日                        30 納付確認年月日                    
31 納付状況区分                      32 証明有効期限                      33 抹消時納付状況区分                34 抹消時証明有効期限                35 証明年度                          
36 証明発行Ｃ                        37 証明発行禁止Ｃ                    

【ＷＧＭ申告書イメージキー】
1 申告年月日 2 ＯＣＲ通番 3 ファイルＩＤ

【ＷＧＭ申告書処理状況】
1 申告年月日 2 支局Ｃ 3 自軽Ｃ 4 読取年月日 5 取込年月日
6 登録年月日 7 取込件数 8 未処理件数 9 ＯＣＲ通番開始 10 ＯＣＲ通番終了

11 ＤＢ登録可能Ｆ

【ＷＧＭ身障者】
1 身障者番号 2 身障者宛先番号 3 納税者番号 4 納税者宛先番号 5 登録番号支局Ｃ
6 登録番号標板Ｃ 7 登録番号種別 8 登録番号カナ 9 登録番号一連番号 10 登録番号予備

11 減免初年度 12 調定詳細区分Ｃ 13 身障等級Ｃ 14 障害名Ｃ 15 手帳Ｃ
16 手帳交付日 17 手帳有効期限 18 療育手帳判定日 19 公費負担番号 20 使用目的
21 運転Ｃ 22 身障者生年月日 23 身障減免承認年度 24 前回照会日 25 身障審査判定
26 当初登録番号標板Ｃ 27 当初登録番号種別 28 当初登録番号カナ 29 当初登録番号一連番号 30 当初登録番号予備
31 申請年月日 32 介添運転者氏名 33 介添運転者住所



【ＷＧＭ身障審査】
1 身障者番号 2 身障者宛先 3 判定年月日 4 判定者 5 障害手帳Ｃ
6 療育手帳判定年月日可否 7 精神障害公費負担番号可否 8 精神障害障害１級可否 9 精神障害有効期限可否 10 障害分類Ｃ０１

11 障害表示番号０１ 12 判定点数０１ 13 障害分類Ｃ０２ 14 障害表示番号０２ 15 判定点数０２
16 障害分類Ｃ０３ 17 障害表示番号０３ 18 判定点数０３ 19 障害分類Ｃ０４ 20 障害表示番号０４
21 判定点数０４ 22 障害分類Ｃ０５ 23 障害表示番号０５ 24 判定点数０５ 25 障害分類Ｃ０６
26 障害表示番号０６ 27 判定点数０６ 28 障害分類Ｃ０７ 29 障害表示番号０７ 30 判定点数０７
31 障害分類Ｃ０８ 32 障害表示番号０８ 33 判定点数０８ 34 障害分類Ｃ０９ 35 障害表示番号０９
36 判定点数０９ 37 障害分類Ｃ１０ 38 障害表示番号１０ 39 判定点数１０ 40 障害分類Ｃ１１
41 障害表示番号１１ 42 判定点数１１ 43 障害分類Ｃ１２ 44 障害表示番号１２ 45 判定点数１２
46 障害分類Ｃ１３ 47 障害表示番号１３ 48 判定点数１３ 49 障害分類Ｃ１４ 50 障害表示番号１４
51 判定点数１４ 52 障害分類Ｃ１５ 53 障害表示番号１５ 54 判定点数１５ 55 障害分類Ｃ１６
56 障害表示番号１６ 57 判定点数１６ 58 障害分類Ｃ１７ 59 障害表示番号１７ 60 判定点数１７
61 障害分類Ｃ１８ 62 障害表示番号１８ 63 判定点数１８ 64 障害分類Ｃ１９ 65 障害表示番号１９
66 判定点数１９ 67 障害分類Ｃ２０ 68 障害表示番号２０ 69 判定点数２０ 70 合計点数
71 名義人本人可否 72 名義人生計同一可否 73 現住所一致可否 74 介添運転使用目的 75 生業職業欄記載有無
76 介添運転可否 77 運転免許証条件１ 78 運転免許証条件２ 79 運転免許証条件３ 80 運転免許証条件４
81 運転免許証条件可否 82 その他条件名 83 身障者手帳交付日判定 84 本人運転可否 85 生計同一証明発行機関
86 身障審査判定

【ＷＧＭ生活路線バス減免】
1 バス運行会社番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 処理年度 5 減免Ｃ
6 事務所Ｃ 7 申請台数 8 限度台数 9 チェック台数 10 承認台数

11 不承認台数 12 減免額 13 決議書番号 14 決裁年月日 15 決裁結果Ｃ
16 申請年月日

【ＷＧＭ生活路線バス減免明細】
1 納税者番号 2 宛先番号 3 処理年度 4 減免Ｃ 5 登録番号
6 登録番号予備 7 申請有無 8 承認内容 9 減免額

【ＷＧＭ登録番号履歴】
1 整理番号 2 納税者番号 3 登録番号支局Ｃ 4 登録番号標板Ｃ 5 登録番号種別
6 登録番号カナ 7 登録番号一連番号 8 登録番号予備 9 申請年月日 10 当初登録番号支局Ｃ

11 当初登録番号標板Ｃ 12 当初登録番号種別 13 当初登録番号カナ 14 当初登録番号一連番号 15 当初登録番号予備

【ＷＧＭ道路】
1 市町村Ｃ 2 処理年度 3 交付年 4 交付月 5 適用年月日
6 道路延長４点５Ｍ以上 7 道路延長４点５Ｍ未満 8 道路延長木橋 9 道路延長橋梁 10 道路面積６点５Ｍ以上

11 道路面積６点５Ｍ未満 12 道路面積４点５Ｍ未満 13 道路面積橋梁 14 人口

【ＷＧＭ分配処理状況】
1 申請年月日 2 支局Ｃ 3 取込年月日 4 取込件数 5 未処理件数
6 ＤＢ登録可能Ｆ

【ＷＧＳ自動車税統計】
1 統計年月 2 事務所Ｃ 3 調定詳細区分Ｃ 4 特別処理Ｃ 5 車種Ｃ
6 税率判定用途Ｃ 7 税率判定牽引Ｃ 8 税率判定排気量Ｃ 9 税率判定積載量Ｃ 10 税率判定バスＣ

11 全増統計件数 12 一部増統計件数 13 全増調定額 14 一部増調定額 15 全減統計件数
16 一部減統計件数 17 全減調定額 18 一部減調定額 19 現過Ｃ 20 徴収区分

【ＷＧＳ取得税統計】
1 統計年月 2 事務所Ｃ 3 調定詳細区分Ｃ 4 申告Ｃ 5 営自Ｃ
6 車種Ｃ 7 税率判定牽引Ｃ 8 税率判定排気量Ｃ 9 税率判定積載量Ｃ 10 税率判定燃料Ｃ

11 低燃費車特例適用 12 低公害車特例 13 課税標準額Ｃ 14 統計件数 15 課税標準額
16 調定額 17 控除額 18 自軽Ｃ 19 新古Ｃ 20 排ガス規制年
21 税率区分Ｃ 22 ＡＳＶ特例Ｃ 23 区分１Ｃ 24 区分２Ｃ

【ＷＧＴ一括保留】
1 当初登録番号標板Ｃ 2 当初登録番号種別 3 当初登録番号カナ 4 当初登録番号一連番号 5 当初登録番号予備
6 最新登録番号 7 課税保留年月 8 整理番号 9 納税者番号 10 宛先番号

11 現年度未納額 12 過年度未納額 13 収納滞納Ｆ１ 14 収納滞納Ｆ２ 15 収納滞納Ｆ３
16 収納滞納Ｆ４ 17 予備情報 18 事務所Ｃ 19 入力年月日 20 決議書番号
21 決裁年月日 22 決裁結果Ｃ 23 対象Ｆ 24 完納保留Ｆ

【ＷＧＴ課税】
1 登録番号標板Ｃ 2 登録番号種別 3 登録番号カナ 4 登録番号一連番号 5 登録番号予備
6 分配同日番号 7 業務種別Ｃ 8 処理年月日 9 処理時刻時 10 処理時刻分

11 処理時刻秒 12 処理時刻ミリ秒 13 登録番号Ａ支局Ｃ 14 登録番号Ａ標板Ｃ 15 登録番号Ａ種別
16 登録番号Ａカナ 17 登録番号Ａ一連番号 18 登録番号Ａ予備 19 登録番号Ｂ支局Ｃ 20 登録番号Ｂ標板Ｃ
21 登録番号Ｂ種別 22 登録番号Ｂカナ 23 登録番号Ｂ一連番号 24 登録番号Ｂ予備 25 車台番号Ａ
26 車台番号Ｂ 27 申請年月日 28 有効期間満了日 29 初度登録年月 30 用途ＣＡ
31 用途ＣＢ 32 諸元型式指定番号 33 諸元類別区分番号 34 形状Ｃ 35 定員Ｃ
36 定員１ 37 定員２ 38 排気量種別 39 排気量 40 積載量１
41 積載量２ 42 車両重量 43 車両総重量１ 44 車両総重量２ 45 車両長さ
46 車両幅 47 車両高さ 48 燃料Ｃ 49 塗色Ｃ 50 排出ガス適合Ｃ
51 型式Ｃ 52 型式 53 原動機型式識別Ｃ 54 原動機型式 55 所有者Ｃ
56 所有者Ｃ使用者 57 使用の本拠住所Ｃ 58 使用の本拠番地等 59 使用の本拠未使用 60 分配所有者住所Ｃ
61 所有者住所番地等 62 所有者住所未使用 63 分配使用者住所Ｃ 64 使用者住所番地等 65 使用者住所未使用
66 メーカＣ 67 車名 68 更新ビットＡ 69 更新ビットＢ 70 更新ビットＣ
71 更新ビットＤ 72 状態ビットＡ 73 状態ビットＢ 74 状態ビットＣ 75 状態ビットＤ
76 状態ビットＥ 77 状態ビットＦ 78 状態ビットＧ 79 所有者住所桁数 80 所有者住所
81 所有者氏名桁数 82 所有者氏名 83 使用者住所桁数 84 使用者住所 85 使用者氏名桁数
86 使用者氏名 87 車名Ｃ 88 グリーン化税制軽課対象Ｃ 89 改造車の前類別区分番号 90 使用の本拠都道府県Ｃ
91 使用の本拠市区町村Ｃ 92 使用の本拠大字通称名Ｃ 93 使用の本拠字名丁目Ｃ 94 所有者住所都道府県Ｃ 95 所有者住所市区町村Ｃ
96 所有者住所大字通称名Ｃ 97 所有者住所字名丁目Ｃ 98 使用者住所都道府県Ｃ 99 使用者住所市区町村Ｃ 100 使用者住所大字通称名Ｃ

101 使用者住所字名丁目Ｃ 102 未使用 103 分配エラー件数 104 分配通番 105 読取年月日
106 ＯＣＲ通番 107 申告Ｃ 108 取得原因 109 課税区分自動車税 110 課税区分自動車取得税
111 旧登録番号陸運支局等 112 旧登録番号標板Ｃ 113 旧登録番号種別 114 旧登録番号カナ 115 旧登録番号一連番号
116 登録年月日 117 申告初度登録年月 118 用途 119 納税義務者住所方書 120 納税義務者生年月日
121 納税義務者電話番号 122 種別 123 営自Ｃ 124 取得価額車両本体 125 取得価額付加物
126 自動車取得税課税標準額 127 自動車取得税税率 128 自動車取得税税額 129 低燃費車特例適用 130 低公害車特例
131 自動車税年税額 132 自動車税税額月割 133 自動車税税額 134 グリーン化特例 135 税額の合計
136 燃料の種類 137 取得前の用途 138 所有形態 139 取得税調定詳細区分Ｃ 140 自動車税調定詳細区分Ｃ
141 所有Ｃ 142 バスＣ 143 徴収猶予Ｆ 144 支局Ｃ 145 申告書同日番号
146 取得税証紙貼付額 147 自動車税証紙貼付額 148 申告書エラー件数 149 訂正Ｆ 150 自軽Ｃ
151 延滞金貼付額 152 取得税調定額 153 自動車税調定額 154 突合番号 155 納税義務者Ｃ
156 所有者納税者番号 157 所有者あて先番号 158 使用者納税者番号 159 使用者あて先番号 160 調定指示状態Ｃ
161 調定年月日 162 税率判定車種Ｃ 163 税率判定用途Ｃ 164 税率判定牽引Ｃ 165 税率判定定員Ｃ
166 税率判定低公害車Ｃ 167 税率判定燃料Ｃ 168 税率判定排気量Ｃ 169 税率判定積載量Ｃ 170 税率判定バスＣ
171 税率判定予備 172 税率Ｃ 173 年税額 174 グリーン化Ｃ 175 年税率
176 税率区分Ｃ 177 ＡＳＶ特例Ｃ 178 区分１Ｃ 179 区分２Ｃ 180 定置場Ｃ

【ＷＧＴ軽申告書】
1 読取年月日 2 ＯＣＲ通番 3 申告年月日 4 申告Ｃ 5 取得原因
6 課税区分自動車税 7 課税区分自動車取得税 8 登録番号陸運支局等 9 登録番号標板Ｃ 10 登録番号種別

11 登録番号カナ 12 登録番号一連番号 13 旧登録番号陸運支局等 14 旧登録番号標板Ｃ 15 旧登録番号種別
16 旧登録番号カナ 17 旧登録番号一連番号 18 登録年月日 19 初度登録年月 20 用途
21 納税義務者住所方書 22 納税義務者生年月日 23 納税義務者電話番号 24 種別 25 営自Ｃ
26 取得価額車両本体 27 取得価額付加物 28 自動車取得税課税標準額 29 自動車取得税税率 30 自動車取得税税額
31 時限的軽減措置 32 低燃費車特例適用 33 低公害車特例 34 自動車税年税額 35 自動車税税額月割
36 自動車税税額 37 グリーン化特例 38 税額の合計 39 燃料の種類 40 取得前の用途
41 所有形態 42 取得税調定詳細区分Ｃ 43 自動車税調定詳細区分Ｃ 44 所有Ｃ 45 バスＣ
46 徴収猶予Ｆ 47 支局Ｃ 48 同日番号 49 取得税証紙貼付額 50 自動車税証紙貼付額
51 申告書エラー件数 52 訂正Ｆ 53 自軽Ｃ 54 身障改造費 55 延滞金貼付額
56 当初税率Ｃ 57 税率区分Ｃ 58 ＡＳＶ特例Ｃ 59 区分１Ｃ 60 区分２Ｃ
61 定置場Ｃ



【ＷＧＴ県外分配】
1 当初登録番号標板Ｃ 2 当初登録番号種別 3 当初登録番号カナ 4 当初登録番号一連番号 5 当初登録番号予備
6 登録番号支局Ｃ 7 登録番号標板Ｃ 8 登録番号種別 9 登録番号カナ 10 登録番号一連番号

11 同日番号 12 業務種別Ｃ 13 処理年月日 14 処理時刻時 15 処理時刻分
16 処理時刻秒 17 処理時刻ミリ秒 18 登録番号Ａ支局Ｃ 19 登録番号Ａ標板Ｃ 20 登録番号Ａ種別
21 登録番号Ａカナ 22 登録番号Ａ一連番号 23 登録番号Ａ予備 24 登録番号Ｂ支局Ｃ 25 登録番号Ｂ標板Ｃ
26 登録番号Ｂ種別 27 登録番号Ｂカナ 28 登録番号Ｂ一連番号 29 登録番号Ｂ予備 30 車台番号Ａ
31 車台番号Ｂ 32 申請年月日 33 有効期間満了日 34 初度登録年月 35 用途ＣＡ
36 用途ＣＢ 37 諸元型式指定番号 38 諸元類別区分番号 39 形状Ｃ 40 定員Ｃ
41 定員１ 42 定員２ 43 排気量種別 44 排気量 45 積載量１
46 積載量２ 47 車両重量 48 車両総重量１ 49 車両総重量２ 50 車両長さ
51 車両幅 52 車両高さ 53 燃料Ｃ 54 塗色Ｃ 55 排出ガス適合Ｃ
56 型式Ｃ 57 型式 58 原動機型式識別Ｃ 59 原動機型式 60 所有者Ｃ
61 所有者Ｃ使用者 62 使用の本拠住所Ｃ 63 使用の本拠番地等 64 使用の本拠未使用 65 分配所有者住所Ｃ
66 所有者住所番地等 67 所有者住所未使用 68 分配使用者住所Ｃ 69 使用者住所番地等 70 使用者住所未使用
71 メーカＣ 72 車名 73 更新ビットＡ 74 更新ビットＢ 75 更新ビットＣ
76 更新ビットＤ 77 状態ビットＡ 78 状態ビットＢ 79 状態ビットＣ 80 状態ビットＤ
81 状態ビットＥ 82 状態ビットＦ 83 状態ビットＧ 84 所有者住所桁数 85 所有者住所
86 所有者氏名桁数 87 所有者氏名 88 使用者住所桁数 89 使用者住所 90 使用者氏名桁数
91 使用者氏名 92 車名Ｃ 93 グリーン化税制軽課対象Ｃ 94 改造車の前類別区分番号 95 使用の本拠都道府県Ｃ
96 使用の本拠市区町村Ｃ 97 使用の本拠大字通称名Ｃ 98 使用の本拠字名丁目Ｃ 99 所有者住所都道府県Ｃ 100 所有者住所市区町村Ｃ

101 所有者住所大字通称名Ｃ 102 所有者住所字名丁目Ｃ 103 使用者住所都道府県Ｃ 104 使用者住所市区町村Ｃ 105 使用者住所大字通称名Ｃ
106 使用者住所字名丁目Ｃ 107 未使用 108 抹消処理年月日

【ＷＧＴ市町村調整】
1 対象年度 2 対象年月 3 市町村Ｃ 4 前月末控除不能額 5 申告額
6 修正申告額 7 免税点以下額 8 減免額 9 徴収済額 10 申告件数

11 修正申告件数 12 免税点以下件数 13 減免件数 14 収入済件数 15 過誤納額
16 歳入還付額 17 歳出還付額 18 還付加算金額 19 増調整額 20 減調整額
21 過誤納件数 22 歳入還付件数 23 歳出還付件数 24 還付加算金件数 25 増調整件数
26 減調整件数 27 差引対象額 28 差引対象件数 29 口座更正額 30 今月末控除不能額
31 歳出調整額 32 期首滞納額 33 新規発生滞納額 34 要滞納整理額 35 徴収済滞納額
36 滞納額残高 37 滞納処分の停止額 38 期首滞納件数 39 新規発生滞納件数 40 要滞納整理件数
41 徴収済滞納件数 42 滞納額残高件数 43 滞納処分の停止件数 44 払込額 45 徴収取扱費

【ＷＧＴ車両決議】
1 当初登録番号支局Ｃ 2 当初登録番号標板Ｃ 3 当初登録番号種別 4 当初登録番号カナ 5 当初登録番号一連番号
6 当初登録番号予備 7 最新登録番号支局Ｃ 8 最新登録番号標板Ｃ 9 最新登録番号種別 10 最新登録番号カナ

11 最新登録番号一連番号 12 最新登録番号予備 13 業務種別Ｃ 14 申請年月日 15 車台番号
16 車台番号３ 17 車検有効期限日 18 初度登録年月 19 用途Ｃ 20 諸元型式指定番号
21 諸元類別区分番号 22 定員Ｃ 23 定員１ 24 定員２ 25 排気量種別
26 排気量 27 積載量１ 28 積載量２ 29 車両重量 30 車両総重量１
31 車両総重量２ 32 車両長さ 33 車両幅 34 車両高さ 35 燃料Ｃ
36 塗色Ｃ 37 形状Ｃ 38 排出ガス適合Ｃ 39 型式Ｃ 40 型式
41 メーカＣ 42 車名Ｃ 43 車名 44 原動機型式識別Ｃ 45 原動機型式
46 所有者Ｃ 47 所有者住所Ｃ 48 所有者番地 49 所有者氏名名称 50 所有者住所
51 所有者Ｃ使用者 52 使用者住所Ｃ 53 使用者番地 54 使用者氏名名称 55 使用者住所
56 使用の本拠住所Ｃ 57 使用の本拠番地等 58 所有者納税者番号 59 所有者宛先番号 60 使用者納税者番号
61 使用者宛先番号 62 実態課税納税者番号 63 実態課税宛先番号 64 納税義務者Ｃ 65 税率判定車種Ｃ
66 税率判定用途Ｃ 67 税率判定牽引Ｃ 68 税率判定定員Ｃ 69 税率判定低公害車Ｃ 70 税率判定燃料Ｃ
71 税率判定排気量Ｃ 72 税率判定積載量Ｃ 73 税率判定バスＣ 74 税率判定予備 75 税率Ｃ
76 年税額 77 グリーン化税制軽課対象Ｃ 78 低燃費車Ｃ 79 グリーン化Ｃ 80 年税率
81 特別処理Ｃ 82 抹消転出Ｃ 83 最新調定詳細区分Ｃ 84 前類別区分番号 85 納税証明発行禁止Ｃ
86 バスＣ 87 下取りＦ 88 所有権留保者Ｃ 89 現年納税者番号 90 現年整理番号
91 翌年納税者番号 92 翌年整理番号 93 決議書番号 94 決裁年月日 95 決裁結果Ｃ
96 車種Ｃ 97 差押Ｆ 98 抵当権Ｆ 99 自動車基本整理番号 100 変更前納税者番号

101 変更前宛先番号 102 変更後納税者番号 103 変更後宛先番号 104 決裁処理区分

【ＷＧＴ職権抹消】
1 抹消年度 2 抹消区分Ｆ 3 登録番号 4 抹消年度内連番 5 登録番号標板Ｃ
6 登録番号予備 7 整理番号 8 所有者Ｃ 9 所有者Ｃ使用者 10 調定詳細区分Ｃ

11 所有者納税者番号 12 所有者宛先番号 13 所有者氏名名称 14 所有者住所 15 使用者納税者番号
16 使用者宛先番号 17 使用者氏名名称 18 使用者住所 19 本税未納額 20 延滞金未納額
21 課税保留開始年月日 22 メーカＣ 23 用途Ｃ 24 差押Ｆ 25 抵当権Ｆ
26 抹消転出Ｃ 27 車台番号３ 28 ＯＣＲシートＦ 29 指導抹消ハガキＦ 30 抹消通知ハガキＦ
31 取込み年月日 32 抽出条件１ 33 抽出条件２ 34 抽出条件３ 35 抽出条件４
36 抽出条件５ 37 抽出条件６ 38 抽出条件７ 39 抽出条件８ 40 抽出条件９
41 抽出条件１０ 42 車検有効期限日 43 納税義務者Ｃ 44 実態課税納税者番号 45 実態課税宛先番号
46 期別１ 47 期別２ 48 期別３ 49 期別４ 50 期別５
51 未納額１ 52 未納額２ 53 未納額３ 54 未納額４ 55 未納額５
56 車名 57 型式 58 予備

【ＷＧＴ申告書】
1 読取年月日 2 ＯＣＲ通番 3 申告年月日 4 申告Ｃ 5 取得原因
6 課税区分自動車税 7 課税区分自動車取得税 8 登録番号陸運支局等 9 登録番号標板Ｃ 10 登録番号種別

11 登録番号カナ 12 登録番号一連番号 13 旧登録番号陸運支局等 14 旧登録番号標板Ｃ 15 旧登録番号種別
16 旧登録番号カナ 17 旧登録番号一連番号 18 登録年月日 19 初度登録年月 20 用途
21 納税義務者住所方書 22 納税義務者生年月日 23 納税義務者電話番号 24 種別 25 営自Ｃ
26 取得価額車両本体 27 取得価額付加物 28 自動車取得税課税標準額 29 自動車取得税税率 30 自動車取得税税額
31 時限的軽減措置 32 低燃費車特例適用 33 低公害車特例 34 自動車税年税額 35 自動車税税額月割
36 自動車税税額 37 グリーン化特例 38 税額の合計 39 燃料の種類 40 取得前の用途
41 所有形態 42 取得税調定詳細区分Ｃ 43 自動車税調定詳細区分Ｃ 44 所有Ｃ 45 バスＣ
46 徴収猶予Ｆ 47 支局Ｃ 48 同日番号 49 取得税証紙貼付額 50 自動車税証紙貼付額
51 申告書エラー件数 52 訂正Ｆ 53 自軽Ｃ 54 身障改造費 55 延滞金貼付額
56 当初税率Ｃ 57 税率区分Ｃ 58 ＡＳＶ特例Ｃ 59 区分１Ｃ 60 区分２Ｃ
61 定置場Ｃ

【ＷＧＴ分配】
1 登録番号標板Ｃ 2 登録番号種別 3 登録番号カナ 4 登録番号一連番号 5 登録番号予備
6 同日番号 7 業務種別Ｃ 8 処理年月日 9 処理時刻時 10 処理時刻分

11 処理時刻秒 12 処理時刻ミリ秒 13 登録番号Ａ支局Ｃ 14 登録番号Ａ標板Ｃ 15 登録番号Ａ種別
16 登録番号Ａカナ 17 登録番号Ａ一連番号 18 登録番号Ａ予備 19 登録番号Ｂ支局Ｃ 20 登録番号Ｂ標板Ｃ
21 登録番号Ｂ種別 22 登録番号Ｂカナ 23 登録番号Ｂ一連番号 24 登録番号Ｂ予備 25 車台番号Ａ
26 車台番号Ｂ 27 申請年月日 28 有効期間満了日 29 初度登録年月 30 用途ＣＡ
31 用途ＣＢ 32 諸元型式指定番号 33 諸元類別区分番号 34 形状Ｃ 35 定員Ｃ
36 定員１ 37 定員２ 38 排気量種別 39 排気量 40 積載量１
41 積載量２ 42 車両重量 43 車両総重量１ 44 車両総重量２ 45 車両長さ
46 車両幅 47 車両高さ 48 燃料Ｃ 49 塗色Ｃ 50 排出ガス適合Ｃ
51 型式Ｃ 52 型式 53 原動機型式識別Ｃ 54 原動機型式 55 所有者Ｃ
56 所有者Ｃ使用者 57 使用の本拠住所Ｃ 58 使用の本拠番地等 59 使用の本拠未使用 60 分配所有者住所Ｃ
61 所有者住所番地等 62 所有者住所未使用 63 分配使用者住所Ｃ 64 使用者住所番地等 65 使用者住所未使用
66 メーカＣ 67 車名 68 更新ビットＡ 69 更新ビットＢ 70 更新ビットＣ
71 更新ビットＤ 72 状態ビットＡ 73 状態ビットＢ 74 状態ビットＣ 75 状態ビットＤ
76 状態ビットＥ 77 状態ビットＦ 78 状態ビットＧ 79 所有者住所桁数 80 所有者住所
81 所有者氏名桁数 82 所有者氏名 83 使用者住所桁数 84 使用者住所 85 使用者氏名桁数
86 使用者氏名 87 車名Ｃ 88 グリーン化税制軽課対象Ｃ 89 改造車の前類別区分番号 90 使用の本拠都道府県Ｃ
91 使用の本拠市区町村Ｃ 92 使用の本拠大字通称名Ｃ 93 使用の本拠字名丁目Ｃ 94 所有者住所都道府県Ｃ 95 所有者住所市区町村Ｃ
96 所有者住所大字通称名Ｃ 97 所有者住所字名丁目Ｃ 98 使用者住所都道府県Ｃ 99 使用者住所市区町村Ｃ 100 使用者住所大字通称名Ｃ

101 使用者住所字名丁目Ｃ 102 未使用 103 分配エラー件数 104 分配通番

【ＷＧＷ自動車税税率】
1 年度 2 自動車税税率Ｃ 3 税率判定車種Ｃ 4 税率判定用途Ｃ 5 税率判定牽引Ｃ
6 税率判定定員Ｃ 7 税率判定低公害車Ｃ 8 税率判定燃料Ｃ 9 税率判定排気量Ｃ 10 税率判定積載量Ｃ

11 税率判定バスＣ 12 税率判定予備 13 年税額 14 適要 15 交付税基準額
16 出力順位 17 統計行番号 18 自治省行番号 19 交付税行番号

【ＷＧＷ取得税税率】



1 自軽Ｃ 2 税率区分Ｃ 3 営自Ｃ 4 区分１Ｃ 5 区分２Ｃ
6 開始年月日 7 終了年月日 8 税率 9 名称 10 摘要１

11 摘要２

【ＷＧＷ障害判定】
1 障害分類Ｃ 2 障害表示番号 3 障害名Ｃ 4 身障等級Ｃ 5 障害点数
6 メッセージ 7 本人運転対象Ｆ 8 介添運転対象Ｆ



【ＷＧＴＯＳＳ申告書】
1 読取年月日 2 ＯＣＲ通番 3 受付番号 4 手続種別ＩＤ 5 申告Ｃ
6 申告年月日 7 取得原因 8 課税区分自動車税 9 課税区分自動車取得税 10 取得税調定詳細区分Ｃ

11 自動車税調定詳細区分Ｃ 12 支局Ｃ 13 自軽Ｃ 14 登録番号標板Ｃ 15 登録番号種別
16 登録番号カナ 17 登録番号一連番号 18 登録番号予備 19 旧登録番号標板Ｃ 20 旧登録番号種別
21 旧登録番号カナ 22 旧登録番号一連番号 23 旧登録番号予備 24 登録年月日申告書 25 初度登録年月
26 用途 27 種別 28 営自Ｃ 29 取得価額車両本体 30 取得価額付加物
31 自動車取得税課税標準額 32 自動車取得税税率 33 自動車取得税税額 34 時限的軽減措置 35 低燃費車特例適用
36 低公害車特例 37 自動車税年税額 38 自動車税税額月割 39 自動車税税額 40 グリーン化特例
41 税額の合計 42 取得前の用途 43 所有形態 44 申告書イメージ作成Ｆ 45 申告書イメージ作成Ｆ更新年月日
46 ＯＳＳ申告書情報

【ＷＧＴＯＳＳ軽申告書】
1 読取年月日 2 ＯＣＲ通番 3 受付番号 4 手続種別ＩＤ 5 申告Ｃ
6 申告年月日 7 取得原因 8 課税区分自動車税 9 課税区分自動車取得税 10 取得税調定詳細区分Ｃ

11 自動車税調定詳細区分Ｃ 12 支局Ｃ 13 自軽Ｃ 14 登録番号標板Ｃ 15 登録番号種別
16 登録番号カナ 17 登録番号一連番号 18 登録番号予備 19 旧登録番号標板Ｃ 20 旧登録番号種別
21 旧登録番号カナ 22 旧登録番号一連番号 23 旧登録番号予備 24 登録年月日申告書 25 初度登録年月
26 用途 27 種別 28 営自Ｃ 29 取得価額車両本体 30 取得価額付加物
31 自動車取得税課税標準額 32 自動車取得税税率 33 自動車取得税税額 34 時限的軽減措置 35 低燃費車特例適用
36 低公害車特例 37 自動車税年税額 38 自動車税税額月割 39 自動車税税額 40 グリーン化特例
41 税額の合計 42 取得前の用途 43 所有形態 44 申告書イメージ作成Ｆ 45 申告書イメージ作成Ｆ更新年月日
46 ＯＳＳ申告書情報 47 税率区分Ｃ 48 ＡＳＶ特例Ｃ 49 区分１Ｃ 50 区分２Ｃ
51 定置場Ｃ

【WＧTOSS納付番号管理】
1 納付番号 2 受付番号 3 納付区分 4 納付依頼年月日 5 納付依頼金額
6 確認番号 7 登録番号標板Ｃ 8 登録番号種別 9 登録番号カナ 10 登録番号一連番号

11 登録番号予備 12 読取年月日 13 ＯＣＲ通番 14 税目Ｃ 15 整理番号
16 期別 17 調定区分Ｃ 18 登録年月日 19 科目Ｃ 20 還付先納税者番号
21 調定年月日 22 調定年度 23 納付金額チェックＦ 24 納付金額チェックＦ更新年月日 25 調定指示Ｆ
26 調定指示Ｆ更新年月日 27 未消し分割Ｆ 28 未消し分割Ｆ更新年月日

【WＧMOSS申告書調定変換】
1 読取年月日 2 ＯＣＲ通番 3 受付番号 4 税目Ｃ 5 整理番号
6 期別 7 調定区分Ｃ 8 登録年月日 9 科目Ｃ 10 還付先納税者番号

【WGＳＯＳＳ取得税統計】
1 統計年月 2 事務所Ｃ 3 調定詳細区分Ｃ 4 特別処理Ｃ 5 車種Ｃ
6 税率判定用途Ｃ 7 税率判定牽引Ｃ 8 税率判定排気量Ｃ 9 税率判定積載量Ｃ 10 税率判定バスＣ

11 全増統計件数 12 一部増統計件数 13 全増調定額 14 一部増調定額 15 全減統計件数
16 一部減統計件数 17 全減調定額 18 一部減調定額 19 現過Ｃ 20 徴収区分
21 税率区分Ｃ 22 ＡＳＶ特例Ｃ 23 区分１Ｃ 24 区分２Ｃ

【ＷＨＭＳＰＣ情報】
1 当初整理番号 2 信託番号 3 ＳＰＣ整理番号 4 ＳＰＣ宛先 5 契約期間始期
6 契約期間終期 7 特定信託名称 8 異動年月日

【ＷＨＭ仮装経理等】
1 当初整理番号 2 仮装租税区分Ｃ 3 事業年度始期発生 4 事業年度終期発生 5 事業年度始期控除
6 事業年度終期控除 7 発生日 8 県民税 9 県民税控除額 10 事業税

11 事業税控除額 12 特別税 13 特別税控除額

【ＷＨＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＨＭ繰越欠損】
1 当初整理番号 2 欠損災害区分Ｃ 3 事業年度始期発生 4 事業年度始期控除 5 発生控除区分Ｃ
6 当期欠損金 7 控除未済欠損金 8 当期控除額 9 翌期繰越額

【ＷＨＭ県民税】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 当初整理番号 9 県税割超過Ｆ 10 県均等割超過Ｆ

11 県法人税額 12 県民税加減算区分Ｃ１ 13 県民税加減算金額１ 14 県民税加減算区分Ｃ２ 15 県民税加減算金額２
16 県民税加減算区分Ｃ３ 17 県民税加減算金額３ 18 県民税加減算区分Ｃ４ 19 県民税加減算金額４ 20 県民税加減算区分Ｃ５
21 県民税加減算金額５ 22 県民税加減算区分Ｃ６ 23 県民税加減算金額６ 24 県民税加減算区分Ｃ７ 25 県民税加減算金額７
26 県民税加減算区分Ｃ８ 27 県民税加減算金額８ 28 県民税加減算区分Ｃ９ 29 県民税加減算金額９ 30 県民税加減算区分Ｃ１０
31 県民税加減算金額１０ 32 県課税標準額総額今回 33 県課税標準額総額前回 34 県課税標準額総額前回差 35 県分割標準額本県分今回
36 県分割標準額本県分前回 37 県分割標準額本県分前回差 38 県税割税率 39 県法人税割額今回 40 県法人税割額前回
41 県法人税割額前回差 42 県外国控除額今回 43 県外国控除額前回 44 県外国控除額前回差 45 県仮装控除額今回
46 県仮装控除額前回 47 県仮装控除額前回差 48 県仮装控除原資 49 県利子割控除額今回 50 県利子割控除額前回
51 県利子割控除額前回差 52 県差引法人税割額今回 53 県差引法人税割額前回 54 県差引法人税割額前回差 55 県税割既納付額今回
56 県税割既納付額前回 57 県税割既納付額前回差 58 県租税控除額今回 59 県租税控除額前回 60 県租税控除額前回差
61 県租税控除原資 62 利子割既還付分納付額今回 63 利子割既還付分納付額前回 64 利子割既還付分納付額前回差 65 利子割既還付分納付額累計今回
66 利子割既還付分納付額累計前回 67 利子割既還付分納付額累計前回差 68 県税割納付すべき額今回 69 県税割納付すべき額前回 70 県税割納付すべき額前回差
71 県均等割月数今回 72 県均等割月数処理済 73 県均等割額今回 74 県均等割額前回 75 県均等割額前回差
76 県均等割既納付額今回 77 県均等割既納付額前回 78 県均等割既納付額前回差 79 県均等割納付すべき額今回 80 県均等割納付すべき額前回
81 県均等割納付すべき額前回差 82 県民税納付すべき額今回 83 県民税納付すべき額前回 84 県民税納付すべき額前回差 85 県見込納付額今回
86 県見込納付額前回 87 県見込納付額前回差 88 県税割見込納付額今回 89 県税割見込納付額前回 90 県税割見込納付額前回差
91 県均等割見込納付額今回 92 県均等割見込納付額前回 93 県均等割見込納付額前回差 94 県利子割額今回 95 県利子割額前回
96 県利子割額前回差 97 県利子割還付額今回 98 県利子割還付額前回 99 県利子割還付額前回差 100 県既還付請求利子割額今回

101 県既還付請求利子割額前回 102 県既還付請求利子割額前回差 103 県利子割還付累計額今回 104 県利子割還付累計額前回 105 県利子割還付累計額前回差
106 県利子割収入金額 107 県税割確定額今回 108 県税割確定額前回 109 県税割確定額前回差 110 県税割調定額
111 県税割減額可能額 112 県税割統計件数 113 県税割過年度減額額 114 県税割過年度減額件数 115 県均等割確定額今回
116 県均等割確定額前回 117 県均等割確定額前回差 118 県均等割調定額 119 県均等割減額可能額 120 県均等割統計件数
121 県均等割過年度減額額 122 県均等割過年度減額件数 123 県税割超過確定額今回 124 県税割超過確定額前回 125 県税割超過調定額
126 県税割超過減額可能額 127 県税割超過統計件数 128 県税割超過過年度減額額 129 県税割超過過年度減額件数 130 県均等割超過確定額今回
131 県均等割超過確定額前回 132 県均等割超過調定額 133 県均等割超過減額可能額 134 県均等割超過統計件数 135 県均等割超過過年度減額額
136 県均等割超過過年度減額件数 137 県税割災害減免事由 138 県税割災害減免 139 県税割災害減免累計 140 県均等割災害減免事由
141 県均等割災害減免 142 県均等割災害減免累計 143 県災害減免 144 県災害減免累計

【ＷＨＭ事業税】
1 税目Ｃ                          2 整理番号                        3 期別                            4 調定区分Ｃ                      5 登録年月日                      
6 科目Ｃ                          7 還付先納税者番号                8 当初整理番号                    9 事超過Ｆ                        10 事法人税所得金額                

11 所得計算区分Ｃ１                12 所得計算金額１                  13 所得計算区分Ｃ２                14 所得計算金額２                  15 所得計算区分Ｃ３                
16 所得計算金額３                  17 所得計算区分Ｃ４                18 所得計算金額４                  19 所得計算区分Ｃ５                20 所得計算金額５                  
21 所得計算区分Ｃ６                22 所得計算金額６                  23 所得計算区分Ｃ７                24 所得計算金額７                  25 所得計算区分Ｃ８                
26 所得計算金額８                  27 加算コード小計                  28 所得計算区分Ｃ９                29 所得計算金額９                  30 所得計算区分Ｃ１０              
31 所得計算金額１０                32 所得計算区分Ｃ１１              33 所得計算金額１１                34 所得計算区分Ｃ１２              35 所得計算金額１２                
36 所得計算区分Ｃ１３              37 所得計算金額１３                38 所得計算区分Ｃ１４              39 所得計算金額１４                40 所得計算区分Ｃ１５              
41 所得計算金額１５                42 減算コード小計                  43 仮計                            44 外国事業に帰属する所得          45 益金歳入受取配当                
46 再仮計                          47 林業に係る所得                  48 鉱物の採掘                      49 社会保険等の医療所得            50 農事組合法人                    
51 非課税所得小計                  52 所得金額差引計                  53 前５年以内の繰越欠損金          54 私財提供                        55 所得金額再差引計                
56 医療法人収入金額按分            57 社会保険分医療収入金額計        58 その他収入小計                  59 その他事業収入小計              60 医療事業総収入                  
61 医療事業所得金額                62 その他事業所得金額              63 土地譲渡益等                    64 社会保険分所得金額              65 当期分所得金額                  
66 前５年以内繰越欠損等            67 課税標準所得金額                68 事課税標準額６今回              69 事課税標準額６前回              70 事課税標準額６前回差            
71 事業税率６                      72 事業税６今回                    73 事業税６前回                    74 事業税６前回差                  75 事課税標準額９今回              
76 事課税標準額９前回              77 事課税標準額９前回差            78 事業税率９                      79 事業税９今回                    80 事業税９前回                    
81 事業税９前回差                  82 事課税標準額１２今回            83 事課税標準額１２前回            84 事課税標準額１２前回差          85 事業税率１２                    
86 事業税１２今回                  87 事業税１２前回                  88 事業税１２前回差                89 事課税標準額その他今回          90 事課税標準額その他前回          
91 事課税標準額その他前回差        92 事業税率その他                  93 事業税その他今回                94 事業税その他前回                95 事業税その他前回差              
96 事合計事業税額今回              97 事合計事業税額前回              98 事合計事業税額前回差            99 負担変動控除額今回              100 負担変動控除額前回              

101 負担変動控除額前回差            102 事仮装控除額今回                103 事仮装控除額前回                104 事仮装控除額前回差              105 事仮装控除原資                  
106 事租税控除額今回                107 事租税控除額前回                108 事租税控除額前回差              109 事租税控除原資                  110 事既納付額今回                  
111 事既納付額前回                  112 事既納付額前回差                113 事見込納付額今回                114 事見込納付額前回                115 事見込納付額前回差              
116 事納付すべき額今回              117 事納付すべき額前回              118 事納付すべき額前回差            119 事確定額今回                    120 事確定額前回                    



121 事確定額前回差                  122 事調定額                        123 事減額可能額                    124 事統計件数                      125 事過年度減額額                  
126 事過年度減額件数                127 事超過確定額今回                128 事超過確定額前回                129 事超過調定額                    130 事超過減額可能額                
131 事超過統計件数                  132 事超過過年度減額額              133 事超過過年度減額件数            134 事課税免除事由Ｃ                135 事課税免除                      
136 事課税免除累計                  137 事不均一課税事由                138 事不均一課税                    139 事不均一課税累計                140 事災害減免事由                  
141 事災害減免                      142 事災害減免累計                  143 事免除額等                      144 事免除額等累計                  



【ＷＨＭ事業税詳細】
1 税目Ｃ                            2 整理番号                          3 期別                              4 調定区分Ｃ                        5 登録年月日                        
6 科目Ｃ                            7 還付先納税者番号                  8 当初整理番号                      9 税割Ｃ                            10 事税割超過Ｆ                      

11 事税割総額今回                    12 事税割総額前回                    13 事税割総額前回差                  14 事税割課標額今回                  15 事税割課標額前回                  
16 事税割課標額前回差                17 事税割税率                        18 事税割税額今回                    19 事税割税額前回                    20 事税割税額前回差                  
21 負担変動控除額内訳今回            22 負担変動控除額内訳前回            23 負担変動控除額内訳前回差          24 事税割仮装控除額内訳今回          25 事税割仮装控除額内訳前回          
26 事税割仮装控除額内訳前回差        27 事税割租税控除額内訳今回          28 事税割租税控除額内訳前回          29 事税割租税控除額内訳前回差        30 事税割既納付額内訳今回            
31 事税割既納付額内訳前回            32 事税割既納付額内訳前回差          33 事税割見込納付額内訳今回          34 事税割見込納付額内訳前回          35 事税割見込納付額内訳前回差        
36 事税割納付すべき額内訳今回        37 事税割納付すべき額内訳前回        38 事税割納付すべき額内訳前回差      39 事税割確定額今回                  40 事税割確定額前回                  
41 事税割確定額前回差                42 事税割調定額                      43 事税割減額可能額                  44 事税割統計件数                    45 事税割過年度減額額                
46 事税割過年度減額件数              47 事税割超過確定額今回              48 事税割超過確定額前回              49 事税割超過調定額                  50 事税割超過減額可能額              
51 事税割超過統計件数                52 事税割超過過年度減額額            53 事税割超過過年度減額件数          54 事税割課税免除事由                55 事税割課税免除                    
56 事税割課税免除累計                57 事税割不均一課税事由              58 事税割不均一課税                  59 事税割不均一課税累計              60 事税割災害減免事由                
61 事税割災害減免                    62 事税割災害減免累計                63 事税割免除額等                    64 事税割免除額等累計                

【ＷＨＭ事業年度】
1 整理番号 2 期別 3 当初整理番号 4 事業年度終期 5 最新申告処理年月日
6 特例災害延長年月日 7 災害延長納期限 8 災害延長指定納期限 9 設置年月日１ 10 設置年月日２

11 廃止年月日１ 12 廃止年月日２ 13 資本金 14 積立金 15 資本準備金
16 法人区分Ｃ 17 分割区分Ｃ 18 課税標準区分Ｃ 19 分割基準区分Ｃ１ 20 分割基準区分Ｃ２
21 延長事月数 22 延長県月数 23 法人状態Ｃ 24 最新調定済Ｃ 25 課税月数
26 事分割市町村有無Ｆ 27 産業分類 28 最新異動事由Ｃ

【ＷＨＭ事業年度２】
1 整理番号 2 期別 3 当初整理番号 4 連結対象Ｆ 5 連結開始年月日
6 連結終了年月日 7 解散事由Ｃ 8 翌期予定申告対象Ｆ 9 翌期予定申告対象年月 10 合併前法人状態Ｃ

11 誤謬可否Ｆ 12 変更前事業年度終期 13 収益開始前課税標準区分Ｃ 14 調定区分Ｃ０１ 15 登録年月日０１
16 事分割基準Ｃ３０１ 17 事分割３総数０１ 18 事分割３本県分０１ 19 調定区分Ｃ０２ 20 登録年月日０２
21 事分割基準Ｃ３０２ 22 事分割３総数０２ 23 事分割３本県分０２ 24 調定区分Ｃ０３ 25 登録年月日０３
26 事分割基準Ｃ３０３ 27 事分割３総数０３ 28 事分割３本県分０３ 29 調定区分Ｃ０４ 30 登録年月日０４
31 事分割基準Ｃ３０４ 32 事分割３総数０４ 33 事分割３本県分０４ 34 調定区分Ｃ０５ 35 登録年月日０５
36 事分割基準Ｃ３０５ 37 事分割３総数０５ 38 事分割３本県分０５ 39 調定区分Ｃ０６ 40 登録年月日０６
41 事分割基準Ｃ３０６ 42 事分割３総数０６ 43 事分割３本県分０６ 44 調定区分Ｃ０７ 45 登録年月日０７
46 事分割基準Ｃ３０７ 47 事分割３総数０７ 48 事分割３本県分０７ 49 調定区分Ｃ０８ 50 登録年月日０８
51 事分割基準Ｃ３０８ 52 事分割３総数０８ 53 事分割３本県分０８ 54 調定区分Ｃ０９ 55 登録年月日０９
56 事分割基準Ｃ３０９ 57 事分割３総数０９ 58 事分割３本県分０９ 59 調定区分Ｃ１０ 60 登録年月日１０
61 事分割基準Ｃ３１０ 62 事分割３総数１０ 63 事分割３本県分１０ 64 通知書送付先 65 通知書用納税者番号
66 通知書用納税者宛先番号 67 予備

【ＷＨＭ税理士】
1 納税者番号 2 宛先番号 3 税理士 4 異動事由Ｃ 5 異動年月日
6 所属Ｃ 7 事務所Ｃ

【ＷＨＭ統計情報月報１】
1 事務所Ｃ 2 分割区分Ｃ 3 統計年度 4 統計年月 5 テーブル番号
6 当月分現年度 7 当月分過年度 8 当月分合計 9 累計分現年度 10 累計分過年度

11 累計分合計

【ＷＨＭ統計情報月報３】
1 事務所Ｃ 2 分割区分Ｃ 3 統計年度 4 統計年月 5 テーブル番号
6 当月分現年度 7 当月分過年度 8 当月分合計 9 累計分現年度 10 累計分過年度

11 累計分合計

【ＷＨＭ統計情報月報８】
1 事務所Ｃ 2 分割区分Ｃ 3 統計年度 4 統計年月 5 テーブル番号
6 当月分現年度 7 当月分過年度 8 当月分合計 9 累計分現年度 10 累計分過年度

11 累計分合計

【ＷＨＭ統計情報月報９】
1 統計年度 2 統計年月 3 詳細科目Ｃ 4 収入金課税以外分 5 農林水産業
6 建設業 7 製造業 8 運輸通信業 9 卸売小売飲食店 10 銀行業

11 証券業 12 その他金融業 13 不動産業 14 サービス業 15 以上既以外の事業
16 収入金課税分 17 電気ガス供給業 18 保険業 19 合計 20 当月利子割還付額
21 累計利子割還付額 22 所得割 23 付加価値割 24 資本割 25 外形合計

【ＷＨＭ統計情報月報資料１】
1 事務所Ｃ 2 業種区分 3 統計年度 4 統計年月 5 詳細科目Ｃ
6 当月分県内法人 7 当月分県内分割法人 8 当月分県外分割法人 9 当月分合計 10 累計分県内法人

11 累計分県内分割法人 12 累計分県外分割法人 13 累計分合計

【ＷＨＭ分割基準情報】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 当初整理番号 9 分割区分Ｃ 10 府県数

11 県分割総数 12 県分割本県分 13 事分割基準Ｃ１ 14 事分割１総数 15 事分割１本県分
16 事分割基準Ｃ２ 17 事分割２総数 18 事分割２本県分 19 事鉄道業Ｆ 20 事分割鉄道業売上高割鉄道分
21 事分割鉄道業売上高割その他分 22 事旧固定総数 23 事旧固定本県分 24 事新固定総数 25 事新固定本県分
26 事旧発電総数 27 事旧発電本県分 28 事新発電総数 29 事新発電本県分

【ＷＨＭ分割基準情報詳細】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 県Ｃ 9 当初整理番号 10 レコード種別Ｃ

11 県市町村Ｃ 12 事分割基準Ｃ１ 13 事分割基準Ｃ２ 14 一般県民税 15 事業税１
16 事業税２ 17 新固定資産 18 旧固定資産 19 新発電資産 20 旧発電資産
21 電気県民税 22 その他Ｆ



【ＷＨＭ分割市町村】
1 当初整理番号 2 事業年度始期 3 管轄事務所Ｃ０１ 4 管轄事務所Ｃ０２ 5 管轄事務所Ｃ０３
6 管轄事務所Ｃ０４ 7 管轄事務所Ｃ０５ 8 管轄事務所Ｃ０６ 9 管轄事務所Ｃ０７ 10 管轄事務所Ｃ０８

11 管轄事務所Ｃ０９ 12 管轄事務所Ｃ１０ 13 管轄事務所Ｃ１１ 14 管轄事務所Ｃ１２ 15 管轄事務所Ｃ１３
16 管轄事務所Ｃ１４ 17 管轄事務所Ｃ１５ 18 管轄事務所Ｃ１６ 19 管轄事務所Ｃ１７ 20 管轄事務所Ｃ１８
21 管轄事務所Ｃ１９ 22 管轄事務所Ｃ２０ 23 管轄事務所Ｃ２１ 24 管轄事務所Ｃ２２ 25 管轄事務所Ｃ２３
26 管轄事務所Ｃ２４ 27 管轄事務所Ｃ２５ 28 管轄事務所Ｃ２６ 29 管轄事務所Ｃ２７ 30 管轄事務所Ｃ２８
31 管轄事務所Ｃ２９ 32 管轄事務所Ｃ３０ 33 管轄事務所Ｃ３１ 34 管轄事務所Ｃ３２ 35 管轄事務所Ｃ３３
36 管轄事務所Ｃ３４ 37 管轄事務所Ｃ３５ 38 管轄事務所Ｃ３６ 39 管轄事務所Ｃ３７ 40 管轄事務所Ｃ３８
41 管轄事務所Ｃ３９ 42 管轄事務所Ｃ４０ 43 管轄事務所Ｃ４１ 44 管轄事務所Ｃ４２ 45 管轄事務所Ｃ４３
46 管轄事務所Ｃ４４ 47 管轄事務所Ｃ４５ 48 管轄事務所Ｃ４６ 49 管轄事務所Ｃ４７ 50 管轄事務所Ｃ４８
51 管轄事務所Ｃ４９ 52 管轄事務所Ｃ５０ 53 管轄事務所Ｃ５１ 54 管轄事務所Ｃ５２ 55 管轄事務所Ｃ５３
56 管轄事務所Ｃ５４ 57 管轄事務所Ｃ５５ 58 管轄事務所Ｃ５６ 59 管轄事務所Ｃ５７ 60 管轄事務所Ｃ５８
61 管轄事務所Ｃ５９ 62 管轄事務所Ｃ６０ 63 管轄事務所Ｃ６１ 64 管轄事務所Ｃ６２ 65 管轄事務所Ｃ６３
66 管轄事務所Ｃ６４ 67 管轄事務所Ｃ６５ 68 管轄事務所Ｃ６６ 69 管轄事務所Ｃ６７ 70 管轄事務所Ｃ６８
71 管轄事務所Ｃ６９ 72 管轄事務所Ｃ７０ 73 管轄事務所Ｃ７１ 74 管轄事務所Ｃ７２ 75 管轄事務所Ｃ７３
76 管轄事務所Ｃ７４ 77 管轄事務所Ｃ７５ 78 管轄事務所Ｃ７６ 79 管轄事務所Ｃ７７ 80 管轄事務所Ｃ７８
81 管轄事務所Ｃ７９ 82 管轄事務所Ｃ８０ 83 管轄事務所Ｃ８１ 84 管轄事務所Ｃ８２ 85 管轄事務所Ｃ８３
86 管轄事務所Ｃ８４ 87 管轄事務所Ｃ８５ 88 管轄事務所Ｃ８６ 89 管轄事務所Ｃ８７ 90 管轄事務所Ｃ８８
91 管轄事務所Ｃ８９ 92 管轄事務所Ｃ９０ 93 管轄事務所Ｃ９１ 94 管轄事務所Ｃ９２ 95 管轄事務所Ｃ９３
96 管轄事務所Ｃ９４ 97 管轄事務所Ｃ９５ 98 管轄事務所Ｃ９６ 99 管轄事務所Ｃ９７ 100 管轄事務所Ｃ９８

101 管轄事務所Ｃ９９ 102 管轄事務所Ｃ１００ 103 市町村Ｃ０１ 104 市町村Ｃ０２ 105 市町村Ｃ０３
106 市町村Ｃ０４ 107 市町村Ｃ０５ 108 市町村Ｃ０６ 109 市町村Ｃ０７ 110 市町村Ｃ０８
111 市町村Ｃ０９ 112 市町村Ｃ１０ 113 市町村Ｃ１１ 114 市町村Ｃ１２ 115 市町村Ｃ１３
116 市町村Ｃ１４ 117 市町村Ｃ１５ 118 市町村Ｃ１６ 119 市町村Ｃ１７ 120 市町村Ｃ１８
121 市町村Ｃ１９ 122 市町村Ｃ２０ 123 市町村Ｃ２１ 124 市町村Ｃ２２ 125 市町村Ｃ２３
126 市町村Ｃ２４ 127 市町村Ｃ２５ 128 市町村Ｃ２６ 129 市町村Ｃ２７ 130 市町村Ｃ２８
131 市町村Ｃ２９ 132 市町村Ｃ３０ 133 市町村Ｃ３１ 134 市町村Ｃ３２ 135 市町村Ｃ３３
136 市町村Ｃ３４ 137 市町村Ｃ３５ 138 市町村Ｃ３６ 139 市町村Ｃ３７ 140 市町村Ｃ３８
141 市町村Ｃ３９ 142 市町村Ｃ４０ 143 市町村Ｃ４１ 144 市町村Ｃ４２ 145 市町村Ｃ４３
146 市町村Ｃ４４ 147 市町村Ｃ４５ 148 市町村Ｃ４６ 149 市町村Ｃ４７ 150 市町村Ｃ４８
151 市町村Ｃ４９ 152 市町村Ｃ５０ 153 市町村Ｃ５１ 154 市町村Ｃ５２ 155 市町村Ｃ５３
156 市町村Ｃ５４ 157 市町村Ｃ５５ 158 市町村Ｃ５６ 159 市町村Ｃ５７ 160 市町村Ｃ５８
161 市町村Ｃ５９ 162 市町村Ｃ６０ 163 市町村Ｃ６１ 164 市町村Ｃ６２ 165 市町村Ｃ６３
166 市町村Ｃ６４ 167 市町村Ｃ６５ 168 市町村Ｃ６６ 169 市町村Ｃ６７ 170 市町村Ｃ６８
171 市町村Ｃ６９ 172 市町村Ｃ７０ 173 市町村Ｃ７１ 174 市町村Ｃ７２ 175 市町村Ｃ７３
176 市町村Ｃ７４ 177 市町村Ｃ７５ 178 市町村Ｃ７６ 179 市町村Ｃ７７ 180 市町村Ｃ７８
181 市町村Ｃ７９ 182 市町村Ｃ８０ 183 市町村Ｃ８１ 184 市町村Ｃ８２ 185 市町村Ｃ８３
186 市町村Ｃ８４ 187 市町村Ｃ８５ 188 市町村Ｃ８６ 189 市町村Ｃ８７ 190 市町村Ｃ８８
191 市町村Ｃ８９ 192 市町村Ｃ９０ 193 市町村Ｃ９１ 194 市町村Ｃ９２ 195 市町村Ｃ９３
196 市町村Ｃ９４ 197 市町村Ｃ９５ 198 市町村Ｃ９６ 199 市町村Ｃ９７ 200 市町村Ｃ９８
201 市町村Ｃ９９ 202 市町村Ｃ１００ 203 市町村有無Ｆ０１ 204 市町村有無Ｆ０２ 205 市町村有無Ｆ０３
206 市町村有無Ｆ０４ 207 市町村有無Ｆ０５ 208 市町村有無Ｆ０６ 209 市町村有無Ｆ０７ 210 市町村有無Ｆ０８
211 市町村有無Ｆ０９ 212 市町村有無Ｆ１０ 213 市町村有無Ｆ１１ 214 市町村有無Ｆ１２ 215 市町村有無Ｆ１３
216 市町村有無Ｆ１４ 217 市町村有無Ｆ１５ 218 市町村有無Ｆ１６ 219 市町村有無Ｆ１７ 220 市町村有無Ｆ１８
221 市町村有無Ｆ１９ 222 市町村有無Ｆ２０ 223 市町村有無Ｆ２１ 224 市町村有無Ｆ２２ 225 市町村有無Ｆ２３
226 市町村有無Ｆ２４ 227 市町村有無Ｆ２５ 228 市町村有無Ｆ２６ 229 市町村有無Ｆ２７ 230 市町村有無Ｆ２８
231 市町村有無Ｆ２９ 232 市町村有無Ｆ３０ 233 市町村有無Ｆ３１ 234 市町村有無Ｆ３２ 235 市町村有無Ｆ３３
236 市町村有無Ｆ３４ 237 市町村有無Ｆ３５ 238 市町村有無Ｆ３６ 239 市町村有無Ｆ３７ 240 市町村有無Ｆ３８
241 市町村有無Ｆ３９ 242 市町村有無Ｆ４０ 243 市町村有無Ｆ４１ 244 市町村有無Ｆ４２ 245 市町村有無Ｆ４３
246 市町村有無Ｆ４４ 247 市町村有無Ｆ４５ 248 市町村有無Ｆ４６ 249 市町村有無Ｆ４７ 250 市町村有無Ｆ４８
251 市町村有無Ｆ４９ 252 市町村有無Ｆ５０ 253 市町村有無Ｆ５１ 254 市町村有無Ｆ５２ 255 市町村有無Ｆ５３
256 市町村有無Ｆ５４ 257 市町村有無Ｆ５５ 258 市町村有無Ｆ５６ 259 市町村有無Ｆ５７ 260 市町村有無Ｆ５８
261 市町村有無Ｆ５９ 262 市町村有無Ｆ６０ 263 市町村有無Ｆ６１ 264 市町村有無Ｆ６２ 265 市町村有無Ｆ６３
266 市町村有無Ｆ６４ 267 市町村有無Ｆ６５ 268 市町村有無Ｆ６６ 269 市町村有無Ｆ６７ 270 市町村有無Ｆ６８
271 市町村有無Ｆ６９ 272 市町村有無Ｆ７０ 273 市町村有無Ｆ７１ 274 市町村有無Ｆ７２ 275 市町村有無Ｆ７３
276 市町村有無Ｆ７４ 277 市町村有無Ｆ７５ 278 市町村有無Ｆ７６ 279 市町村有無Ｆ７７ 280 市町村有無Ｆ７８
281 市町村有無Ｆ７９ 282 市町村有無Ｆ８０ 283 市町村有無Ｆ８１ 284 市町村有無Ｆ８２ 285 市町村有無Ｆ８３
286 市町村有無Ｆ８４ 287 市町村有無Ｆ８５ 288 市町村有無Ｆ８６ 289 市町村有無Ｆ８７ 290 市町村有無Ｆ８８
291 市町村有無Ｆ８９ 292 市町村有無Ｆ９０ 293 市町村有無Ｆ９１ 294 市町村有無Ｆ９２ 295 市町村有無Ｆ９３
296 市町村有無Ｆ９４ 297 市町村有無Ｆ９５ 298 市町村有無Ｆ９６ 299 市町村有無Ｆ９７ 300 市町村有無Ｆ９８
301 市町村有無Ｆ９９ 302 市町村有無Ｆ１００

【ＷＨＭ別表５の２等】
1 税目Ｃ                        2 整理番号                      3 期別                          4 調定区分Ｃ                    5 登録年月日                    
6 科目Ｃ                        7 還付先納税者番号              8 当初整理番号                  9 申告年月日                    10 別表５の２報酬給与額          

11 別表５の２純支払利子          12 別表５の２純支払賃借料        13 別表５の２単年度損益          14 別表５の２期末資本金額        15 別表５の２期末資本金合算額    
16 別表５の２期末資本積立金額    17 別表５の２資本等の金額        18 別表５の２控除額計算          19 雇用者給与等支給増加額        20 総額計算報酬給与額            
21 総額計算純支払利子            22 総額計算純支払賃借料          23 総額計算単年度損益            24 外国事業報酬給与額            25 外国事業純支払利子            
26 外国事業純支払賃借料          27 外国事業単年度損益            28 外国事業計算方法              29 外国事業従業者数              30 外国事業総従業者数            
31 林業報酬給与額                32 林業純支払利子                33 林業純支払賃借料              34 鉱物報酬給与額                35 鉱物純支払利子                
36 鉱物純支払賃借料              37 農業報酬給与額                38 農業純支払利子                39 農業純支払賃借料              40 鉱物精報酬給与額              
41 鉱物精純支払利子              42 鉱物精純支払賃借料            43 鉱物収入買鉱差引額            44 鉱物鉱物価格                  45 資本等の金額                  
46 収入金以外従業者数            47 総従業者数                    48 特定内国法人資本等の金額      49 特定内国法人特定子会社控除額  50 特定内国法人外国事業控除額    
51 特定内国法人非課税従業者数    52 特定内国法人国内従業者数      53 特例適用対象法人資本等の金額  54 特例対象法人第７２条１号加算  55 特例対象法人第９条控除額      
56 特例対象法人資本金の額        57 特例対象法人資本準備金        58 特例適用対象法人資本金の額    59 特例対象法人第９条第１項の額  60 特例法人課標特例控除割合分子  
61 特例法人課標特例控除割合分母  62 特例適用対象法人帳簿価格      63 特例適用対象法人総資産価格    64 特例課税標準特例控除額        65 外国法人資本等の金額          
66 外国法人外国従業者数          67 外国法人総従業者数            68 外国法人非課税収入金従業者数  69 外国法人国内従業者数          70 役員使用人給与計              
71 加算又は減算                  72 掛金                          73 控除額                        74 派遣をした者支払計            75 労働者派遣報酬給与            
76 派遣を受けた者支払計          77 支払利子                      78 受取利子                      79 支払賃借料                    80 受取賃借料                    

【ＷＨＭ法人異動】
1 当初整理番号 2 通番 3 異動区分Ｃ 4 異動年月日 5 異動前決算期１
6 異動前決算期２ 7 異動後決算期１ 8 異動後決算期２

【ＷＨＭ法人基本】
1 登録年月日 2 事務所Ｃ 3 税務署Ｃ 4 整理番号 5 当初整理番号
6 旧整理番号 7 資本金 8 積立金 9 決算月日１ 10 決算月日２

11 法人区分Ｃ 12 分割区分Ｃ 13 課税標準区分Ｃ 14 自主調査Ｃ 15 見込対象Ｆ
16 延長事月数 17 延長県月数 18 災害県延長開始年月日 19 災害県延長終了年月日 20 納税者番号
21 納税者宛先番号 22 課税場所納税者番号 23 課税場所納税者宛先番号 24 代表者名 25 送付先Ｃ
26 申告書送付先納税者番号 27 申告書送付先納税者宛先番号 28 連結納税Ｃ 29 ＳＰＣ整理番号 30 合併整理番号
31 合併納税者番号 32 合併納税者宛先番号 33 引継引受Ｆ 34 引継整理番号 35 引継年月日
36 引受整理番号 37 引受年月日 38 解散年月日 39 清算開始事業年度始期 40 清算開始事業年度終期
41 清算結了事業年度始期 42 清算結了事業年度終期 43 関与税理士 44 異動番号 45 信託番号
46 産業中分類Ｃ 47 法人状態Ｃ 48 検索用代表者名

【ＷＨＭ法人減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 当初整理番号 17 事減額額 18 事所得割減額額 19 事付加価値割減額額 20 事資本割減額額
21 事収入割減額額 22 事超過減額額 23 事所得割超過減額額 24 事付加価値割超過減額額 25 事資本割超過減額額
26 事収入割超過減額額 27 県税割減額額 28 県均等割減額額 29 県税割超過減額額 30 県均等割超過減額額
31 特所得割減額額 32 特収入割減額額



【ＷＨＭ法人調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告期限 10 申告年月日

11 調定年月日 12 法定納期限 13 納期限 14 災害延長納期限 15 指定納期限
16 災害延長指定納期限 17 特例災害延長期限 18 商法延長納期限 19 繰上徴収年月日 20 更新年月日
21 誤謬済Ｆ 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 統計年度 25 統計年月
26 納付番号 27 調定指示状態Ｃ 28 当初整理番号 29 事業年度終期 30 現過区分Ｃ
31 資本金 32 積立金 33 資本準備金 34 強制保留Ｃ 35 保留期限
36 更正決定理由Ｃ 37 更正決定年月日 38 更正決定通知日 39 更正請求年月日 40 国税処理区分Ｃ
41 国税申告年月日 42 修正申告提出期限 43 確定申告年月日 44 決議書等出力年月日 45 納税告知書発付日
46 他県通知年月日 47 資本金区分Ｃ 48 分割区分Ｃ 49 利子割番号

【ＷＨＭ法人調定加算金】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 本税調定区分Ｃ 9 本税登録年月日 10 事務所Ｃ

11 申告期限 12 申告年月日 13 調定年月日 14 法定納期限 15 納期限
16 災害延長納期限 17 指定納期限 18 災害延長指定納期限 19 特例災害延長期限 20 商法延長納期限
21 繰上徴収年月日 22 更新年月日 23 誤謬済Ｆ 24 誤謬調定区分Ｃ 25 誤謬登録年月日
26 統計年度 27 統計年月 28 統計件数 29 納付番号 30 調定指示状態Ｃ
31 調定額合計 32 事業税調定額 33 特別税調定額 34 減額可能額合計 35 事業税減額可能額
36 特別税減額可能額 37 過年度減額額合計 38 事業税過年度減額額 39 特別税過年度減額額 40 過年度減額件数
41 今回加算金額合計 42 事業税今回加算金額 43 特別税今回加算金額 44 当初整理番号 45 事業年度終期
46 現過区分Ｃ 47 強制保留Ｃ 48 更正決定年月日 49 更正決定通知日 50 国税処理区分Ｃ
51 国税申告年月日 52 確定申告年月日 53 決議書等出力年月日 54 納税告知書発付日 55 他県通知年月日
56 分割区分Ｃ 57 課税標準額所得割今回 58 課税標準額付加価値割今回 59 課税標準額資本割今回 60 課税標準額収入割今回
61 課税標準額所得割前回 62 課税標準額付加価値割前回 63 課税標準額資本割前回 64 課税標準額収入割前回 65 重加対象所得割
66 重加対象付加価値割 67 重加対象資本割 68 重加対象収入割 69 正当増差額所得割 70 正当増差額付加価値割
71 正当増差額資本割 72 正当増差額収入割 73 今回増差分所得割累計 74 今回増差分付加価値割累計 75 今回増差分資本割累計
76 今回増差分収入割累計 77 重加対象所得割累計 78 重加対象付加価値割累計 79 重加対象資本割累計 80 重加対象収入割累計
81 正当増差額所得割累計 82 正当増差額付加価値割累計 83 正当増差額資本割累計 84 正当増差額収入割累計 85 重加以外に基づく所得税額
86 重加以外に基づく付加価値税額 87 重加以外に基づく資本税額 88 重加以外に基づく収入税額 89 重加以外に基づく特別税所得税額 90 重加以外に基づく特別税収入税額
91 正当増差分所得税額 92 正当増差分付加価値税額 93 正当増差分資本税額 94 正当増差分収入税額 95 正当増差分特別税所得税額
96 正当増差分特別税収入税額 97 今回税額事業税 98 今回税額特別税 99 今回増差税額事業税 100 今回増差税額特別税

101 加算金対象税額 102 加算金率 103 加算金額合計 104 期限内申告税額調整 105 加重加算金対象税額
106 加重計算控除税額 107 加重計算対象税額 108 加重加算金率 109 加重加算金額 110 加算金手入力Ｆ
111 加算金調整Ｆ 112 加算金按分率

【ＷＨＭ利子割明細】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 利子割番号 9 当初整理番号 10 都道府県Ｃ０１

11 都道府県Ｃ０２ 12 都道府県Ｃ０３ 13 都道府県Ｃ０４ 14 都道府県Ｃ０５ 15 都道府県Ｃ０６
16 都道府県Ｃ０７ 17 都道府県Ｃ０８ 18 都道府県Ｃ０９ 19 都道府県Ｃ１０ 20 都道府県Ｃ１１
21 都道府県Ｃ１２ 22 都道府県Ｃ１３ 23 都道府県Ｃ１４ 24 都道府県Ｃ１５ 25 都道府県Ｃ１６
26 都道府県Ｃ１７ 27 都道府県Ｃ１８ 28 都道府県Ｃ１９ 29 都道府県Ｃ２０ 30 都道府県Ｃ２１
31 都道府県Ｃ２２ 32 都道府県Ｃ２３ 33 都道府県Ｃ２４ 34 都道府県Ｃ２５ 35 都道府県Ｃ２６
36 都道府県Ｃ２７ 37 都道府県Ｃ２８ 38 都道府県Ｃ２９ 39 都道府県Ｃ３０ 40 都道府県Ｃ３１
41 都道府県Ｃ３２ 42 都道府県Ｃ３３ 43 都道府県Ｃ３４ 44 都道府県Ｃ３５ 45 都道府県Ｃ３６
46 都道府県Ｃ３７ 47 都道府県Ｃ３８ 48 都道府県Ｃ３９ 49 都道府県Ｃ４０ 50 都道府県Ｃ４１
51 都道府県Ｃ４２ 52 都道府県Ｃ４３ 53 都道府県Ｃ４４ 54 都道府県Ｃ４５ 55 都道府県Ｃ４６
56 都道府県Ｃ４７ 57 利子割額０１ 58 利子割額０２ 59 利子割額０３ 60 利子割額０４
61 利子割額０５ 62 利子割額０６ 63 利子割額０７ 64 利子割額０８ 65 利子割額０９
66 利子割額１０ 67 利子割額１１ 68 利子割額１２ 69 利子割額１３ 70 利子割額１４
71 利子割額１５ 72 利子割額１６ 73 利子割額１７ 74 利子割額１８ 75 利子割額１９
76 利子割額２０ 77 利子割額２１ 78 利子割額２２ 79 利子割額２３ 80 利子割額２４
81 利子割額２５ 82 利子割額２６ 83 利子割額２７ 84 利子割額２８ 85 利子割額２９
86 利子割額３０ 87 利子割額３１ 88 利子割額３２ 89 利子割額３３ 90 利子割額３４
91 利子割額３５ 92 利子割額３６ 93 利子割額３７ 94 利子割額３８ 95 利子割額３９
96 利子割額４０ 97 利子割額４１ 98 利子割額４２ 99 利子割額４３ 100 利子割額４４

101 利子割額４５ 102 利子割額４６ 103 利子割額４７ 104 利子差額０１ 105 利子差額０２
106 利子差額０３ 107 利子差額０４ 108 利子差額０５ 109 利子差額０６ 110 利子差額０７
111 利子差額０８ 112 利子差額０９ 113 利子差額１０ 114 利子差額１１ 115 利子差額１２
116 利子差額１３ 117 利子差額１４ 118 利子差額１５ 119 利子差額１６ 120 利子差額１７
121 利子差額１８ 122 利子差額１９ 123 利子差額２０ 124 利子差額２１ 125 利子差額２２
126 利子差額２３ 127 利子差額２４ 128 利子差額２５ 129 利子差額２６ 130 利子差額２７
131 利子差額２８ 132 利子差額２９ 133 利子差額３０ 134 利子差額３１ 135 利子差額３２
136 利子差額３３ 137 利子差額３４ 138 利子差額３５ 139 利子差額３６ 140 利子差額３７
141 利子差額３８ 142 利子差額３９ 143 利子差額４０ 144 利子差額４１ 145 利子差額４２
146 利子差額４３ 147 利子差額４４ 148 利子差額４５ 149 利子差額４６ 150 利子差額４７
151 錯誤区分Ｃ 152 出力年月

【ＷＨT課税標準額等通知情報】
1 是認処理日 2 団体間回送発行番号 3 是認Ｆ 4 受付日 5 手続ＩＤ
6 様式ＩＤ 7 税目Ｃ 8 整理番号 9 期別 10 調定区分Ｃ

11 登録年月日 12 科目Ｃ 13 還付先納税者番号 14 納税者ＩＤ 15 法人番号
16 事業年度ー自 17 事業年度ー至 18 税務官署の通知年月日 19 法人税申告年月日 20 税務官署の処理区分
21 税務官署の申告区分 22 申告処理区分 23 減額更正の理由 24 加算金科目Ｃ 25 加算金対象所得金額
26 加算金対象付加価値額 27 加算金対象資本金額 28 加算金対象収入金額 29 過少申告加算税額 30 無申告加算税額
31 重加算税額 32 重加算税対象所得金額 33 税額控除超過ー都道府県 34 税額控除超過ー市町村 35 外税控除ー都道府県
36 外税控除ー市町村 37 控除対象所得ー都道府県 38 控除対象所得ー市町村 39 従業者総数ー都道府県 40 従業者総数ー市町村
41 対象所得金額ー仮装 42 対象付加価値額ー仮装 43 対象資本等金額ー仮装 44 対象収入金額ー仮装 45 対象法人税額ー仮装
46 対象所得金額ー租税 47 対象付加価値額ー租税 48 対象資本等金額ー租税 49 対象収入金額ー租税 50 対象法人税額ー租税
51 軌道又は鉄道の売上高 52 その他部門の売上高 53 特定寄附金の合計額 54 欠損事業年度の所得金額 55 電話番号
56 課税番号 57 備考

【ＷＨＴツール申告書】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 申告年月日 5 事務所Ｃ
6 所得金額総額 7 年４００万円以下 8 年４００万円年８００万円 9 年８００万円超 10 計

11 軽減税率不適用法人の金額 12 付加価値額総額３３ 13 付加価値額３４ 14 資本金等の額総額３５ 15 資本金等の額３６
16 収入金額総額３７ 17 収入金額３８ 18 所得金額総額３９ 19 所得金額４０ 20 付加価値額総額４１
21 付加価値額４２ 22 資本金等の額総額４３ 23 資本金等の額４４ 24 収入金額総額４５ 25 収入金額４６
26 合計事業税額４７ 27 事特定控除 28 事仮装控除 29 差引事業税額 30 既納付事業税額
31 事租税控除 32 納付すべき事業税額 33 所得割５４ 34 付加価値割５５ 35 資本割５６
36 収入割５７ 37 所得割５８ 38 付加価値割５９ 39 資本割６０ 40 収入割６１
41 事見込納付額 42 事差引 43 特別法人事業税額６４ 44 特別法人事業税額６５ 45 特別法人事業税額６６
46 合計特別法人事業税額 47 特仮装控除 48 差引特別税 49 既納付特別法人事業税額 50 特租税控除
51 納付すべき特事業税額 52 特見込納付額 53 特差引 54 税額２８ 55 税額２９
56 税額３０ 57 税額３１ 58 税額３２ 59 税額３４ 60 税額３６
61 税額３８ 62 税額４０ 63 税額４２ 64 税額４４ 65 税額４６
66 税額６４ 67 税額６５ 68 税額６６ 69 分割区分Ｃ 70 整合性チェックＦ
71 整合性チェック年月日 72 システム登録年月日 73 他県送信日

【ＷＨＴツール１別表５】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 申告年月日 5 科目Ｃ
6 事法人税所得金額 7 事務所Ｃ 8 所得計算区分Ｃ１ 9 所得計算金額１ 10 所得計算区分Ｃ２

11 所得計算金額２ 12 所得計算区分Ｃ３ 13 所得計算金額３ 14 所得計算区分Ｃ４ 15 所得計算金額４
16 所得計算区分Ｃ５ 17 所得計算金額５ 18 所得計算区分Ｃ６ 19 所得計算金額６ 20 所得計算区分Ｃ７
21 所得計算金額７ 22 所得計算区分Ｃ８ 23 所得計算金額８ 24 加算コード小計 25 所得計算区分Ｃ９
26 所得計算金額９ 27 所得計算区分Ｃ１０ 28 所得計算金額１０ 29 所得計算区分Ｃ１１ 30 所得計算金額１１
31 所得計算区分Ｃ１２ 32 所得計算金額１２ 33 所得計算区分Ｃ１３ 34 所得計算金額１３ 35 所得計算区分Ｃ１４
36 所得計算金額１４ 37 所得計算区分Ｃ１５ 38 所得計算金額１５ 39 減算コード小計 40 仮計
41 外国事業に帰属する所得 42 益金歳入受取配当 43 再仮計 44 林業に係る所得 45 鉱物の採掘
46 社会保険等の医療所得 47 農事組合法人 48 非課税所得小計 49 所得金額差引計 50 前５年以内の繰越欠損金
51 私財提供 52 所得金額再差引計 53 医療法人収入金額按分 54 社会保険分医療収入金額計 55 その他収入小計
56 その他事業収入小計 57 医療事業総収入 58 医療事業所得金額 59 その他事業所得金額 60 土地譲渡益等
61 社会保険分所得金額 62 当期分所得金額 63 前５年以内繰越欠損等 64 課税標準所得金額　 65 分割区分Ｃ

【ＷＨＴツール３別表５】



1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 申告年月日 5 科目Ｃ
6 事法人税所得金額 7 事務所Ｃ 8 所得計算区分Ｃ１ 9 所得計算金額１ 10 所得計算区分Ｃ２

11 所得計算金額２ 12 所得計算区分Ｃ３ 13 所得計算金額３ 14 所得計算区分Ｃ４ 15 所得計算金額４
16 所得計算区分Ｃ５ 17 所得計算金額５ 18 所得計算区分Ｃ６ 19 所得計算金額６ 20 所得計算区分Ｃ７
21 所得計算金額７ 22 所得計算区分Ｃ８ 23 所得計算金額８ 24 加算コード小計 25 所得計算区分Ｃ９
26 所得計算金額９ 27 所得計算区分Ｃ１０ 28 所得計算金額１０ 29 所得計算区分Ｃ１１ 30 所得計算金額１１
31 所得計算区分Ｃ１２ 32 所得計算金額１２ 33 所得計算区分Ｃ１３ 34 所得計算金額１３ 35 所得計算区分Ｃ１４
36 所得計算金額１４ 37 所得計算区分Ｃ１５ 38 所得計算金額１５ 39 減算コード小計 40 仮計
41 外国事業に帰属する所得 42 益金歳入受取配当 43 再仮計 44 林業に係る所得 45 鉱物の採掘
46 社会保険等の医療所得 47 農事組合法人 48 非課税所得小計 49 所得金額差引計 50 前５年以内の繰越欠損金
51 私財提供 52 所得金額再差引計 53 医療法人収入金額按分 54 社会保険分医療収入金額計 55 その他収入小計
56 その他事業収入小計 57 医療事業総収入 58 医療事業所得金額 59 その他事業所得金額 60 土地譲渡益等
61 社会保険分所得金額 62 当期分所得金額 63 前５年以内繰越欠損等 64 課税標準所得金額　 65 分割区分Ｃ

【ＷＨＴツール１別表５の２等】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 申告年月日 5 科目Ｃ
6 別表５の２報酬給与額 7 別表５の２純支払利子 8 別表５の２純支払賃借料 9 別表５の２単年度損益 10 別表５の２期末資本金額

11 別表５の２期末資本金合算額 12 別表５の２期末資本積立金額 13 別表５の２資本等の金額 14 別表５の２控除額計算 15 雇用者給与等支給増加額
16 総額計算報酬給与額 17 総額計算純支払利子 18 総額計算純支払賃借料 19 総額計算単年度損益 20 外国事業報酬給与額
21 外国事業純支払利子 22 外国事業純支払賃借料 23 外国事業単年度損益 24 外国事業計算方法 25 外国事業従業者数
26 外国事業総従業者数 27 林業報酬給与額 28 林業純支払利子 29 林業純支払賃借料 30 鉱物報酬給与額
31 鉱物純支払利子 32 鉱物純支払賃借料 33 農業報酬給与額 34 農業純支払利子 35 農業純支払賃借料
36 鉱物精報酬給与額 37 鉱物精純支払利子 38 鉱物精純支払賃借料 39 鉱物収入買鉱差引額 40 鉱物鉱物価格
41 資本等の金額 42 収入金以外従業者数 43 総従業者数 44 特定内国法人資本等の金額 45 特定内国法人特定子会社控除額
46 特定内国法人外国事業控除額 47 特定内国法人非課税従業者数 48 特定内国法人国内従業者数 49 特例適用対象法人資本等の金額 50 特例対象法人第７２条１号加算
51 特例対象法人第９条控除額 52 特例対象法人資本金の額 53 特例対象法人資本準備金 54 特例適用対象法人資本金の額 55 特例対象法人第９条第１項の額
56 特例法人課標特例控除割合分子 57 特例法人課標特例控除割合分母 58 特例適用対象法人帳簿価格 59 特例適用対象法人総資産価格 60 特例課税標準特例控除額
61 外国法人資本等の金額 62 外国法人外国従業者数 63 外国法人総従業者数 64 外国法人非課税収入金従業者数 65 外国法人国内従業者数
66 役員使用人給与計 67 加算又は減算 68 掛金 69 控除額 70 派遣をした者支払計
71 労働者派遣報酬給与 72 派遣を受けた者支払計 73 支払利子 74 受取利子 75 支払賃借料
76 受取賃借料 77 課税標準資本金等金額 78 所得等課税期末従業者数 79 収入金額等課税期末従業者数 80 計
81 分割区分Ｃ

【ＷＨＴツール３別表５の２等】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 申告年月日 5 科目Ｃ
6 別表５の２報酬給与額 7 別表５の２純支払利子 8 別表５の２純支払賃借料 9 別表５の２単年度損益 10 別表５の２期末資本金額

11 別表５の２期末資本金合算額 12 別表５の２期末資本積立金額 13 別表５の２資本等の金額 14 別表５の２控除額計算 15 雇用者給与等支給増加額
16 総額計算報酬給与額 17 総額計算純支払利子 18 総額計算純支払賃借料 19 総額計算単年度損益 20 外国事業報酬給与額
21 外国事業純支払利子 22 外国事業純支払賃借料 23 外国事業単年度損益 24 外国事業計算方法 25 外国事業従業者数
26 外国事業総従業者数 27 林業報酬給与額 28 林業純支払利子 29 林業純支払賃借料 30 鉱物報酬給与額
31 鉱物純支払利子 32 鉱物純支払賃借料 33 農業報酬給与額 34 農業純支払利子 35 農業純支払賃借料
36 鉱物精報酬給与額 37 鉱物精純支払利子 38 鉱物精純支払賃借料 39 鉱物収入買鉱差引額 40 鉱物鉱物価格
41 資本等の金額 42 収入金以外従業者数 43 総従業者数 44 特定内国法人資本等の金額 45 特定内国法人特定子会社控除額
46 特定内国法人外国事業控除額 47 特定内国法人非課税従業者数 48 特定内国法人国内従業者数 49 特例適用対象法人資本等の金額 50 特例対象法人第７２条１号加算
51 特例対象法人第９条控除額 52 特例対象法人資本金の額 53 特例対象法人資本準備金 54 特例適用対象法人資本金の額 55 特例対象法人第９条第１項の額
56 特例法人課標特例控除割合分子 57 特例法人課標特例控除割合分母 58 特例適用対象法人帳簿価格 59 特例適用対象法人総資産価格 60 特例課税標準特例控除額
61 外国法人資本等の金額 62 外国法人外国従業者数 63 外国法人総従業者数 64 外国法人非課税収入金従業者数 65 外国法人国内従業者数
66 役員使用人給与計 67 加算又は減算 68 掛金 69 控除額 70 派遣をした者支払計
71 労働者派遣報酬給与 72 派遣を受けた者支払計 73 支払利子 74 受取利子 75 支払賃借料
76 受取賃借料 77 課税標準資本金等金額 78 所得等課税期末従業者数 79 収入金額等課税期末従業者数 80 計
81 分割区分Ｃ

【ＷＨＴ予定申告対象】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 当初整理番号 9 事業年度終期 10 県税割超過Ｆ

11 県均等割超過Ｆ 12 県法人税割前年当初調定額 13 県法人税割調定額 14 県均等割調定額 15 県法人税割税率
16 県法人税割超過課税額 17 県均等割超過課税額 18 所得割額前年当初調定額 19 付加価値割額前年当初調定額 20 資本割額前年当初調定額
21 収入割額前年当初調定額 22 特別税所得割前年調定額 23 特別税収入割前年調定額 24 事所得超過Ｆ 25 事付加価値超過Ｆ
26 事資本等超過Ｆ 27 事収入超過Ｆ 28 事所得金調定額 29 事付加価値金調定額 30 事資本等金調定額
31 事収入金調定額 32 特所得割調定額 33 特収入割調定額 34 事所得割超過課税額 35 事付加価値割超過課税額
36 事資本割超過課税額 37 事収入割超過課税額 38 申告処理年月日 39 申告事由Ｃ 40 納税者番号
41 プレプリント年月

【ＷＩＭ宛先】
1 納税者番号 2 宛先番号 3 表示順 4 宛先名称 5 都道府県Ｃ
6 市町村Ｃ 7 町字Ｃ 8 丁目Ｃ 9 番地 10 号

11 方書 12 郵便番号 13 電話番号 14 ＦＡＸ番号 15 携帯電話番号
16 住所状態Ｃ 17 転居先宛先番号

【ＷＩＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＩＭ業務メモ】
1 納税者番号 2 業務メモ 3 性別Ｃ 4 個人番号 5 法人番号

【ＷＩＭ検索用納税者】
1 納税者番号 2 検索用名称漢字 3 検索用名称カナ

【ＷＩＭ口座管理】
1 納税者番号 2 管理番号 3 本店Ｃ 4 支店Ｃ 5 預金種別
6 口座番号 7 口座名義人 8 口座使用実績Ｃ 9 口座使用禁止Ｃ  10 ゆうちょ銀行Ｆ  

11 通帳記号        12 通帳番号        13 自税口振Ｃ      14 個事口振Ｃ      15 還付Ｃ          

【ＷＩＭ税目関与】
1 納税者番号 2 宛先番号 3 対象Ｃ 4 事務所Ｃ 5 税目Ｃ
6 業務詳細Ｃ 7 有効Ｆ

【ＷＩＭ納税者基本】
1 納税者番号 2 検索用名称カナ 3 検索用名称漢字 4 名称カナ 5 名称漢字
6 納税者Ｃ 7 組織Ｃ 8 表示位置Ｃ 9 生年月日 10 還付口座管理番号

11 現況Ｃ 12 統合先納税者番号 13 統合年月日 14 滞納整理Ｃ 15 統合予定Ｆ

【ＷＩＭ名寄せ対象外】
1 納税者番号Ａ 2 納税者番号Ｂ 3 検索用名称漢字

【ＷＩＭ優先税目管理】
1 納税者番号 2 宛先番号 3 優先税目Ｃ 4 業務詳細Ｃ 5 優先事務所Ｃ



【ＷＩＭ優先税目判定】
1 既存業務詳細Ｃ 2 更新業務詳細Ｃ 3 優先判定Ｃ

【ＷＩＭ類似漢字変換】
1 検索文字 2 一般的漢字

【ＷＩＭマイナンバー管理】
1 納税者番号              2 業務利用番号            3 マイナンバー            4 団体内統合宛名番号      5 納税者Ｃ                
6 真正性区分              7 真正性取得年月日        8 登録区分                9 非公開Ｆ                10 住基依頼Ｃ              

11 住基依頼Ｃ年月日        12 統合宛名依頼Ｃ          13 統合宛名依頼Ｃ年月日    14 統合宛名登録Ｃ          15 統合宛名登録Ｃ年月日    

【ＷＩＭ機関コード管理】
1 都道府県Ｃ      2 市町村Ｃ        3 利用開始年月日  4 利用終了年月日  5 機関コード      
6 機関名称        

【ＷＩＭＤＶ設定】
1 納税者番号 2 ＤＶ設定Ｃ 

【ＷＩＴ個人情報表示履歴】
1 納税者番号 2 担当者Ｃ   3 処理年月日 4 処理時間   5 業務区分   
6 処理区分   

【ＷＩＴ現況確認】
1 納税者番号 2 処理分類   3 事務所Ｃ   4 登録日     5 抽出日     
6 結果取得日 

【ＷＩＴ情報照会依頼】
1 納税者番号                     2 処理分類                       3 処理年月日                     4 レコード識別番号               5 部署コード                     
6 ユーザＩＤ                     7 情報照会者機関コード           8 個人番号                       9 登録業務コード                 10 業務利用番号                   

11 団体内統合宛名番号             12 照会側不開示コード             13 事務コード                     14 事務手続コード                 15 情報照会者機関コード委任元     
16 情報提供者機関コード委任元     17 情報提供者機関コード           18 特定個人情報名コード           19 情報照会条件区分               20 情報照会条件開始               
21 情報照会条件終了               22 項目コード指定エリア           

【ＷＩＴ情報照会結果】
1 納税者番号                       2 処理分類                         3 処理年月日                       4 レコード識別番号                 5 レコード識別子連番               
6 処理結果コード                   7 エラーコード                     8 処理結果区分                     9 処理結果詳細コード               10 処理結果メッセージ               

11 情報提供者機関コード             12 情報提供者機関コード委任元       13 受付日時                         14 提供の求めの日時                 15 有効期間終了日                   
16 照会ステータス明細               17 取りやめ日時                     18 取りやめ事由コード               19 照会処理結果メッセージ           20 団体内統合宛名番号               
21 事務コード                       22 事務手続コード                   23 特定個人情報名コード             24 情報照会条件                     25 照会ステータス特定個人           
26 提供の日時                       27 不開示コード                     28 特定照会処理結果メッセージ       29 特定個人情報の版番号             30 提供データ                       

【ＷＩＴ情報提供】
1 納税者番号               2 処理分類                 3 処理年月日               4 レコード識別番号         5 レコード識別子連番       
6 部署コード               7 ユーザＩＤ               8 情報提供者機関コード     9 登録削除区分             10 個人番号                 

11 登録業務コード           12 業務利用番号             13 団体内統合宛名番号       14 特定個人情報名コード     15 識別項目コード           
16 レコードのキー           17 特定個人情報の版番号     18 親レコードのキー         19 公開開始日               20 公開終了日               
21 行政区コード             22 副本データ               23 処理結果コード           24 エラーコード             25 処理結果区分             
26 処理結果詳細コード       27 処理結果メッセージ       

【ＷＩＴ個人番号利用履歴】
1 納税者番号 2 処理年月日 3 処理時刻  4 連携先    5 提供区分  
6 件数      

【ＷＩＴＤＶ住所情報表示履歴】
1 納税者番号 2 担当者Ｃ   3 処理年月日 4 処理時間   5 業務区分   
6 処理区分   



【ＷＩＴ納税者統合分離】
1 統合先納税者番号 2 被統合納税者番号 3 税目Ｃ０１ 4 関与税目有無０１０１ 5 チェック０１０１
6 関与税目有無０１０２ 7 チェック０１０２ 8 関与税目有無０１０３ 9 チェック０１０３ 10 関与税目有無０１０４

11 チェック０１０４ 12 関与税目有無０１０５ 13 チェック０１０５ 14 関与税目有無０１０６ 15 チェック０１０６
16 関与税目有無０１０７ 17 チェック０１０７ 18 関与税目有無０１０８ 19 チェック０１０８ 20 関与税目有無０１０９
21 チェック０１０９ 22 税目Ｃ０２ 23 関与税目有無０２０１ 24 チェック０２０１ 25 関与税目有無０２０２
26 チェック０２０２ 27 関与税目有無０２０３ 28 チェック０２０３ 29 関与税目有無０２０４ 30 チェック０２０４
31 関与税目有無０２０５ 32 チェック０２０５ 33 関与税目有無０２０６ 34 チェック０２０６ 35 関与税目有無０２０７
36 チェック０２０７ 37 関与税目有無０２０８ 38 チェック０２０８ 39 関与税目有無０２０９ 40 チェック０２０９
41 税目Ｃ０３ 42 関与税目有無０３０１ 43 チェック０３０１ 44 関与税目有無０３０２ 45 チェック０３０２
46 関与税目有無０３０３ 47 チェック０３０３ 48 関与税目有無０３０４ 49 チェック０３０４ 50 関与税目有無０３０５
51 チェック０３０５ 52 関与税目有無０３０６ 53 チェック０３０６ 54 関与税目有無０３０７ 55 チェック０３０７
56 関与税目有無０３０８ 57 チェック０３０８ 58 関与税目有無０３０９ 59 チェック０３０９ 60 税目Ｃ０４
61 関与税目有無０４０１ 62 チェック０４０１ 63 関与税目有無０４０２ 64 チェック０４０２ 65 関与税目有無０４０３
66 チェック０４０３ 67 関与税目有無０４０４ 68 チェック０４０４ 69 関与税目有無０４０５ 70 チェック０４０５
71 関与税目有無０４０６ 72 チェック０４０６ 73 関与税目有無０４０７ 74 チェック０４０７ 75 関与税目有無０４０８
76 チェック０４０８ 77 関与税目有無０４０９ 78 チェック０４０９ 79 税目Ｃ０５ 80 関与税目有無０５０１
81 チェック０５０１ 82 関与税目有無０５０２ 83 チェック０５０２ 84 関与税目有無０５０３ 85 チェック０５０３
86 関与税目有無０５０４ 87 チェック０５０４ 88 関与税目有無０５０５ 89 チェック０５０５ 90 関与税目有無０５０６
91 チェック０５０６ 92 関与税目有無０５０７ 93 チェック０５０７ 94 関与税目有無０５０８ 95 チェック０５０８
96 関与税目有無０５０９ 97 チェック０５０９ 98 税目Ｃ０６ 99 関与税目有無０６０１ 100 チェック０６０１

101 関与税目有無０６０２ 102 チェック０６０２ 103 関与税目有無０６０３ 104 チェック０６０３ 105 関与税目有無０６０４
106 チェック０６０４ 107 関与税目有無０６０５ 108 チェック０６０５ 109 関与税目有無０６０６ 110 チェック０６０６
111 関与税目有無０６０７ 112 チェック０６０７ 113 関与税目有無０６０８ 114 チェック０６０８ 115 関与税目有無０６０９
116 チェック０６０９ 117 税目Ｃ０７ 118 関与税目有無０７０１ 119 チェック０７０１ 120 関与税目有無０７０２
121 チェック０７０２ 122 関与税目有無０７０３ 123 チェック０７０３ 124 関与税目有無０７０４ 125 チェック０７０４
126 関与税目有無０７０５ 127 チェック０７０５ 128 関与税目有無０７０６ 129 チェック０７０６ 130 関与税目有無０７０７
131 チェック０７０７ 132 関与税目有無０７０８ 133 チェック０７０８ 134 関与税目有無０７０９ 135 チェック０７０９
136 税目Ｃ０８ 137 関与税目有無０８０１ 138 チェック０８０１ 139 関与税目有無０８０２ 140 チェック０８０２
141 関与税目有無０８０３ 142 チェック０８０３ 143 関与税目有無０８０４ 144 チェック０８０４ 145 関与税目有無０８０５
146 チェック０８０５ 147 関与税目有無０８０６ 148 チェック０８０６ 149 関与税目有無０８０７ 150 チェック０８０７
151 関与税目有無０８０８ 152 チェック０８０８ 153 関与税目有無０８０９ 154 チェック０８０９ 155 税目Ｃ０９
156 関与税目有無０９０１ 157 チェック０９０１ 158 関与税目有無０９０２ 159 チェック０９０２ 160 関与税目有無０９０３
161 チェック０９０３ 162 関与税目有無０９０４ 163 チェック０９０４ 164 関与税目有無０９０５ 165 チェック０９０５
166 関与税目有無０９０６ 167 チェック０９０６ 168 関与税目有無０９０７ 169 チェック０９０７ 170 関与税目有無０９０８
171 チェック０９０８ 172 関与税目有無０９０９ 173 チェック０９０９ 174 税目Ｃ１０ 175 関与税目有無１００１
176 チェック１００１ 177 関与税目有無１００２ 178 チェック１００２ 179 関与税目有無１００３ 180 チェック１００３
181 関与税目有無１００４ 182 チェック１００４ 183 関与税目有無１００５ 184 チェック１００５ 185 関与税目有無１００６
186 チェック１００６ 187 関与税目有無１００７ 188 チェック１００７ 189 関与税目有無１００８ 190 チェック１００８
191 関与税目有無１００９ 192 チェック１００９ 193 税目Ｃ１１ 194 関与税目有無１１０１ 195 チェック１１０１
196 関与税目有無１１０２ 197 チェック１１０２ 198 関与税目有無１１０３ 199 チェック１１０３ 200 関与税目有無１１０４
201 チェック１１０４ 202 関与税目有無１１０５ 203 チェック１１０５ 204 関与税目有無１１０６ 205 チェック１１０６
206 関与税目有無１１０７ 207 チェック１１０７ 208 関与税目有無１１０８ 209 チェック１１０８ 210 関与税目有無１１０９
211 チェック１１０９ 212 税目Ｃ１２ 213 関与税目有無１２０１ 214 チェック１２０１ 215 関与税目有無１２０２
216 チェック１２０２ 217 関与税目有無１２０３ 218 チェック１２０３ 219 関与税目有無１２０４ 220 チェック１２０４
221 関与税目有無１２０５ 222 チェック１２０５ 223 関与税目有無１２０６ 224 チェック１２０６ 225 関与税目有無１２０７
226 チェック１２０７ 227 関与税目有無１２０８ 228 チェック１２０８ 229 関与税目有無１２０９ 230 チェック１２０９
231 税目Ｃ１３ 232 関与税目有無１３０１ 233 チェック１３０１ 234 関与税目有無１３０２ 235 チェック１３０２
236 関与税目有無１３０３ 237 チェック１３０３ 238 関与税目有無１３０４ 239 チェック１３０４ 240 関与税目有無１３０５
241 チェック１３０５ 242 関与税目有無１３０６ 243 チェック１３０６ 244 関与税目有無１３０７ 245 チェック１３０７
246 関与税目有無１３０８ 247 チェック１３０８ 248 関与税目有無１３０９ 249 チェック１３０９ 250 税目Ｃ１４
251 関与税目有無１４０１ 252 チェック１４０１ 253 関与税目有無１４０２ 254 チェック１４０２ 255 関与税目有無１４０３
256 チェック１４０３ 257 関与税目有無１４０４ 258 チェック１４０４ 259 関与税目有無１４０５ 260 チェック１４０５
261 関与税目有無１４０６ 262 チェック１４０６ 263 関与税目有無１４０７ 264 チェック１４０７ 265 関与税目有無１４０８
266 チェック１４０８ 267 関与税目有無１４０９ 268 チェック１４０９ 269 税目Ｃ１５ 270 関与税目有無１５０１
271 チェック１５０１ 272 関与税目有無１５０２ 273 チェック１５０２ 274 関与税目有無１５０３ 275 チェック１５０３
276 関与税目有無１５０４ 277 チェック１５０４ 278 関与税目有無１５０５ 279 チェック１５０５ 280 関与税目有無１５０６
281 チェック１５０６ 282 関与税目有無１５０７ 283 チェック１５０７ 284 関与税目有無１５０８ 285 チェック１５０８
286 関与税目有無１５０９ 287 チェック１５０９ 288 税目Ｃ１６ 289 関与税目有無１６０１ 290 チェック１６０１
291 関与税目有無１６０２ 292 チェック１６０２ 293 関与税目有無１６０３ 294 チェック１６０３ 295 関与税目有無１６０４
296 チェック１６０４ 297 関与税目有無１６０５ 298 チェック１６０５ 299 関与税目有無１６０６ 300 チェック１６０６
301 関与税目有無１６０７ 302 チェック１６０７ 303 関与税目有無１６０８ 304 チェック１６０８ 305 関与税目有無１６０９
306 チェック１６０９ 307 税目Ｃ１７ 308 関与税目有無１７０１ 309 チェック１７０１ 310 関与税目有無１７０２
311 チェック１７０２ 312 関与税目有無１７０３ 313 チェック１７０３ 314 関与税目有無１７０４ 315 チェック１７０４
316 関与税目有無１７０５ 317 チェック１７０５ 318 関与税目有無１７０６ 319 チェック１７０６ 320 関与税目有無１７０７
321 チェック１７０７ 322 関与税目有無１７０８ 323 チェック１７０８ 324 関与税目有無１７０９ 325 チェック１７０９
326 税目Ｃ１８ 327 関与税目有無１８０１ 328 チェック１８０１ 329 関与税目有無１８０２ 330 チェック１８０２
331 関与税目有無１８０３ 332 チェック１８０３ 333 関与税目有無１８０４ 334 チェック１８０４ 335 関与税目有無１８０５
336 チェック１８０５ 337 関与税目有無１８０６ 338 チェック１８０６ 339 関与税目有無１８０７ 340 チェック１８０７
341 関与税目有無１８０８ 342 チェック１８０８ 343 関与税目有無１８０９ 344 チェック１８０９ 345 税目Ｃ１９
346 関与税目有無１９０１ 347 チェック１９０１ 348 関与税目有無１９０２ 349 チェック１９０２ 350 関与税目有無１９０３
351 チェック１９０３ 352 関与税目有無１９０４ 353 チェック１９０４ 354 関与税目有無１９０５ 355 チェック１９０５
356 関与税目有無１９０６ 357 チェック１９０６ 358 関与税目有無１９０７ 359 チェック１９０７ 360 関与税目有無１９０８
361 チェック１９０８ 362 関与税目有無１９０９ 363 チェック１９０９ 364 税目Ｃ２０ 365 関与税目有無２００１
366 チェック２００１ 367 関与税目有無２００２ 368 チェック２００２ 369 関与税目有無２００３ 370 チェック２００３
371 関与税目有無２００４ 372 チェック２００４ 373 関与税目有無２００５ 374 チェック２００５ 375 関与税目有無２００６
376 チェック２００６ 377 関与税目有無２００７ 378 チェック２００７ 379 関与税目有無２００８ 380 チェック２００８
381 関与税目有無２００９ 382 チェック２００９ 383 統合分離Ｃ

【ＷＫＭ過誤納】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 過誤納事務所Ｃ 4 過誤納発生日 5 過誤納発生番号
6 納税者番号 7 過誤納読込順位 8 税目Ｃ 9 整理番号 10 期別

11 調定区分Ｃ 12 登録年月日 13 還付先納税者番号 14 還付先宛先番号 15 科目Ｃ
16 調定年月日 17 過誤納合計額 18 充当上限額 19 充当合計額 20 還付合計額
21 計算額還加 22 充当制限額還加 23 充当額還加 24 還付額還加 25 処理済Ｆ
26 更新事務所Ｃ 27 支出決定年月日 28 指示Ｃ

【ＷＫＭ過誤納内訳】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 調定年月日

11 過誤納事務所Ｃ 12 過誤納発生日 13 過誤納発生番号 14 過誤納Ｃ 15 支払会計Ｃ
16 詳細科目Ｃ 17 累積年度 18 累積年月 19 累積事務所Ｃ 20 累積現繰Ｃ
21 過誤納額 22 充当額 23 還付額 24 支出年度 25 支出年月

【ＷＫＭ過誤納明細】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 過誤納番号

11 調定年月日 12 入金番号 13 過誤納事務所Ｃ 14 過誤納発生日 15 過誤納発生番号
16 過誤納Ｃ 17 累積年度 18 累積年月 19 累積事務所Ｃ 20 累積現繰Ｃ
21 詳細科目Ｃ 22 過誤納額 23 充当額 24 還付額 25 支出年度
26 支出年月 27 支払会計Ｃ 28 始期Ｃ 29 始期種別Ｃ 30 還付加算金始期
31 還付加算金控除日数 32 還付加算金還付分 33 還付加算金計算額 34 入金事務所Ｃ 35 入力年月日
36 済通番号 37 減額調定日 38 領収日 39 法定納期限 40 申告処理日
41 更正請求日 42 更正の通知日 43 抹消年月日

【ＷＫＭ還付先履歴】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 過誤納事務所Ｃ 4 過誤納発生日 5 過誤納発生番号
6 還付先納税者番号 7 還付先宛先番号 8 還付方法Ｃ 9 納税者名 10 住所

11 還付口座管理番号 12 金融機関Ｃ 13 還付先郵便局名 14 支払年月日 15 年度
16 支払通知書番号

【ＷＫＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角



【ＷＫＭ減額】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 減額整理番号

11 減額期別 12 減額調定区分Ｃ 13 減額登録年月日 14 減額還付先納税者番号 15 引継引受調定区分Ｃ
16 調定年月日 17 減額調定年月日 18 減額事由Ｃ 19 課税事務所Ｃ 20 更新事務所Ｃ
21 月報対象年度 22 月報対象年月 23 減額現繰Ｃ 24 歳入減額 25 歳出減額
26 減額合計額 27 詳細科目Ｃ０１ 28 詳細減額０１ 29 詳細科目Ｃ０２ 30 詳細減額０２
31 詳細科目Ｃ０３ 32 詳細減額０３ 33 詳細科目Ｃ０４ 34 詳細減額０４ 35 詳細科目Ｃ０５
36 詳細減額０５ 37 詳細科目Ｃ０６ 38 詳細減額０６ 39 詳細科目Ｃ０７ 40 詳細減額０７
41 詳細科目Ｃ０８ 42 詳細減額０８ 43 詳細科目Ｃ０９ 44 詳細減額０９ 45 詳細科目Ｃ１０
46 詳細減額１０

【ＷＫＭ済通明細】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 済通種別Ｃ 4 入力事務所Ｃ 5 入力年月日
6 入力番号 7 済通入力番号 8 最終済通枝番 9 金庫区分Ｃ 10 歳入年月日

11 領収年月日 12 納税者番号 13 宛先番号 14 税目Ｃ 15 整理番号
16 期別 17 調定区分Ｃ 18 登録年月日 19 調定年月日 20 調定年度
21 納付番号 22 納付通番 23 ＭＰＮ状況Ｆ 24 ＭＰＮ予備 25 代納Ｆ
26 登録番号 27 済通税目Ｃ０１ 28 済通科目Ｃ０１０１ 29 済通詳細科目Ｃ０１０１ 30 済通金額０１０１
31 済通科目Ｃ０１０２ 32 済通詳細科目Ｃ０１０２ 33 済通金額０１０２ 34 済通科目Ｃ０１０３ 35 済通詳細科目Ｃ０１０３
36 済通金額０１０３ 37 済通科目Ｃ０１０４ 38 済通詳細科目Ｃ０１０４ 39 済通金額０１０４ 40 済通科目Ｃ０１０５
41 済通詳細科目Ｃ０１０５ 42 済通金額０１０５ 43 済通科目Ｃ０１０６ 44 済通詳細科目Ｃ０１０６ 45 済通金額０１０６
46 済通科目Ｃ０１０７ 47 済通詳細科目Ｃ０１０７ 48 済通金額０１０７ 49 済通科目Ｃ０１０８ 50 済通詳細科目Ｃ０１０８
51 済通金額０１０８ 52 済通科目Ｃ０１０９ 53 済通詳細科目Ｃ０１０９ 54 済通金額０１０９ 55 済通科目Ｃ０１１０
56 済通詳細科目Ｃ０１１０ 57 済通金額０１１０ 58 済通税目Ｃ０２ 59 済通科目Ｃ０２０１ 60 済通詳細科目Ｃ０２０１
61 済通金額０２０１ 62 済通科目Ｃ０２０２ 63 済通詳細科目Ｃ０２０２ 64 済通金額０２０２ 65 済通科目Ｃ０２０３
66 済通詳細科目Ｃ０２０３ 67 済通金額０２０３ 68 済通科目Ｃ０２０４ 69 済通詳細科目Ｃ０２０４ 70 済通金額０２０４
71 済通科目Ｃ０２０５ 72 済通詳細科目Ｃ０２０５ 73 済通金額０２０５ 74 済通科目Ｃ０２０６ 75 済通詳細科目Ｃ０２０６
76 済通金額０２０６ 77 済通科目Ｃ０２０７ 78 済通詳細科目Ｃ０２０７ 79 済通金額０２０７ 80 済通科目Ｃ０２０８
81 済通詳細科目Ｃ０２０８ 82 済通金額０２０８ 83 済通科目Ｃ０２０９ 84 済通詳細科目Ｃ０２０９ 85 済通金額０２０９
86 済通科目Ｃ０２１０ 87 済通詳細科目Ｃ０２１０ 88 済通金額０２１０ 89 仮消対象金額 90 消込処理Ｃ

【ＷＫＭ始期Ｃ判定】
1 税目Ｃ 2 調定区分Ｃ 3 減額区分Ｃ 4 減額事由Ｃ 5 更正請求Ｆ
6 納付減額日付比較Ｆ 7 国税処理Ｆ 8 始期Ｃ

【ＷＫＭ失効管理】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 宛先番号 5 過誤納事務所Ｃ
6 過誤納発生日 7 過誤納発生番号 8 失効年月日 9 時効完成年月日 10 還付先納税者番号

11 還付先口座管理番号 12 文書状態Ｃ 13 支払年月日

【ＷＫＭ収納基本】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 宛先番号 5 税目０Ｃ
6 整理番号 7 税目料金番号０ 8 課税事務所Ｃ 9 振替納税者番号 10 振替口座管理番号

11 振替対象Ｆ 12 還付先口座管理番号 13 登録番号 14 送付先納税者番号 15 送付先宛先番号

【ＷＫＭ収納調定】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 宛先番号 5 税目０Ｃ
6 税目Ｃ 7 整理番号 8 期別 9 調定区分Ｃ 10 登録年月日

11 科目Ｃ 12 還付先納税者番号 13 増減Ｃ 14 税目料金番号０ 15 税目料金番号
16 申告区分 17 延滞金計算Ｃ 18 管理Ｃ 19 徴収方法Ｃ 20 課税事務所Ｃ
21 更新事務所Ｃ 22 課税期間表記Ｃ 23 課税期間桁数 24 法定納期限 25 納期限
26 災害延長納期限 27 特例災害延長納期限 28 商法延長納期限 29 指定納期限 30 災害延長指定納期限
31 当初納期限 32 督促判定納期限 33 繰上徴収年月日 34 充当適状判定日 35 調定年月日
36 月報対象年度当初調定 37 月報対象年月当初調定 38 繰越対象Ｆ 39 月報対象年度繰越調定 40 月報対象年月繰越調定
41 当初調定額 42 繰越調定額 43 変更後調定額 44 収入済額 45 過誤納額
46 未納額 47 不納欠損額 48 要徴収額 49 詳細科目Ｆ 50 延滞金計算基礎額
51 延滞金パターンＣ 52 延滞金計算保留Ｆ 53 延滞金減免Ｆ 54 延滞金減免事由Ｃ 55 納付書種別Ｃ
56 納税告知書発付年月日 57 返戻Ｆ 58 督促対象Ｆ 59 督促保留Ｆ 60 延滞金催告指定日
61 時効完成年月日 62 時効事由Ｃ 63 徴収猶予Ｆ 64 督促年月日 65 督促文書状態Ｃ
66 最終入金番号 67 最終過誤納番号 68 最終徴収猶予番号 69 当初整理番号 70 当初調定区分Ｃ
71 当初登録年月日 72 当初還付先納税者番号 73 当初延滞金計算Ｃ 74 当初申告年月日 75 申告年月日
76 更正決定通知年月日 77 法人事業年度終期 78 法人修正申告期限 79 法人更正請求年月日 80 法人国税処理区分Ｃ
81 法人国税処理年月日 82 法人重加対象税額 83 不動産物件取得年月日 84 不動産還付申請年月日 85 個事国税更正年月日
86 抹消年月日 87 登録番号 88 処分可能年月日 89 法定納期限等 90 執行停止年月日
91 不納欠損年度 92 不納欠損年月 93 不納欠損年月日 94 催告回数 95 嘱託Ｃ
96 嘱託事務所Ｃ 97 嘱託年月日 98 本税調定区分Ｃ 99 本税登録年月日 100 予備

【ＷＫＭ充当指示】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 過誤納事務所Ｃ 4 過誤納発生日 5 過誤納発生番号
6 充当順位 7 税目Ｃ 8 整理番号 9 期別 10 調定区分Ｃ

11 登録年月日 12 科目Ｃ 13 還付先納税者番号 14 充当先課税事務所Ｃ

【ＷＫＭ充当詳細】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 過誤納読込順位 5 過誤納事務所Ｃ
6 過誤納発生日 7 過誤納発生番号 8 税目Ｃ元 9 整理番号元 10 期別元

11 調定区分Ｃ元 12 登録年月日元 13 科目Ｃ元 14 還付先納税者番号元 15 過誤納番号元
16 事務所Ｃ元 17 過誤納Ｃ元 18 充当順位 19 税目Ｃ先 20 整理番号先
21 期別先 22 調定区分Ｃ先 23 登録年月日先 24 科目Ｃ先 25 還付先納税者番号先
26 事務所Ｃ先 27 充当前未納額 28 充当額 29 充当適状日 30 充当先年度
31 還付加算金充当分

【ＷＫＭ税目制御】
1 開始年度 2 税目０Ｃ 3 税目Ｃ 4 詳細科目Ｃ０１ 5 詳細科目順位０１
6 詳細科目表示順位０１ 7 詳細科目Ｃ０２ 8 詳細科目順位０２ 9 詳細科目表示順位０２ 10 詳細科目Ｃ０３

11 詳細科目順位０３ 12 詳細科目表示順位０３ 13 詳細科目Ｃ０４ 14 詳細科目順位０４ 15 詳細科目表示順位０４
16 詳細科目Ｃ０５ 17 詳細科目順位０５ 18 詳細科目表示順位０５ 19 詳細科目Ｃ０６ 20 詳細科目順位０６
21 詳細科目表示順位０６ 22 詳細科目Ｃ０７ 23 詳細科目順位０７ 24 詳細科目表示順位０７ 25 詳細科目Ｃ０８
26 詳細科目順位０８ 27 詳細科目表示順位０８ 28 詳細科目Ｃ０９ 29 詳細科目順位０９ 30 詳細科目表示順位０９
31 詳細科目Ｃ１０ 32 詳細科目順位１０ 33 詳細科目表示順位１０ 34 管理Ｃ 35 徴収方法Ｃ
36 課税対象事務所Ｃ０１ 37 課税対象事務所Ｃ０２ 38 課税対象事務所Ｃ０３ 39 課税対象事務所Ｃ０４ 40 課税対象事務所Ｃ０５
41 課税対象事務所Ｃ０６ 42 課税対象事務所Ｃ０７ 43 課税対象事務所Ｃ０８ 44 課税対象事務所Ｃ０９ 45 課税対象事務所Ｃ１０
46 課税対象事務所Ｃ１１ 47 課税対象事務所Ｃ１２ 48 課税対象事務所Ｃ１３ 49 課税対象事務所Ｃ１４ 50 課税対象事務所Ｃ１５
51 課税対象事務所Ｃ１６ 52 課税対象事務所Ｃ１７ 53 課税対象事務所Ｃ１８ 54 課税対象事務所Ｃ１９ 55 課税対象事務所Ｃ２０
56 課税期間表記Ｃ 57 課税期間桁数 58 消込方法Ｃ 59 口座振替対象Ｆ 60 延滞金パターンＣ
61 督促対象Ｆ 62 決算対象Ｆ 63 内訳科目Ｃ０１ 64 繰越対象Ｆ０１ 65 内訳科目Ｃ０２
66 繰越対象Ｆ０２ 67 内訳科目Ｃ０３ 68 繰越対象Ｆ０３ 69 内訳科目Ｃ０４ 70 繰越対象Ｆ０４
71 内訳科目Ｃ０５ 72 繰越対象Ｆ０５ 73 ＭＰＮ対応Ｆ 74 納付書種別Ｃ

【ＷＫＭ代納情報】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 入金事務所Ｃ 4 入力年月日 5 済通番号
6 納税者番号代納 7 宛先番号代納 8 カナ氏名代納 9 漢字氏名代納 10 電話番号代納

【ＷＫＭ徴収猶予】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 徴収猶予番号

11 調定年月日 12 レコード種別Ｃ 13 猶予区分Ｃ 14 猶予始期 15 猶予終期
16 猶予金額 17 延滞金免除Ｃ 18 申請年月日 19 決裁年月日 20 決議書区分Ｃ
21 決議書番号 22 決裁内容Ｃ 23 処分番号 24 無効Ｆ 25 取消決議書区分Ｃ
26 取消決議書番号

【ＷＫＭ調定詳細】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 詳細科目Ｃ

11 調定年月日 12 増減Ｃ 13 詳細当初調定額 14 詳細繰越調定額 15 詳細変更後調定額
16 詳細収入済額 17 詳細過誤納額 18 詳細未納額 19 詳細不納欠損額 20 詳細要徴収額



【ＷＫＭ統計資料制御】
1 統計対象年度 2 統計資料表示順位 3 税目Ｃ 4 科目Ｃ 5 諸収入Ｆ
6 旧法Ｆ 7 大計税目Ｃ 8 中計税目Ｃ 9 小計税目Ｃ 10 集計区分０１

11 詳細集計区分０１ 12 表示区分０１ 13 詳細表示区分０１ 14 集計区分０２ 15 詳細集計区分０２
16 表示区分０２ 17 詳細表示区分０２ 18 集計区分０３ 19 詳細集計区分０３ 20 表示区分０３
21 詳細表示区分０３ 22 集計区分０４ 23 詳細集計区分０４ 24 表示区分０４ 25 詳細表示区分０４
26 集計区分０５ 27 詳細集計区分０５ 28 表示区分０５ 29 詳細表示区分０５ 30 財務連携科目番号
31 会計科目Ｃ 32 表示名称 33 番号名称 34 番号桁数

【ＷＫＭ日計】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 入力事務所Ｃ 4 入力年月日 5 入力番号
6 入力件数 7 入力金額 8 歳入年月日 9 鹿銀支店Ｃ 10 消込処理Ｃ

【ＷＫＭ入金】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 税目Ｃ 4 整理番号 5 期別
6 調定区分Ｃ 7 登録年月日 8 科目Ｃ 9 還付先納税者番号 10 入金番号

11 調定年月日 12 金庫区分Ｃ 13 鹿銀支店Ｃ 14 歳入年月日 15 領収年月日
16 累積年度 17 累積年月 18 累積事務所Ｃ 19 累積現繰Ｃ 20 代納Ｆ
21 納期内納付Ｆ 22 入金額 23 過誤納額 24 充当済額 25 還付済額
26 収入更正額 27 入金事務所Ｃ 28 入力年月日 29 済通番号 30 済通枝番
31 更正元Ｃ 32 税目Ｃ元 33 整理番号元 34 期別元 35 調定区分Ｃ元
36 登録年月日元 37 科目Ｃ元 38 還付先納税者番号元 39 入金番号元 40 過誤納事務所Ｃ
41 過誤納発生日 42 過誤納発生番号 43 元累積年度 44 元累積年月 45 元累積事務所Ｃ
46 元累積税目Ｃ 47 元累積科目Ｃ 48 元累積現繰Ｃ 49 削除累積年度 50 削除累積年月

【ＷＫＭ入金明細】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 宛先番号 5 税目Ｃ
6 整理番号 7 期別 8 調定区分Ｃ 9 登録年月日 10 科目Ｃ

11 還付先納税者番号 12 入金明細番号 13 発生年月日 14 入金明細科目Ｃ 15 入金明細区分Ｃ
16 調定年月日 17 入金番号 18 金庫区分Ｃ 19 鹿銀支店Ｃ 20 歳入年月日
21 領収年月日 22 累積年度 23 累積年月 24 累積事務所Ｃ 25 累積現繰Ｃ
26 金額 27 割当可能額 28 割当歳入額 29 割当歳出額 30 過誤納事務所Ｃ
31 過誤納発生日 32 過誤納発生番号

【ＷＫＳ収納累積】
1 累積年度 2 累積年月 3 累積事務所Ｃ 4 累積税目Ｃ 5 累積科目Ｃ
6 累積詳細科目Ｃ 7 累積現繰Ｃ 8 当月調定額 9 当月調定額増 10 当月調定額減

11 当月収入額 12 当月収入額増 13 当月更正額増 14 当月更正額減 15 当月戻出額
16 当月歳外更正額 17 当月過誤納額 18 当月不納欠損額 19 累計調定額 20 累計調定額増
21 累計調定額減 22 累計収入額 23 累計収入額増 24 累計更正額増 25 累計更正額減
26 累計戻出額 27 累計歳外更正額 28 累計過誤納額 29 累計不納欠損額 30 累計調定増件数
31 累計調定減件数 32 累計収入件数 33 累計過誤納件数 34 累計不納欠損件数 35 納期内納付件数
36 納期内納付金額

【ＷＫＳ特別税払込額】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 対象年度 4 対象年月 5 前月末控除不能額
6 収入額 7 増調整額 8 減調整額 9 過誤納額 10 計

11 口座更正額 12 今月末控除不能額 13 調整歳出額

【ＷＫＳ予算額】
1 予算年度 2 予算年月 3 税目Ｃ 4 科目Ｃ 5 予算現額
6 予算滞額

【ＷＫＴ未消し】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 入力事務所Ｃ 4 入力年月日 5 済通番号
6 済通枝番 7 金庫区分Ｃ 8 鹿銀支店Ｃ 9 歳入年月日 10 領収年月日

11 代納Ｆ 12 累積年度 13 累積年月 14 累積事務所Ｃ 15 累積税目Ｃ
16 累積科目Ｃ 17 累積現繰Ｃ 18 累積金額 19 削除累積年度 20 削除累積年月
21 納税者番号 22 宛先番号 23 税目０Ｃ 24 税目Ｃ 25 整理番号
26 期別 27 調定区分Ｃ 28 登録年月日 29 調定年月日 30 調定年度
31 済通科目Ｃ０１ 32 済通金額０１ 33 済通科目Ｃ０２ 34 済通金額０２ 35 済通科目Ｃ０３
36 済通金額０３ 37 済通科目Ｃ０４ 38 済通金額０４ 39 済通科目Ｃ０５ 40 済通金額０５
41 詳細科目Ｃ０１ 42 詳細金額０１ 43 詳細科目Ｃ０２ 44 詳細金額０２ 45 詳細科目Ｃ０３
46 詳細金額０３ 47 詳細科目Ｃ０４ 48 詳細金額０４ 49 詳細科目Ｃ０５ 50 詳細金額０５
51 詳細科目Ｃ０６ 52 詳細金額０６ 53 詳細科目Ｃ０７ 54 詳細金額０７ 55 詳細科目Ｃ０８
56 詳細金額０８ 57 詳細科目Ｃ０９ 58 詳細金額０９ 59 詳細科目Ｃ１０ 60 詳細金額１０
61 登録番号 62 合計金額 63 エラーＦ０１ 64 エラーＦ０２ 65 エラーＦ０３
66 エラーＦ０４ 67 エラーＦ０５ 68 エラーＦ０６ 69 エラーＦ０７ 70 エラーＦ０８
71 エラーＦ０９ 72 エラーＦ１０ 73 エラーＦ１１ 74 エラーＦ１２ 75 エラーＦ１３
76 エラーＦ１４ 77 エラーＦ１５ 78 エラーＦ１６ 79 エラーＦ１７ 80 エラーＦ１８
81 エラーＦ１９ 82 エラーＦ２０ 83 作成プロセスＩＤ

【ＷＫＺコンビニ確報】
1 税目０Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 科目Ｃ 8 還付先納税者番号 9 データ作成日付 10 小売業企業Ｃ

11 収納日付 12 収納時間 13 識別種類 14 企業Ｃ 15 納付番号
16 予備 17 再発行区分 18 支払期限日 19 印紙Ｆ 20 請求金額
21 チェックデジット 22 収納店舗Ｃ 23 入金予定日 24 コンビニ名 25 調定年月日
26 帳票ＩＤ 27 納税者番号 28 宛先番号 29 登録番号 30 支払金額
31 詳細科目Ｃ０１ 32 詳細詳細科目Ｃ０１ 33 詳細金額０１ 34 詳細科目Ｃ０２ 35 詳細詳細科目Ｃ０２
36 詳細金額０２

【ＷＫＺコンビニ管理】
1 税目Ｃ 2 帳票ＩＤ 3 プログラムＩＤ 4 コンビニ対応Ｆ 5 コメントＣＤ
6 支払期限ＣＤ 7 期限月日 8 予備

【ＷＫＺ口座振替履歴】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 口座振替年月日 4 事務所Ｃ 5 納税者番号
6 宛先番号 7 税目Ｃ 8 整理番号 9 期別 10 調定区分Ｃ

11 登録年月日 12 科目Ｃ 13 還付先納税者番号 14 調定年月日 15 調定年度
16 納期限 17 振替金額 18 歳入年月日 19 振替納税者番号 20 振替口座管理番号
21 口座振替状態Ｃ 22 停止年月日 23 口座振替停止依頼Ｃ 24 停止事由Ｃ 25 登録番号
26 金融機関Ｃ 27 預金種別Ｃ 28 口座番号 29 口座名義人

【ＷＫＺ収納異動ログ】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 異動年月日 4 異動時刻 5 異動枝番
6 異動項目Ｃ 7 増減Ｃ 8 異動年度 9 異動年月 10 異動事務所Ｃ

11 異動税目Ｃ 12 異動科目Ｃ 13 異動現繰Ｃ 14 異動金額 15 異動プロセス
16 歳外更正事由Ｆ 17 収入更正事由Ｃ 18 税目Ｃ 19 整理番号 20 期別
21 調定区分Ｃ 22 登録年月日 23 科目Ｃ 24 還付先納税者番号 25 調定年月日
26 番号 27 調定区分Ｃ減額 28 登録年月日減額 29 還付先納税者番号減額 30 入金事務所Ｃ
31 入力年月日 32 済通番号 33 済通枝番 34 過誤納事務所Ｃ 35 過誤納発生日
36 過誤納発生番号

【ＷＫＺ消込明細修正ログ】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 修正年月日 4 修正時刻 5 修正枝番
6 税目Ｃ 7 整理番号 8 期別 9 調定区分Ｃ 10 登録年月日

11 科目Ｃ 12 還付先納税者番号 13 入金番号 14 課税事務所Ｃ 15 課税事務所名
16 調定年度 17 歳入年月日 18 収入金額 19 納税者番号 20 納税者名
21 登録番号 22 金庫区分Ｃ 23 領収年月日 24 金融機関支店Ｃ 25 修正後金庫区分Ｃ
26 修正後領収年月日 27 修正後金融機関支店Ｃ 28 処理ＩＤ 29 処理パスワード 30 出力済Ｆ



【ＷＫＺ電子収納】
1 税目０Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 科目Ｃ 8 還付先納税者番号 9 収納消込Ｆ 10 有効無効Ｆ

11 データ作成日付 12 データ識別 13 歳入日有無 14 金融機関コード 15 店舗コード
16 収納日付 17 収納時間 18 収納機関コード 19 収納企業コード 20 バーコード情報
21 ＯＣＲー１情報 22 ＯＣＲー２情報 23 納付番号 24 納付通番 25 確認番号
26 識別番号 27 収納金額 28 チャネル区分 29 納付金区分 30 入力区分
31 納付区分 32 入金予定日 33 経理処理日１ 34 経理処理日２ 35 金融機関名
36 印紙税 37 収納金融機関手数料 38 幹事金融機関手数料 39 入金額 40 地公体任意情報
41 結果ステータス 42 歳入日 43 日付ＩＤ 44 調定年月日 45 帳票ＩＤ
46 納税者番号 47 宛先番号 48 登録番号 49 支払金額 50 詳細科目Ｃ０１
51 詳細詳細科目Ｃ０１ 52 詳細金額０１ 53 詳細科目Ｃ０２ 54 詳細詳細科目Ｃ０２ 55 詳細金額０２
56 詳細科目Ｃ０３ 57 詳細詳細科目Ｃ０３ 58 詳細金額０３ 59 詳細科目Ｃ０４ 60 詳細詳細科目Ｃ０４
61 詳細金額０４ 62 詳細科目Ｃ０５ 63 詳細詳細科目Ｃ０５ 64 詳細金額０５ 65 詳細科目Ｃ０６
66 詳細詳細科目Ｃ０６ 67 詳細金額０６ 68 歳入金融機関コード 69 収納金融機関コード

【ＷＫＺ納税証明書発行履歴】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 納税者番号 4 発行事務所Ｃ 5 発行年月日
6 発行番号 7 使用目的Ｃ 8 発行枚数 9 対象税目Ｃ 10 期別開始年月日

11 期別終了年月日 12 調定日所属暦年 13 その他目的 14 強制発行内容Ｃ 15 法人事業税フラグ
16 地方法人特別税フラグ 17 手書きフラグ 18 手書き住所 19 手書き名称漢字

【ＷＫＺ納税証明書明細履歴】
1 登録運用年月日 2 更新運用年月日 3 発行事務所Ｃ 4 発行年月日 5 発行番号
6 納税証明明細番号 7 税目Ｃ 8 整理番号 9 調定年度 10 調定区分Ｃ

11 期別 12 期別２ 13 登録年月日 14 本税調定額 15 本税未納額
16 延滞金調定額 17 延滞金未納額 18 過少調定額 19 過少未納額 20 不申告調定額
21 不申告未納額 22 重加算調定額 23 重加算未納額 24 登録番号 25 法定納期限
26 調定状態Ｆ 27 追加Ｆ

【ＷＫＺ納付番号】
1 納付番号 2 納付通番 3 確認番号 4 識別番号 5 納付区分
6 税目０Ｃ 7 税目Ｃ 8 整理番号 9 期別 10 調定区分Ｃ

11 登録年月日 12 科目Ｃ 13 還付先納税者番号 14 調定年月日 15 納税者番号
16 宛先番号 17 登録番号 18 支払金額 19 詳細科目Ｃ０１ 20 詳細詳細科目Ｃ０１
21 詳細金額０１ 22 詳細科目Ｃ０２ 23 詳細詳細科目Ｃ０２ 24 詳細金額０２ 25 詳細科目Ｃ０３
26 詳細詳細科目Ｃ０３ 27 詳細金額０３ 28 詳細科目Ｃ０４ 29 詳細詳細科目Ｃ０４ 30 詳細金額０４
31 詳細科目Ｃ０５ 32 詳細詳細科目Ｃ０５ 33 詳細金額０５ 34 詳細科目Ｃ０６ 35 詳細詳細科目Ｃ０６
36 詳細金額０６ 37 発行事務所Ｃ 38 発行日付 39 発行時間 40 発行プログラムＩＤ
41 帳票ＩＤ 42 チャネル区分 43 状況Ｆ 44 送信状況Ｆ 45 速報状況Ｆ
46 速報取込日付 47 確報状況Ｆ 48 確報取込日付 49 取消状況Ｆ 50 取消取込日付
51 引抜状況Ｆ 52 引抜日付 53 歳入状況Ｆ 54 歳入日取込日付 55 支払期限日
56 バーコード情報 57 ＯＣＲー１ 58 ＯＣＲー２ 59 収納日付 60 収納時間
61 金融機関コード 62 媒体Ｆ 63 日付ＩＤ 64 予備

【ＷＬＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＬＭ共同住宅】
1 不動産番号 2 区分番号 3 区画数 4 専有部分面積 5 共有部分面積

【ＷＬＭ経年減点補正率】
1 適用年度 2 構造Ｃ 3 補正率Ｃ 4 経年減点補正率 5 上昇率

【ＷＬＭ減額】
1 事務所Ｃ 2 減額年度 3 決議書番号 4 決裁内容Ｃ 5 調定区分Ｃ
6 減額区分Ｃ 7 家屋取得年月日 8 家屋建築年月日 9 家屋用途Ｃ 10 家屋構造Ｃ

11 家屋持分分子 12 家屋持分分母 13 家屋全体面積 14 家屋住宅面積 15 家屋課税面積
16 家屋持分面積 17 土地取得年月日 18 土地地目Ｃ 19 土地持分分子 20 土地持分分母
21 土地全体面積 22 土地課税面積 23 相手先整理番号 24 対象徴収猶予年度 25 対象徴収猶予番号
26 決裁年月日 27 決裁済Ｆ 28 整理番号 29 調定番号 30 取消対象減額年度
31 取消対象減額決議書番号 32 家屋減額対象者持分分子 33 家屋減額対象者持分分母 34 土地減額対象者持分分子 35 土地減額対象者持分分母

【ＷＬＭ減額対象物件】
1 事務所Ｃ 2 減額年度 3 決議書番号 4 不動産番号

【ＷＬＭ合算】
1 整理番号 2 合算番号 3 調定年度 4 調定年月 5 事務所Ｃ
6 不動産種別Ｃ 7 合算評価額 8 合算非課税評価額 9 合算評価額標準 10 合算評価額特例

11 合算控除額 12 合算免税点未満評価額 13 合算課税標準額標準 14 合算課税標準額特例 15 合算税額標準
16 合算税額特例 17 免税点未満Ｆ 18 免税点未満事由Ｃ

【ＷＬＭ合算対象物件】
1 整理番号 2 合算番号 3 枝番号 4 不動産番号 5 調定合算Ｆ

【ＷＬＭ取込状況】
1 事務所Ｃ 2 市区郡町村Ｃ 3 取込年月日 4 取込方法Ｃ 5 不動産種別Ｃ
6 取込件数

【ＷＬＭ造成費】
1 適用年度 2 地目Ｃ 3 造成費

【ＷＬＭ宅地介在農地】
1 宅地介在農地番号 2 市区郡町村Ｃ 3 大字通称名Ｃ 4 字丁目Ｃ 5 本番
6 枝番 7 符号Ｃ 8 孫番 9 納税者番号 10 宛先番号

11 登記地目Ｃ 12 全体面積 13 調査番号 14 転用目的Ｃ 15 移記区分Ｃ
16 転用許可年月日 17 基本価格 18 取得年度 19 造成費相当額 20 評点数
21 市区郡町村名 22 大字通称名 23 字丁目名 24 符号 25 不動産番号
26 調定済Ｆ

【ＷＬＭ不動産基本】
1 整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号

【ＷＬＭ不動産減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額 17 減先調定番号 18 減先調定年度 19 減元調定番号 20 減元調定年度
21 減元統計件数

【ＷＬＭ不動産調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 調定番号 9 賦課年度 10 調定年度

11 調定年月 12 調定指示状態Ｃ 13 調定年月日 14 事務所Ｃ 15 不動産種別Ｃ
16 納期限 17 法定納期限 18 災害延長納期限 19 繰上徴収年月日 20 調定非課税評価額
21 調定評価額標準 22 調定評価額特例 23 調定控除額 24 調定免税点未満評価額 25 調定課税標準額標準
26 調定課税標準額特例 27 調定税額標準 28 調定税額特例 29 附則対象税額 30 調定猶予額
31 減額可能額 32 統計件数 33 歳出還付額 34 税目料金番号 35 納付番号



【ＷＬＭ物件】
1 不動産番号 2 事務所Ｃ 3 不動産種別Ｃ 4 所在地市区郡町村Ｃ 5 所在地大字通称名Ｃ
6 所在地字丁目Ｃ 7 所在地本番 8 所在地枝番 9 所在地符号Ｃ 10 所在地孫番

11 取込年月日 12 取込方法Ｃ 13 取得年月日 14 取得事由Ｃ 15 全体面積
16 住宅面積 17 既存面積 18 課税面積 19 住宅持分面積 20 評価額
21 控除額 22 評価額標準 23 評価額特例 24 取得持分分子 25 取得持分分母
26 現況地目Ｃ 27 登記地目Ｃ 28 宅地介在農地番号 29 地目変更前地目Ｃ 30 地目変更前評価額
31 用途Ｃ 32 構造Ｃ 33 屋根Ｃ 34 階数地上 35 階数地下
36 建築年月日 37 所在地市区郡町村名 38 所在地大字通称名 39 所在地字丁目名 40 所在地符号名称
41 旧所有者番号 42 旧所有者宛先番号 43 旧所有者漢字名称 44 旧所有者カナ名称 45 旧所有者組織区分Ｃ
46 旧所有者位置表示区分Ｃ 47 旧所有者共有者数 48 旧所有者郵便番号 49 旧所有者住所 50 旧所有者方書
51 所有者漢字名称 52 所有者カナ名称 53 所有者組織区分Ｃ 54 所有者位置表示区分Ｃ 55 共有者数
56 所有者郵便番号 57 所有者住所 58 所有者方書 59 共同住宅戸数 60 所有者番号
61 家屋番号 62 当初整理番号 63 当初枝番号 64 非課税Ｆ 65 非課税事由Ｃ
66 エラー有無Ｆ

【ＷＬＭ免除】
1 事務所Ｃ 2 免除年度 3 決議書番号 4 決裁内容Ｃ 5 調定区分Ｃ
6 免除区分Ｃ 7 家屋取得年月日 8 家屋建築年月日 9 家屋用途Ｃ 10 家屋構造Ｃ

11 家屋持分分子 12 家屋持分分母 13 家屋全体面積 14 家屋住宅面積 15 家屋課税面積
16 家屋持分面積 17 土地取得年月日 18 土地地目Ｃ 19 土地持分分子 20 土地持分分母
21 土地全体面積 22 土地課税面積 23 相手先整理番号 24 対象徴収猶予年度 25 対象徴収猶予番号
26 決裁年月日 27 決裁済Ｆ 28 整理番号 29 調定番号 30 取消対象免除年度
31 取消対象免除決議書番号

【ＷＬＭ免除対象物件】
1 事務所Ｃ 2 免除年度 3 決議書番号 4 不動産番号

【ＷＬＭ免税点基準額】
1 適用年月日 2 不動産種別Ｃ 3 免税点基準額

【ＷＬＭ免税点未満】
1 事務所Ｃ 2 管理番号 3 統計年度 4 市区郡町村Ｃ 5 不動産種別Ｃ
6 用途地目Ｃ 7 取得年月 8 構造Ｃ 9 延床面積 10 免点戸数

11 免点件数 12 納税区分Ｃ 13 評価額 14 控除額 15 適用項目Ｃ

【ＷＬＭ猶予】
1 事務所Ｃ 2 猶予年度 3 決議書番号 4 取消決議年度 5 取消決議書番号
6 決裁内容Ｃ 7 徴収猶予区分Ｃ 8 猶予期限始期 9 猶予期限終期 10 整理番号

11 調定番号 12 申請日 13 申請決裁日 14 取消日 15 取消決裁日
16 申請決裁済Ｆ 17 取消決裁済Ｆ

【ＷＬＭ猶予対象物件】
1 事務所Ｃ 2 猶予年度 3 決議書番号 4 不動産番号

【ＷＬＳ課税状況集計】
1 事務所Ｃ 2 集計年度 3 集計年月 4 表番号 5 行番号
6 集計値０１ 7 集計値０２ 8 集計値０３ 9 集計値０４ 10 集計値０５

11 集計値０６ 12 集計値０７ 13 集計値０８ 14 集計値０９ 15 集計値１０
16 集計値１１ 17 集計値１２ 18 集計値１３ 19 集計値１４ 20 集計値１５
21 集計値１６ 22 集計値１７ 23 集計値１８ 24 集計値１９ 25 集計値２０
26 集計値２１ 27 集計値２２ 28 集計値２３ 29 集計値２４ 30 集計値２５
31 集計値２６ 32 集計値２７ 33 集計値２８ 34 集計値２９ 35 集計値３０
36 集計値３１ 37 集計値３２ 38 集計値３３ 39 集計値３４ 40 集計値３５
41 集計値３６ 42 集計値３７ 43 集計値３８ 44 集計値３９ 45 集計値４０
46 集計値４１ 47 集計値４２ 48 集計値４３ 49 集計値４４ 50 集計値４５
51 集計値４６ 52 集計値４７ 53 集計値４８ 54 集計値４９ 55 集計値５０
56 集計値５１ 57 集計値５２ 58 集計値５３ 59 集計値５４ 60 集計値５５
61 集計値５６ 62 集計値５７ 63 集計値５８ 64 集計値５９ 65 集計値６０
66 集計値６１ 67 集計値６２ 68 集計値６３ 69 集計値６４ 70 集計値６５
71 集計値６６ 72 集計値６７ 73 集計値６８ 74 集計値６９ 75 集計値７０
76 集計値７１ 77 集計値７２ 78 集計値７３ 79 集計値７４ 80 集計値７５
81 集計値７６ 82 集計値７７ 83 集計値７８ 84 集計値７９ 85 集計値８０
86 集計値８１ 87 集計値８２ 88 集計値８３ 89 集計値８４ 90 集計値８５
91 集計値８６ 92 集計値８７ 93 集計値８８ 94 集計値８９ 95 集計値９０
96 集計値９１ 97 集計値９２ 98 集計値９３ 99 集計値９４ 100 集計値９５

101 集計値９６ 102 集計値９７ 103 集計値９８ 104 集計値９９ 105 集計値１００

【ＷＬＳ月報集計】
1 事務所Ｃ 2 集計年度 3 集計年月 4 年度区分Ｃ 5 行番号
6 前月末累計件数 7 前月末累計税額 8 当初調定分件数 9 当初調定分税額 10 減額調定分件数

11 減額調定分税額 12 本月分件数 13 本月分税額 14 本月末累計件数 15 本月末累計税額
16 対前年度比件数 17 対前年度比税額

【ＷＬＳ集計表集計】
1 事務所Ｃ 2 集計年度 3 年度区分Ｃ 4 市区町村Ｃ 5 調定日
6 行番号 7 処理件数 8 調定件数 9 面積 10 課税標準額特例

11 課税標準額標準 12 税額 13 累計件数 14 累計税額 15 対前年度比

【ＷＬＳ附表集計】
1 事務所Ｃ 2 集計年度 3 集計年月 4 附表用Ｃ 5 年度区分Ｃ
6 市区町村Ｃ 7 前月登記月開始 8 前月登記月終了 9 当月登記月開始 10 当月登記月終了

11 本月分件数 12 本月分税額 13 本月末累計件数 14 本月末累計税額 15 対前年度比件数
16 対前年度比税額

【ＷＬＴ合算】
1 整理番号 2 合算番号 3 調定年度 4 調定年月 5 事務所Ｃ
6 不動産種別Ｃ 7 合算評価額 8 合算非課税評価額 9 合算評価額標準 10 合算評価額特例

11 合算控除額 12 合算免税点未満評価額 13 合算課税標準額標準 14 合算課税標準額特例 15 合算税額標準
16 合算税額特例 17 免税点未満Ｆ 18 免税点未満事由Ｃ

【ＷＬＴ合算対象物件】
1 整理番号 2 合算番号 3 枝番号 4 不動産番号 5 調定合算Ｆ

【ＷＬＴ不動産基本】
1 整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号

【ＷＬＴ不動産調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 調定番号 9 賦課年度 10 調定年度

11 調定年月 12 調定指示状態Ｃ 13 調定年月日 14 事務所Ｃ 15 不動産種別Ｃ
16 納期限 17 法定納期限 18 災害延長納期限 19 繰上徴収年月日 20 調定非課税評価額
21 調定評価額標準 22 調定評価額特例 23 調定控除額 24 調定免税点未満評価額 25 調定課税標準額標準
26 調定課税標準額特例 27 調定税額標準 28 調定税額特例 29 附則対象税額 30 調定猶予額
31 減額可能額 32 統計件数 33 歳出還付額 34 税目料金番号 35 納付番号

【ＷＭＭ各種控除】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 控除Ｃ 9 控除金額 10 当初整理番号

11 引受年月日 12 登録番号 13 更新年月日 14 事務所Ｃ

【ＷＭＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角



【ＷＭＭ個人基本】
1 整理番号 2 事務所Ｃ 3 税務署Ｃ 4 法源番号 5 再利用番号
6 当初整理番号 7 納税者番号 8 宛先番号 9 営業宛先番号 10 送付先Ｃ

11 送付先宛先番号 12 主業種県税業種Ｃ 13 主業種国税業種Ｃ 14 従業種１県税業種Ｃ 15 従業種１国税業種Ｃ
16 従業種２県税業種Ｃ 17 従業種２国税業種Ｃ 18 開業年月日 19 事業状態Ｃ 20 休廃業年月日
21 事業再開年月日 22 引継先整理番号 23 引継元整理番号 24 引継引受状態Ｆ 25 引継年月日
26 引受年月日 27 登録年月日 28 更新年月日

【ＷＭＭ個人減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 減額額
16 統計年度 17 事務所Ｃ

【ＷＭＭ個人調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 当初整理番号 10 調定年月日

11 法定納期限 12 １期納期限 13 １期災害延長納期限 14 １期繰上徴収年月日 15 ２期納期限
16 ２期災害延長納期限 17 ２期繰上徴収年月日 18 納税告知書発付年月日 19 更新年月日 20 引受年月日
21 誤賦課等調定区分Ｃ 22 誤賦課等登録年月日 23 引継引受調定区分Ｃ 24 引継引受登録年月日 25 前回税額
26 今回税額 27 差引税額 28 前回１期税額累計 29 前回２期税額累計 30 前回随時税額累計
31 今回１期税額累計 32 今回２期税額累計 33 今回随時税額累計 34 差引１期税額累計 35 差引２期税額累計
36 差引随時税額累計 37 減額事由Ｃ 38 不均一課税免除Ｃ 39 今回不均一課税額 40 今回不均一課税額累計
41 課税免除Ｃ 42 今回課税免除額 43 今回課税免除額累計 44 減免Ｃ 45 今回減免額
46 今回減免額累計 47 今回免除額等累計 48 調定額 49 １期減額可能額 50 ２期減額可能額
51 統計年度 52 統計年月 53 統計件数 54 収納統計件数 55 過年度減額額
56 過年度減額件数 57 納付番号 58 調定指示状態Ｃ 59 登録番号 60 県税課税Ｃ
61 当初調定Ｆ 62 国税区分Ｃ 63 国税処理日 64 青白区分Ｃ 65 国税課税Ｃ
66 国税データ番号 67 減額理由Ｃ 68 分割区分Ｃ 69 総人員 70 本県人員
71 主業種県税業種Ｃ 72 主業種国税業種Ｃ 73 従業種１県税業種Ｃ 74 従業種１国税業種Ｃ 75 従業種２県税業種Ｃ
76 従業種２国税業種Ｃ 77 第１種３種所得金額 78 第１種３種青色控除額 79 第１種３種非課税所得額 80 第２種所得金額
81 第２種青色控除額 82 第２種非課税所得額 83 第３種助産婦等所得金額 84 第３種助産婦等青色控除額 85 第３種助産婦等非課税所得額
86 所得税専従者控除額 87 加算減算額 88 事業専従者数 89 事業専従者控除額 90 事業主控除月数
91 事業主控除額 92 各種控除計 93 前回第１種３種課税標準額 94 前回第１種３種税額 95 前回第２種課税標準額
96 前回第２種税額 97 前回第３種助産婦等課税標準額 98 前回第３種助産婦等税額 99 今回第１種３種課税標準額 100 今回第１種３種税額

101 今回第２種課税標準額 102 今回第２種税額 103 今回第３種助産婦等課税標準額 104 今回第３種助産婦等税額 105 差引第１種３種課税標準額
106 差引第１種３種税額 107 差引第２種課税標準額 108 差引第２種税額 109 差引第３種助産婦等課税標準額 110 差引第３種助産婦等税額
111 前回課税標準額合計 112 今回課税標準額合計 113 差引課税標準額合計 114 配偶者区分Ｃ 115 自主調査区分Ｃ０１
116 自主調査区分Ｃ０２ 117 自主調査区分Ｃ０３

【ＷＭＭ国税データ】
1 整理番号 2 期別 3 国税データ番号 4 事務所Ｃ 5 税務署Ｃ
6 法源番号 7 再利用番号 8 当初整理番号 9 引受年月日 10 国税税務署Ｃ

11 国税区分Ｃ 12 国税処理日 13 国税課税Ｃ 14 登録区分Ｃ 15 県税処理Ｃ
16 県税対象Ｆ 17 納税地漢字名称 18 納税地カナ名称 19 納税地漢字名称補完Ｃ 20 納税地カナ名称補完Ｃ
21 納税地納税地等住所Ｃ 22 納税地漢字住所 23 納税地カナ住所 24 納税地漢字住所補完Ｃ 25 納税地カナ住所補完Ｃ
26 納税地郵便番号 27 納税地電話番号 28 関係者有無 29 納税地等従属漢字名称 30 納税地等従属カナ名称
31 納税地等従属漢字名称補完Ｃ 32 納税地等従属カナ名称補完Ｃ 33 納税地等Ｃ 34 主業種Ｃ 35 営業Ｃ
36 他事業Ｃ 37 農業Ｃ 38 不動産Ｃ 39 その他Ｃ 40 青白区分Ｃ
41 青白承認年分 42 青色取消年分 43 転出入Ｃ 44 転出入年月日 45 関係者あて名漢字名称
46 関係者あて名カナ名称 47 関係者あて名漢字名称補完Ｃ 48 関係者あて名カナ名称補完Ｃ 49 関係者あて名関係者住所Ｃ 50 関係者あて名漢字住所
51 関係者あて名カナ住所 52 関係者あて名漢字住所補完Ｃ 53 関係者あて名カナ住所補完Ｃ 54 関係者あて名郵便番号 55 関係者あて名電話番号
56 関係者あて名関係者種別Ｃ 57 異動年月日 58 異動事由Ｃ 59 申告区分Ｃ 60 給与賃金実人数
61 エラー有無Ｆ 62 収入金額営業 63 収入金額農業 64 収入金額他事業 65 収入金額不動産
66 収入金額給与 67 収入金額公的年金 68 収入金額その他雑 69 所得金額営業 70 所得金額農業
71 所得金額他事業 72 所得金額不動産 73 所得金額利子 74 所得金額配当 75 所得金額給与
76 所得金額雑 77 所得金額特別控除後短期譲渡 78 所得特別控除後長期譲渡金額 79 所得金額特別控除後一時 80 所得譲渡一時金額
81 総所得金額 82 収入金額土地等事業 83 収入金額土地等雑 84 所得金額土地等事業 85 所得金額土地等雑
86 株式の譲渡等所得 87 山林所得金額 88 退職所得金額 89 合計所得金額 90 所得控除配偶者控除
91 所得控除扶養控除 92 所得控除合計額 93 短期譲渡所得 94 長期譲渡所得 95 税額控除配当控除
96 税額控除住宅取得特別控除 97 税額控除災害減免 98 税額控除外国税額控除 99 税額控除源泉徴収額 100 申告納税額

101 専従者給与控除額 102 青色申告特別控除額 103 繰越損失控除額 104 加算税異動年月日 105 加算税異動事由
106 加算税１種類 107 加算税２種類 108 検索用納税地漢字名称 109 検索用納税地カナ名称 110 登録年月日
111 更新年月日

【ＷＭＭ国税データ登録状況】
1 事務所Ｃ 2 登録区分Ｃ 3 登録年月日 4 登録件数

【ＷＭＭ賦課参考医業】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 視力障害有無Ｆ 9 社会保険診療所得の算定区分Ｃ 10 社会保険診療収入金額

11 自由診療収入金額 12 診療外収入金額 13 収入金額合計 14 対象割合 15 非対象割合
16 青色特別控除後所得 17 青色特別控除後所得決定金額 18 三税共通専従者人数 19 三税共通専従者給与 20 三税共通専従者給与決定金額
21 所得税青色特別控除額 22 所得税青色特別控除額決定金額 23 事業税のみ専従者人数 24 事業税のみ専従者給与 25 事業税のみ専従者給与決定金額
26 明確区分社会保険診療所得額 27 租税特別措置法適用Ｃ 28 社会保険診療額 29 記載損失繰越控除額 30 災害資産損失繰越控除
31 災害資産繰越控除比較金額 32 災害資産繰越控除決定金額 33 事業資産譲渡損失控除額 34 事業資産譲渡損失控除額決定額 35 資産譲渡損失繰越控除額
36 資産譲渡損失繰越控除額比較額 37 資産譲渡損失繰越控除額決定額 38 事業主控除前所得金額 39 医業外所得金額 40 医業外所得青色特別控除額
41 加算減算 42 通常税額 43 不区分税額 44 事業税適用Ｃ 45 当初整理番号
46 引受年月日 47 登録番号 48 更新年月日 49 事務所Ｃ 50 税額計算反映Ｆ

【ＷＭＭ賦課参考請負業】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 専従者数 9 収入合計額 10 収入合比較金額

11 所得金額 12 経費率 13 請負業該当Ｃ０１ 14 請負業該当Ｃ０２ 15 請負業該当Ｃ０３
16 請負業該当Ｃ０４ 17 請負業該当Ｃ０５ 18 申立不適Ｆ 19 事業税適用Ｃ 20 当初整理番号
21 引受年月日 22 登録番号 23 更新年月日 24 事務所Ｃ

【ＷＭＭ賦課参考駐車場業】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 区画有り台数 9 可能台数 10 収入合計額

11 所得金額 12 事業税適用Ｃ 13 当初整理番号 14 引受年月日 15 登録番号
16 更新年月日 17 事務所Ｃ

【ＷＭＭ賦課参考不動産貸付業】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 専従者数 9 貸家住宅用アパート等室数 10 貸家住宅用一戸建て棟数

11 貸地住宅件数 12 貸地住宅面積 13 貸家住宅以外貸しビル等室数 14 貸家住宅以外一戸建て棟数 15 貸地住宅以外件数
16 貸地住宅以外面積 17 収入合計額 18 所得金額 19 事業税適用Ｃ 20 当初整理番号
21 引受年月日 22 登録番号 23 更新年月日 24 事務所Ｃ

【ＷＭＳ市町村別統計情報】
1 事務所Ｃ 2 統計年月 3 住所Ｃ 4 統計年度 5 第１種課税件数
6 第１種課税標準額 7 第１種年税額 8 第１種１期税額 9 第１種２期税額 10 第１種随時税額

11 第２種課税件数 12 第２種課税標準額 13 第２種年税額 14 第２種１期税額 15 第２種２期税額
16 第２種随時税額 17 第３種５課税件数 18 第３種５課税標準額 19 第３種５年税額 20 第３種５１期税額
21 第３種５２期税額 22 第３種５随時税額 23 第３種３課税件数 24 第３種３課税標準額 25 第３種３年税額
26 第３種３１期税額 27 第３種３２期税額 28 第３種３随時税額



【ＷＭＳ統計情報】
1 事務所Ｃ 2 統計年月 3 統計年度 4 前年所得第１種増件数 5 前年所得第１種増課標額
6 前年所得第１種増年税額 7 前年所得第１種増１期税額 8 前年所得第１種増２期税額 9 前年所得第１種増随時税額 10 前年所得第１種減件数

11 前年所得第１種減税額 12 前年所得第２種増件数 13 前年所得第２種増課標額 14 前年所得第２種増年税額 15 前年所得第２種増１期税額
16 前年所得第２種増２期税額 17 前年所得第２種増随時税額 18 前年所得第２種減件数 19 前年所得第２種減税額 20 前年所得第３種３増件数
21 前年所得第３種３増課標額 22 前年所得第３種３増年税額 23 前年所得第３種３増１期税額 24 前年所得第３種３増２期税額 25 前年所得第３種３増随時税額
26 前年所得第３種３減件数 27 前年所得第３種３減税額 28 前年所得第３種５増件数 29 前年所得第３種５増課標額 30 前年所得第３種５増年税額
31 前年所得第３種５増１期税額 32 前年所得第３種５増２期税額 33 前年所得第３種５増随時税額 34 前年所得第３種５減件数 35 前年所得第３種５減税額
36 前年所得外第１種増件数 37 前年所得外第１種増課標額 38 前年所得外第１種増年税額 39 前年所得外第１種増１期税額 40 前年所得外第１種増２期税額
41 前年所得外第１種増随時税額 42 前年所得外第１種減件数 43 前年所得外第１種減税額 44 前年所得外第２種増件数 45 前年所得外第２種増課標額
46 前年所得外第２種増年税額 47 前年所得外第２種増１期税額 48 前年所得外第２種増２期税額 49 前年所得外第２種増随時税額 50 前年所得外第２種減件数
51 前年所得外第２種減税額 52 前年所得外第３種３増件数 53 前年所得外第３種３増課標額 54 前年所得外第３種３増年税額 55 前年所得外第３種３増１期税額
56 前年所得外第３種３増２期税額 57 前年所得外第３種３増随時税額 58 前年所得外第３種３減件数 59 前年所得外第３種３減税額 60 前年所得外第３種５増件数
61 前年所得外第３種５増課標額 62 前年所得外第３種５増年税額 63 前年所得外第３種５増１期税額 64 前年所得外第３種５増２期税額 65 前年所得外第３種５増随時税額
66 前年所得外第３種５減件数 67 前年所得外第３種５減税額 68 月報課税免除等増件数 69 月報課税免除等増課標額 70 月報課税免除等増年税額
71 月報課税免除等増１期税額 72 月報課税免除等増２期税額 73 月報課税免除等増随時税額 74 月報課税免除等減件数 75 月報課税免除等減税額
76 歳出払件数 77 歳出払額 78 収納増件数 79 収納増税額 80 収納減件数
81 収納減税額

【ＷＮＭ還付請求】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 登録年月日 5 科目Ｃ
6 還付先納税者番号 7 国税処理区分 8 国税還付処理年月日 9 還付先宛先番号 10 還付先口座管理番号

11 還付口座本店Ｃ 12 還付口座支店Ｃ 13 還付預金種別Ｃ 14 還付口座番号

【ＷＮＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＮＭ交付金】
1 交付年 2 交付月Ｃ 3 交付年度 4 交付すべき金額 5 前期以前錯誤額等
6 前期からの繰越額 7 交付すべき総額 8 当初予算額 9 補正予算額 10 合計額

11 既交付額 12 執行可能額 13 算出交付額合計 14 前回未交付額合計 15 調整額合計
16 交付額合計 17 通知書番号 18 決裁日

【ＷＮＭ交付金明細】
1 交付年 2 交付月Ｃ 3 市区町村Ｃ 4 交付年度 5 本年度交付基準率
6 算出交付額 7 前回未交付額 8 調整額 9 交付額 10 第一期交付額

11 第二期交付額 12 第三期交付額

【ＷＮＭ申告明細】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 登録年月日 5 科目Ｃ
6 還付先納税者番号 7 営業所番号 8 納入金額

【ＷＮＭ利子割加算金調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 本税調定区分Ｃ 9 本税登録年月日 10 事務所Ｃ

11 申告期限 12 申告年月日 13 当初申告年月日 14 調定年月日 15 調定処理年月日
16 更正決定通知年月日 17 納税告知書発付年月日 18 法定納期限 19 納期限 20 災害延長納期限
21 指定納期限 22 災害延長指定納期限 23 繰上徴収年月日 24 更新年月日 25 誤謬調定区分Ｃ
26 誤謬登録年月日 27 今回加算金額 28 免除額等事由Ｃ 29 免除額等 30 免除額等累計
31 調定額 32 減額可能額 33 統計年度 34 統計年月 35 統計件数
36 過年度減額額 37 過年度減額件数 38 納付番号 39 調定指示状態Ｃ 40 加重検索Ｆ
41 今回増差税額 42 今回増差税額調整 43 加算金対象税額 44 差引加算金対象税額 45 加算金率
46 加算金額 47 加重対象Ｆ 48 期限内申告税額調整 49 加重加算金対象税額 50 加重計算控除税額
51 加重計算対象税額 52 加重加算金率 加重加算金額 54 旧事務所Ｃ

【ＷＮＭ利子割基本】
1 整理番号 2 事務所Ｃ 3 識別Ｃ 4 特徴者本店Ｃ 5 特徴者支店Ｃ
6 店舗区分Ｃ 7 特徴者区分Ｃ 8 店舗名 9 届出事由Ｃ 10 申告書提出区分Ｃ

11 申請年月日 12 新設年月日 13 廃止年月日 14 廃止区分Ｃ 15 合併先納税者番号
16 合併先宛先番号 17 合併年月日 18 納税者番号 19 宛先番号 20 旧事務所Ｃ
21 取扱内部種別Ｃ０１ 22 納入支店Ｃ０１ 23 取扱内部種別Ｃ０２ 24 納入支店Ｃ０２ 25 取扱内部種別Ｃ０３
26 納入支店Ｃ０３ 27 取扱内部種別Ｃ０４ 28 納入支店Ｃ０４ 29 取扱内部種別Ｃ０５ 30 納入支店Ｃ０５
31 取扱内部種別Ｃ０６ 32 納入支店Ｃ０６ 33 取扱内部種別Ｃ０７ 34 納入支店Ｃ０７ 35 取扱内部種別Ｃ０８
36 納入支店Ｃ０８ 37 取扱内部種別Ｃ０９ 38 納入支店Ｃ０９ 39 取扱内部種別Ｃ１０ 40 納入支店Ｃ１０
41 取扱内部種別Ｃ１１ 42 納入支店Ｃ１１ 43 取扱内部種別Ｃ１２ 44 納入支店Ｃ１２ 45 取扱内部種別Ｃ１３
46 納入支店Ｃ１３ 47 取扱内部種別Ｃ１４ 48 納入支店Ｃ１４ 49 取扱内部種別Ｃ１５ 50 納入支店Ｃ１５
51 取扱内部種別Ｃ１６ 52 納入支店Ｃ１６ 53 取扱内部種別Ｃ１７ 54 納入支店Ｃ１７ 55 取扱内部種別Ｃ１８
56 納入支店Ｃ１８ 57 取扱内部種別Ｃ１９ 58 納入支店Ｃ１９ 59 取扱内部種別Ｃ２０ 60 納入支店Ｃ２０
61 取扱内部種別Ｃ２１ 62 納入支店Ｃ２１ 63 取扱内部種別Ｃ２２ 64 納入支店Ｃ２２ 65 取扱内部種別Ｃ２３
66 納入支店Ｃ２３ 67 取扱内部種別Ｃ２４ 68 納入支店Ｃ２４ 69 取扱内部種別Ｃ２５ 70 納入支店Ｃ２５
71 取扱内部種別Ｃ２６ 72 納入支店Ｃ２６ 73 取扱内部種別Ｃ２７ 74 納入支店Ｃ２７ 75 取扱内部種別Ｃ２８
76 納入支店Ｃ２８ 77 取扱内部種別Ｃ２９ 78 納入支店Ｃ２９ 79 取扱内部種別Ｃ３０ 80 納入支店Ｃ３０

【ＷＮＭ利子割減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＮＭ利子割調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 還付入力番号 9 事務所Ｃ 10 識別Ｃ

11 特徴者番号 12 支払年月 13 内部種別Ｃ 14 外部種別Ｃ 15 マル優代表支払年月
16 マル優親Ｆ 17 申告区分Ｃ 18 申告書種類Ｃ 19 申告年月日 20 明細有Ｆ
21 更正決定理由Ｃ 22 マル優区分Ｃ 23 違反区分Ｃ 24 前回迄非居住者等額 25 前回迄その他額
26 前回迄支払違反額 27 前回迄税額違反額 28 前回迄支払額合計 29 前回迄税額合計 30 今回非居住者等額
31 今回その他額 32 今回支払違反額 33 今回税額違反額 34 今回支払額合計 35 今回税額合計
36 差引累計非居住者等額 37 差引累計その他額 38 差引累計支払違反額 39 差引累計税額違反額 40 差引累計支払額合計
41 差引累計税額合計 42 免除事由 43 免除額等 44 免除額等累計 45 税率登録状態Ｃ
46 申告期限 47 当初申告年月日 48 法定納期限 49 納期限 50 災害延長納期限
51 指定納期限 52 災害延長指定納期限 53 繰上徴収年月日 54 調定額 55 減額可能額
56 調定指示状態Ｃ 57 調定年月日 58 調定処理年月日 59 通知年月日 60 納税告知書発付年月日
61 統計年度 62 統計年月 63 統計件数 64 過年度減額額 65 過年度減額件数
66 誤謬調定区分Ｃ 67 誤謬登録年月日 68 納付番号 69 旧事務所Ｃ 70 更新年月日

【ＷＮＭ利子種別税額】
1 整理番号 2 期別 3 調定区分Ｃ 4 登録年月日 5 科目Ｃ
6 還付先納税者番号 7 明細番号 8 内部種別Ｃ 9 前回迄支払額 10 前回迄税額

11 今回支払額 12 今回税額 13 差引累計支払額 14 差引累計税額

【ＷＮＳ統計】
1 事務所Ｃ 2 統計年度 3 統計年月 4 本税過年度減額額合計 5 本税過年度減額件数合計

【ＷＮＳ統計明細】
1 事務所Ｃ 2 統計年度 3 統計年月 4 内部種別Ｃ 5 課税支払額
6 課税税額 7 課税件数 8 非居住者等額 9 非居住者等件数 10 その他額

11 その他件数 12 申告支払額 13 申告税額 14 申告件数 15 更正決定支払額
16 更正決定税額 17 更正決定件数

【ＷＯＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角



【ＷＯＭ共有者情報】
1 鉱区番号 2 納税者番号 3 納税者履歴番号 4 初回登録年月日 5 適用開始年月日
6 適用終了年月日 7 登録異動事由Ｃ 8 廃止異動事由Ｃ 9 異動年月日 10 代表者Ｃ

11 移転番号 12 現代表取扱区分Ｃ 13 宛先番号

【ＷＯＭ鉱区基本】
1 鉱区番号 2 事務所Ｃ 3 鉱区県Ｃ 4 登録番号区分Ｃ 5 鉱区登録番号
6 廃止Ｃ 7 鉱区登録年月日 8 旧事務所Ｃ

【ＷＯＭ鉱区減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＯＭ鉱区調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 鉱区県Ｃ 10 登録番号区分Ｃ

11 鉱区登録番号 12 移転番号 13 負担年度 14 税率区分Ｃ 15 鉱区登録年月日
16 試掘満了年月日 17 面積延長 18 最長満了年月日 19 延長回数 20 異動面積延長
21 課税異動区分Ｃ 22 課税異動年月日 23 前回月数 24 前回税率 25 前回課税面積延長
26 前回税額 27 今回月数 28 今回税率 29 今回課税面積延長 30 今回税額
31 差引月数 32 差引税率 33 差引課税面積延長 34 差引税額 35 課税保留金額
36 免除事由 37 免除額等 38 免除額等累計 39 保留登録Ｆ 40 法定納期限
41 納期限 42 災害延長納期限 43 繰上徴収年月日 44 調定額 45 減額可能額
46 調定指示状態Ｃ 47 調定年月日 48 調定処理年月日 49 納税告知書発付年月日 50 統計年度
51 統計年月 52 統計件数 53 過年度減額額 54 過年度減額件数 55 誤賦課調定区分Ｃ
56 誤賦課登録年月日 57 納付番号 58 旧事務所Ｃ 59 更新年月日 60 鉱区所在地県Ｃ０１
61 鉱区所在地市区郡Ｃ０１ 62 鉱区所在地県Ｃ０２ 63 鉱区所在地市区郡Ｃ０２ 64 鉱区所在地県Ｃ０３ 65 鉱区所在地市区郡Ｃ０３
66 鉱区所在地県Ｃ０４ 67 鉱区所在地市区郡Ｃ０４ 68 鉱区所在地県Ｃ０５ 69 鉱区所在地市区郡Ｃ０５ 70 鉱区所在地県Ｃ０６
71 鉱区所在地市区郡Ｃ０６ 72 鉱区所在地県Ｃ０７ 73 鉱区所在地市区郡Ｃ０７ 74 鉱区所在地県Ｃ０８ 75 鉱区所在地市区郡Ｃ０８
76 鉱区所在地県Ｃ０９ 77 鉱区所在地市区郡Ｃ０９ 78 鉱区所在地県Ｃ１０ 79 鉱区所在地市区郡Ｃ１０ 80 鉱種名Ｃ０１
81 鉱種名Ｃ０２ 82 鉱種名Ｃ０３ 83 鉱種名Ｃ０４ 84 鉱種名Ｃ０５ 85 鉱種名Ｃ０６
86 鉱種名Ｃ０７ 87 鉱種名Ｃ０８ 88 鉱種名Ｃ０９ 89 鉱種名Ｃ１０ 90 鉱種名Ｃ１１
91 鉱種名Ｃ１２ 92 鉱種名Ｃ１３ 93 鉱種名Ｃ１４ 94 鉱種名Ｃ１５ 95 鉱種名Ｃ１６
96 鉱種名Ｃ１７ 97 鉱種名Ｃ１８ 98 鉱種名Ｃ１９ 99 鉱種名Ｃ２０ 100 鉱種名Ｃ２１

101 鉱種名Ｃ２２ 102 鉱種名Ｃ２３ 103 鉱種名Ｃ２４ 104 鉱種名Ｃ２５

【ＷＯＳ統計】
1 事務所Ｃ 2 統計年度 3 統計年月 4 増減区分 5 現調定件数０１
6 現面積延長合計０１ 7 現税額合計０１ 8 現内訳当初税額０１ 9 現内訳随時税額０１ 10 現調定件数０２

11 現面積延長合計０２ 12 現税額合計０２ 13 現内訳当初税額０２ 14 現内訳随時税額０２ 15 現調定件数０３
16 現面積延長合計０３ 17 現税額合計０３ 18 現内訳当初税額０３ 19 現内訳随時税額０３ 20 現調定件数０４
21 現面積延長合計０４ 22 現税額合計０４ 23 現内訳当初税額０４ 24 現内訳随時税額０４ 25 現調定件数０５
26 現面積延長合計０５ 27 現税額合計０５ 28 現内訳当初税額０５ 29 現内訳随時税額０５ 30 現調定件数０６
31 現面積延長合計０６ 32 現税額合計０６ 33 現内訳当初税額０６ 34 現内訳随時税額０６ 35 現調定件数０７
36 現面積延長合計０７ 37 現税額合計０７ 38 現内訳当初税額０７ 39 現内訳随時税額０７ 40 現調定件数０８
41 現面積延長合計０８ 42 現税額合計０８ 43 現内訳当初税額０８ 44 現内訳随時税額０８ 45 現調定件数０９
46 現面積延長合計０９ 47 現税額合計０９ 48 現内訳当初税額０９ 49 現内訳随時税額０９ 50 現調定件数１０
51 現面積延長合計１０ 52 現税額合計１０ 53 現内訳当初税額１０ 54 現内訳随時税額１０ 55 現調定件数１１
56 現面積延長合計１１ 57 現税額合計１１ 58 現内訳当初税額１１ 59 現内訳随時税額１１ 60 過調定件数０１
61 過面積延長合計０１ 62 過税額合計０１ 63 過内訳当初税額０１ 64 過内訳随時税額０１ 65 過調定件数０２
66 過面積延長合計０２ 67 過税額合計０２ 68 過内訳当初税額０２ 69 過内訳随時税額０２ 70 過調定件数０３
71 過面積延長合計０３ 72 過税額合計０３ 73 過内訳当初税額０３ 74 過内訳随時税額０３ 75 過調定件数０４
76 過面積延長合計０４ 77 過税額合計０４ 78 過内訳当初税額０４ 79 過内訳随時税額０４ 80 過調定件数０５
81 過面積延長合計０５ 82 過税額合計０５ 83 過内訳当初税額０５ 84 過内訳随時税額０５ 85 過調定件数０６
86 過面積延長合計０６ 87 過税額合計０６ 88 過内訳当初税額０６ 89 過内訳随時税額０６ 90 過調定件数０７
91 過面積延長合計０７ 92 過税額合計０７ 93 過内訳当初税額０７ 94 過内訳随時税額０７ 95 過調定件数０８
96 過面積延長合計０８ 97 過税額合計０８ 98 過内訳当初税額０８ 99 過内訳随時税額０８ 100 過調定件数０９

101 過面積延長合計０９ 102 過税額合計０９ 103 過内訳当初税額０９ 104 過内訳随時税額０９ 105 過調定件数１０
106 過面積延長合計１０ 107 過税額合計１０ 108 過内訳当初税額１０ 109 過内訳随時税額１０ 110 過調定件数１１
111 過面積延長合計１１ 112 過税額合計１１ 113 過内訳当初税額１１ 114 過内訳随時税額１１ 115 税額総合計
116 過年度減額件数合計 117 過年度減額面積延長合計 118 過年度減額額合計 119 過年度減額内訳当初税額 120 過年度減額内訳随時税額

【ＷＲＭたばこ加算金調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 本税調定区分Ｃ 9 本税登録年月日 10 事務所Ｃ

11 申告期限 12 申告年月日 13 当初申告年月日 14 調定年月日 15 調定処理年月日
16 更正決定通知年月日 17 納税告知書発付年月日 18 法定納期限 19 納期限 20 災害延長納期限
21 指定納期限 22 災害延長指定納期限 23 繰上徴収年月日 24 更新年月日 25 誤謬調定区分Ｃ
26 誤謬登録年月日 27 今回加算金額 28 免除額等事由Ｃ 29 免除額等 30 免除額等累計
31 調定額 32 減額可能額 33 統計年度 34 統計年月 35 統計件数
36 過年度減額額 37 過年度減額件数 38 納付番号 39 調定指示状態Ｃ 40 今回増差税額
41 今回増差税額調整 42 加算金対象税額 43 差引加算金対象税額 44 加算金率 45 加算金額
46 期限内申告税額調整 47 加重加算金対象税額 48 加重計算控除税額 49 加重計算対象税額 50 加重加算金率
51 加重加算金額 52 旧事務所Ｃ

【ＷＲＭたばこ基本】
1 整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 事務所Ｃ 5 事業者Ｃ
6 業種区分Ｃ 7 販売区分Ｃ 8 特例有無Ｃ 9 管轄税務署Ｃ 10 登録年月日

11 廃止年月日 12 休業始期 13 休業終期 14 送付先宛先番号 15 旧事務所Ｃ

【ＷＲＭたばこ減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＲＭたばこ調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告期限 10 申告年月日

11 調定年月日 12 調定処理年月日 13 更正決定通知年月日 14 納税告知書発付年月日 15 法定納期限
16 納期限 17 災害延長納期限 18 指定納期限 19 災害延長指定納期限 20 繰上徴収年月日
21 更新年月日 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 免除事由 25 免除額等
26 免除額等累計 27 調定額 28 減額可能額 29 統計年度 30 統計年月
31 統計件数 32 過年度減額額 33 過年度減額件数 34 納付番号 35 調定指示状態Ｃ
36 特例申告月Ｃ 37 前回旧３外課税標準数量 38 前回旧３級課税標準数量 39 前回旧３外税額 40 前回旧３級税額
41 前回税額合計 42 前回旧３外課税免除本数 43 前回旧３級課税免除本数 44 前回旧３外免除税額 45 前回旧３級免除税額
46 前回免除税額合計 47 前回旧３外返還控除本数 48 前回旧３級返還控除本数 49 前回旧３外返還控除金額 50 前回旧３級返還控除金額
51 前回返還控除金額合計 52 前回旧３外実質消費本数 53 前回旧３級実質消費本数 54 前回差引額 55 前回歳出処理額
56 今回旧３外課税標準数量 57 今回旧３級課税標準数量 58 今回旧３外税額 59 今回旧３級税額 60 今回税額合計
61 今回旧３外課税免除本数 62 今回旧３級課税免除本数 63 今回旧３外免除税額 64 今回旧３級免除税額 65 今回免除税額合計
66 今回旧３外返還控除本数 67 今回旧３級返還控除本数 68 今回旧３外返還控除金額 69 今回旧３級返還控除金額 70 今回返還控除金額合計
71 今回旧３外実質消費本数 72 今回旧３級実質消費本数 73 今回差引額 74 今回歳出処理額 75 差引旧３外課税標準数量
76 差引旧３級課税標準数量 77 差引旧３外税額 78 差引旧３級税額 79 差引税額合計 80 差引旧３外課税免除本数
81 差引旧３級課税免除本数 82 差引旧３外免除税額 83 差引旧３級免除税額 84 差引免除税額合計 85 差引旧３外返還控除本数
86 差引旧３級返還控除本数 87 差引旧３外返還控除金額 88 差引旧３級返還控除金額 89 差引返還控除金額合計 90 差引旧３外実質消費本数
91 差引旧３級実質消費本数 92 差引差引額 93 差引歳出処理額 94 税率旧３級品外 95 税率旧３級品
96 旧事務所Ｃ

【ＷＲＭメモ情報】
1 整理番号 2 メモ項番 3 メモ 4 記載年月日

【ＷＲＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角



【ＷＲＭ統計情報】
1 事務所Ｃ 2 実績年月 3 調定年月 4 統計年度 5 統計年月
6 調定区分Ｃ 7 販売区分Ｃ 8 調定件数 9 旧３外課税標準数量 10 旧３級課税標準数量

11 旧３外税額 12 旧３級税額 13 課税税額合計 14 旧３外課税免除本数 15 旧３級課税免除本数
16 旧３外免除税額 17 旧３級免除税額 18 免除税額合計 19 旧３外返還控除本数 20 旧３級返還控除本数
21 旧３外返還控除金額 22 旧３級返還控除金額 23 返還控除金額合計 24 旧３外実質消費本数 25 旧３級実質消費本数
26 差引額 27 歳出処理額 28 旧事務所Ｃ

【ＷＲＭ納期限変更情報】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 納期限変更番号 9 事務所Ｃ 10 本税登録年月日

11 申請年月日 12 納期限変更理由Ｃ 13 延長後納期限 14 対象税額 15 決議書番号
16 決裁年月日 17 決議書区分Ｃ 18 決裁内容Ｃ

【ＷＳＭゴルフ加算金調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 本税調定区分Ｃ 9 本税登録年月日 10 事務所Ｃ

11 申告期限 12 申告年月日 13 当初申告年月日 14 調定年月日 15 調定処理年月日
16 更正決定通知年月日 17 納税告知書発付年月日 18 法定納期限 19 納期限 20 災害延長納期限
21 指定納期限 22 災害延長指定納期限 23 繰上徴収年月日 24 更新年月日 25 誤謬調定区分Ｃ
26 誤謬登録年月日 27 今回加算金額 28 免除額等事由Ｃ 29 免除額等 30 免除額等累計
31 調定額 32 減額可能額 33 統計年度 34 統計年月 35 統計件数
36 過年度減額額 37 過年度減額件数 38 納付番号 39 調定指示状態Ｃ 40 加重検索Ｆ
41 今回増差税額 42 今回増差税額調整 43 加算金対象税額 44 差引加算金対象税額 45 加算金率
46 加算金額 47 加重対象Ｆ 48 期限内申告税額調整 49 加重加算金対象税額 50 加重計算控除税額
51 加重計算対象税額 52 加重加算金率 53 加重加算金額 54 旧事務所Ｃ

【ＷＳＭゴルフ基本】
1 整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 施設宛先番号 5 事務所Ｃ
6 開業年月日 7 廃止年月日 8 休業始期 9 休業終期 10 会員総数

11 定休日Ｃ 12 セルフ営業有無Ｃ 13 ホール数 14 総延長 15 平均
16 変更年月日 17 特例適用年月日 18 等級税率Ｃ 19 税率適用年月日 20 送付先Ｃ
21 送付先宛先番号 22 旧事務所Ｃ

【ＷＳＭゴルフ減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＳＭゴルフ調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告期限 10 申告年月日

11 調定年月日 12 調定処理年月日 13 更正決定通知年月日 14 納税告知書発付年月日 15 法定納期限
16 納期限 17 災害延長納期限 18 指定納期限 19 災害延長指定納期限 20 繰上徴収年月日
21 更新年月日 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 免除事由 25 免除額等
26 免除額等累計 27 前回税額 28 今回税額 29 差引税額 30 調定額
31 減額可能額 32 統計年度 33 統計年月 34 統計件数 35 過年度減額額
36 過年度減額件数 37 納付番号 38 調定指示状態Ｃ 39 前回通常利用平日人員 40 前回通常利用土曜人員
41 前回通常利用日祝人員 42 前回通常利用人員合計 43 前回通常利用税額 44 前回特例利用平日人員合計 45 前回特例利用土曜人員合計
46 前回特例利用日祝人員合計 47 前回特例利用人員総合計 48 前回特例利用税額 49 前回非課税利用平日人員合計 50 前回非課税利用土曜人員合計
51 前回非課税利用日祝人員合計 52 前回非課税利用人員総合計 53 前回対象外利用平日人員合計 54 前回対象外利用土曜人員合計 55 前回対象外利用日祝人員合計
56 前回対象外利用人員総合計 57 今回通常利用平日人員 58 今回通常利用土曜人員 59 今回通常利用日祝人員 60 今回通常利用人員合計
61 今回通常利用税額 62 今回特例利用平日人員合計 63 今回特例利用土曜人員合計 64 今回特例利用日祝人員合計 65 今回特例利用人員総合計
66 今回特例利用税額 67 今回非課税利用平日人員合計 68 今回非課税利用土曜人員合計 69 今回非課税利用日祝人員合計 70 今回非課税利用人員総合計
71 今回対象外利用平日人員合計 72 今回対象外利用土曜人員合計 73 今回対象外利用日祝人員合計 74 今回対象外利用人員総合計 75 差引通常利用平日人員
76 差引通常利用土曜人員 77 差引通常利用日祝人員 78 差引通常利用人員合計 79 差引通常利用税額 80 差引特例利用平日人員合計
81 差引特例利用土曜人員合計 82 差引特例利用日祝人員合計 83 差引特例利用人員総合計 84 差引特例利用税額 85 差引非課税利用平日人員合計
86 差引非課税利用土曜人員合計 87 差引非課税利用日祝人員合計 88 差引非課税利用人員総合計 89 差引対象外利用平日人員合計 90 差引対象外利用土曜人員合計
91 差引対象外利用日祝人員合計 92 差引対象外利用人員総合計 93 旧事務所Ｃ

【ＷＳＭビジタ料金情報】
1 整理番号 2 一連番号 3 ビジタ料金種別 4 ビジタ平日 5 ビジタ土曜
6 ビジタ日祝

【ＷＳＭメンバ料金情報】
1 整理番号 2 一連番号 3 メンバ料金種別 4 メンバ平日 5 メンバ土曜
6 メンバ日祝

【ＷＳＭ課税情報】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 税率適用年月日 9 等級税率Ｃ 10 税率額

11 決裁内容Ｃ 12 前回通常利用平日人員 13 前回通常利用土曜人員 14 前回通常利用日祝人員 15 前回通常利用人員合計
16 前回通常利用税額 17 前回特例利用平日人員合計 18 前回特例利用土曜人員合計 19 前回特例利用日祝人員合計 20 前回特例利用人員総合計
21 前回特例利用税額 22 前回非課税利用平日人員合計 23 前回非課税利用土曜人員合計 24 前回非課税利用日祝人員合計 25 前回非課税利用人員総合計
26 前回対象外利用平日人員合計 27 前回対象外利用土曜人員合計 28 前回対象外利用日祝人員合計 29 前回対象外利用人員総合計 30 今回通常利用平日人員
31 今回通常利用土曜人員 32 今回通常利用日祝人員 33 今回通常利用人員合計 34 今回通常利用税額 35 今回特例利用平日人員合計
36 今回特例利用土曜人員合計 37 今回特例利用日祝人員合計 38 今回特例利用人員総合計 39 今回特例利用税額 40 今回非課税利用平日人員合計
41 今回非課税利用土曜人員合計 42 今回非課税利用日祝人員合計 43 今回非課税利用人員総合計 44 今回対象外利用平日人員合計 45 今回対象外利用土曜人員合計
46 今回対象外利用日祝人員合計 47 今回対象外利用人員総合計 48 差引通常利用平日人員 49 差引通常利用土曜人員 50 差引通常利用日祝人員
51 差引通常利用人員合計 52 差引通常利用税額 53 差引特例利用平日人員合計 54 差引特例利用土曜人員合計 55 差引特例利用日祝人員合計
56 差引特例利用人員総合計 57 差引特例利用税額 58 差引非課税利用平日人員合計 59 差引非課税利用土曜人員合計 60 差引非課税利用日祝人員合計
61 差引非課税利用人員総合計 62 差引対象外利用平日人員合計 63 差引対象外利用土曜人員合計 64 差引対象外利用日祝人員合計 65 差引対象外利用人員総合計

【ＷＳＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＳＭ交付金情報】
1 交付年 2 交付月Ｃ 3 交付年度 4 当初予算額 5 補正予算額
6 合計額 7 既交付額 8 執行可能額 9 通知書番号 10 決裁年月日

【ＷＳＭ市町村情報】
1 交付年 2 交付月Ｃ 3 市区町村Ｃ 4 交付年度 5 収入額計
6 交付相当額 7 前回未交付額 8 調整額 9 交付額 10 第一期交付額

11 第二期交付額 12 第三期交付額

【ＷＳＭ市町村内訳】
1 交付年 2 交付月Ｃ 3 市区町村Ｃ 4 整理番号 5 交付年度
6 施設名 7 収入額 8 ７割値 9 面積 10 按分率

11 交付相当額 12 またがる市町村Ｃ１ 13 またがる市町村Ｃ２ 14 ３市町村以上Ｆ

【ＷＳＭ適用税率】
1 整理番号 2 一連番号 3 税率適用年月日 4 等級税率Ｃ 5 決裁内容Ｃ
6 決裁年月日 7 決議書番号

【ＷＳＭ統計情報】
1 事務所Ｃ 2 実績年月 3 調定年月 4 統計年度 5 統計年月
6 調定区分Ｃ 7 調定件数 8 通常利用人員合計 9 通常利用税額 10 特例利用人員総合計

11 特例利用税額 12 非課税利用人員総合計 13 対象外利用人員総合計 14 旧事務所Ｃ

【ＷＳＭ特例種別情報】
1 整理番号 2 一連番号 3 特例種別Ｃ

【ＷＳＭ面積情報】
1 整理番号 2 市区町村Ｃ 3 面積 4 按分率



【ＷＳＭ利用明細情報】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 税率適用年月日 9 利用明細種別Ｃ 10 明細区分Ｃ

11 前回平日人員 12 前回土曜人員 13 前回日祝人員 14 前回合計人員 15 今回平日人員
16 今回土曜人員 17 今回日祝人員 18 今回合計人員 19 差引平日人員 20 差引土曜人員
21 差引日祝人員 22 差引合計人員

【ＷＳＴ月別収入額】
1 統計年月 2 整理番号 3 交付年度 4 交付年 5 交付月Ｃ
6 収入額

【ＷＴＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＴＭ狩猟基本】
1 狩猟者整理番号 2 納税者番号 3 宛先番号 4 事務所Ｃ 5 猟友会番号
6 旧事務所Ｃ

【ＷＴＭ狩猟減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＴＭ狩猟申告】
1 狩猟者整理番号 2 期別 3 免許区分Ｃ 4 区域区分Ｃ 5 登録年月日
6 誤謬申告登録年月日 7 事務所Ｃ 8 猟友会番号 9 前回軽減税率区分Ｃ 10 前回納付税額

11 前回証紙徴収税額 12 前回普通徴収税額 13 前回税額合計 14 今回軽減税率区分Ｃ 15 今回納付税額
16 今回証紙徴収税額 17 今回普通徴収税額 18 今回税額合計 19 差引納付税額 20 差引証紙徴収税額
21 差引普通徴収税額 22 差引税額合計 23 貼付証紙額Ｃ 24 非課税Ｆ 25 証紙徴収Ｆ
26 証紙徴収整理番号 27 証紙調定区分Ｃ 28 証紙登録年月日 29 証紙科目Ｃ 30 証紙還付先納税者番号
31 証紙調定指示状態Ｃ 32 狩猟者証紙統計件数 33 狩猟者証紙減額可能額 34 普通徴収Ｆ 35 普通調定区分Ｃ
36 普通登録年月日 37 普通科目Ｃ 38 普通還付先納税者番号 39 普通調定指示状態Ｃ 40 狩猟者普通統計件数
41 狩猟者普通減額可能額 42 更新年月日 43 旧事務所Ｃ

【ＷＴＭ狩猟調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告期限 10 申告年月日

11 調定年月日 12 調定処理年月日 13 更正決定通知年月日 14 納税告知書発付年月日 15 法定納期限
16 納期限 17 災害延長納期限 18 指定納期限 19 災害延長指定納期限 20 繰上徴収年月日
21 更新年月日 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 前回税額 25 今回税額
26 差引税額 27 免除事由 28 免除額等 29 免除額等累計 30 調定額
31 減額可能額 32 統計年度 33 統計年月 34 統計件数 35 過年度減額額
36 過年度減額件数 37 納付番号 38 調定指示状態Ｃ 39 徴収区分Ｃ 40 猟友会番号
41 旧事務所Ｃ

【ＷＴＭ統計情報】
1 事務所Ｃ 2 統計年度 3 統計年月 4 免許区分Ｃ 5 区域区分Ｃ
6 軽減税率区分Ｃ 7 徴収区分Ｃ 8 狩猟件数 9 狩猟税額

【ＷＴＭ猟友基本】
1 整理番号 2 猟友会番号 3 納税者番号 4 宛先番号 5 事務所Ｃ
6 農林事務所Ｃ 7 所属支部Ｃ 8 狩猟状態Ｃ 9 旧事務所Ｃ

【ＷＶＭ基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＶＭ軽油加算金調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告区分Ｃ 10 調定年月日

11 調定処理年月日 12 当初申告年月日 13 申告年月日 14 申告期限 15 更正決定通知年月日
16 法定納期限 17 納期限 18 災害延長納期限 19 指定納期限 20 災害延長指定納期限
21 繰上徴収年月日 22 納税告知書発付年月日 23 更新年月日 24 本税調定区分Ｃ 25 本税登録年月日
26 誤謬調定区分Ｃ 27 誤謬登録年月日 28 今回加算金額 29 納入義務免除事由Ｃ 30 納入義務免除額
31 納入義務免除額累計 32 免除額等事由Ｃ 33 免除額等 34 免除額等累計 35 調定額
36 減額可能額 37 統計年度 38 統計年月 39 統計件数 40 過年度減額額
41 過年度減額件数 42 納付番号 43 調定指示状態Ｃ 44 今回増差税額 45 今回増差税額調整
46 加算金対象税額 47 差引加算金対象税額 48 加算金率 49 加算金額 50 期限内申告税額調整
51 加重加算金対象税額 52 加重計算控除税額 53 加重計算対象税額 54 加重加算金率 55 加重加算金額

【ＷＶＭ軽油基本】
1 整理番号 2 事務所Ｃ 3 県Ｃ 4 納税者番号 5 宛先番号
6 事業者番号 7 屋号 8 代表者名 9 状況Ｃ 10 業種Ｃ

11 申請年月日 12 処理区分Ｃ 13 適用年月日 14 休止開始年月日 15 休止終了年月日
16 プレプリント要否Ｆ

【ＷＶＭ軽油減額履歴】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＶＭ軽油交付金】
1 整理番号 2 交付年度 3 交付番号 4 名称カナ 5 名称漢字
6 納期内納入額合計 7 猶予内納入額合計 8 納期後納入額合計 9 猶予後納入額合計 10 納期内交付算出額

11 猶予内交付算出額 12 交付金額合計 13 申請年月日 14 決議書区分 15 決議書番号
16 決裁内容Ｃ 17 処理状態Ｃ 18 承認取消Ｆ 19 決裁年月日 20 交付決定額
21 事務所Ｃ 22 申告年月１ 23 実績年月１ 24 納期内納入年月日１ 25 納期内納入額１
26 猶予内納入年月日１ 27 猶予内納入額１ 28 納期後納入年月日１ 29 納期後納入額１ 30 猶予後納入年月日１
31 猶予後納入額１ 32 申告年月２ 33 実績年月２ 34 納期内納入年月日２ 35 納期内納入額２
36 猶予内納入年月日２ 37 猶予内納入額２ 38 納期後納入年月日２ 39 納期後納入額２ 40 猶予後納入年月日２
41 猶予後納入額２ 42 申告年月３ 43 実績年月３ 44 納期内納入年月日３ 45 納期内納入額３
46 猶予内納入年月日３ 47 猶予内納入額３ 48 納期後納入年月日３ 49 納期後納入額３ 50 猶予後納入年月日３
51 猶予後納入額３ 52 申告年月４ 53 実績年月４ 54 納期内納入年月日４ 55 納期内納入額４
56 猶予内納入年月日４ 57 猶予内納入額４ 58 納期後納入年月日４ 59 納期後納入額４ 60 猶予後納入年月日４
61 猶予後納入額４ 62 申告年月５ 63 実績年月５ 64 納期内納入年月日５ 65 納期内納入額５
66 猶予内納入年月日５ 67 猶予内納入額５ 68 納期後納入年月日５ 69 納期後納入額５ 70 猶予後納入年月日５
71 猶予後納入額５ 72 申告年月６ 73 実績年月６ 74 納期内納入年月日６ 75 納期内納入額６
76 猶予内納入年月日６ 77 猶予内納入額６ 78 納期後納入年月日６ 79 納期後納入額６ 80 猶予後納入年月日６
81 猶予後納入額６ 82 申告年月７ 83 実績年月７ 84 納期内納入年月日７ 85 納期内納入額７
86 猶予内納入年月日７ 87 猶予内納入額７ 88 納期後納入年月日７ 89 納期後納入額７ 90 猶予後納入年月日７
91 猶予後納入額７ 92 申告年月８ 93 実績年月８ 94 納期内納入年月日８ 95 納期内納入額８
96 猶予内納入年月日８ 97 猶予内納入額８ 98 納期後納入年月日８ 99 納期後納入額８ 100 猶予後納入年月日８

101 猶予後納入額８ 102 申告年月９ 103 実績年月９ 104 納期内納入年月日９ 105 納期内納入額９
106 猶予内納入年月日９ 107 猶予内納入額９ 108 納期後納入年月日９ 109 納期後納入額９ 110 猶予後納入年月日９
111 猶予後納入額９ 112 申告年月１０ 113 実績年月１０ 114 納期内納入年月日１０ 115 納期内納入額１０
116 猶予内納入年月日１０ 117 猶予内納入額１０ 118 納期後納入年月日１０ 119 納期後納入額１０ 120 猶予後納入年月日１０
121 猶予後納入額１０ 122 申告年月１１ 123 実績年月１１ 124 納期内納入年月日１１ 125 納期内納入額１１
126 猶予内納入年月日１１ 127 猶予内納入額１１ 128 納期後納入年月日１１ 129 納期後納入額１１ 130 猶予後納入年月日１１
131 猶予後納入額１１ 132 申告年月１２ 133 実績年月１２ 134 納期内納入年月日１２ 135 納期内納入額１２
136 猶予内納入年月日１２ 137 猶予内納入額１２ 138 納期後納入年月日１２ 139 納期後納入額１２ 140 猶予後納入年月日１２
141 猶予後納入額１２ 142 管理番号 143 本店Ｃ 144 支店Ｃ 145 銀行名
146 支店名 147 預金種別Ｃ 148 預金種別 149 口座番号 150 口座名義人



【ＷＶＭ軽油事業者】
1 配布県コード 2 事業者番号 3 業者番号 4 更新履歴番号 5 主事業所番号
6 業者区分 7 仮特約Ｆ 8 免許取消Ｆ 9 免許取得Ｆ 10 名称カナ

11 名称漢字 12 営業月Ｆ１０１ 13 営業月Ｆ１０２ 14 営業月Ｆ１０３ 15 営業月Ｆ１０４
16 営業月Ｆ１０５ 17 営業月Ｆ１０６ 18 営業月Ｆ１０７ 19 営業月Ｆ１０８ 20 営業月Ｆ１０９
21 営業月Ｆ１１０ 22 営業月Ｆ１１１ 23 営業月Ｆ１１２ 24 営業月Ｆ２０１ 25 営業月Ｆ２０２
26 営業月Ｆ２０３ 27 営業月Ｆ２０４ 28 営業月Ｆ２０５ 29 営業月Ｆ２０６ 30 営業月Ｆ２０７
31 営業月Ｆ２０８ 32 営業月Ｆ２０９ 33 営業月Ｆ２１０ 34 営業月Ｆ２１１ 35 営業月Ｆ２１２
36 営業月Ｆ３０１ 37 営業月Ｆ３０２ 38 営業月Ｆ３０３ 39 営業月Ｆ３０４ 40 営業月Ｆ３０５
41 営業月Ｆ３０６ 42 営業月Ｆ３０７ 43 営業月Ｆ３０８ 44 営業月Ｆ３０９ 45 営業月Ｆ３１０
46 営業月Ｆ３１１ 47 営業月Ｆ３１２ 48 営業月Ｆ４０１ 49 営業月Ｆ４０２ 50 営業月Ｆ４０３
51 営業月Ｆ４０４ 52 営業月Ｆ４０５ 53 営業月Ｆ４０６ 54 営業月Ｆ４０７ 55 営業月Ｆ４０８
56 営業月Ｆ４０９ 57 営業月Ｆ４１０ 58 営業月Ｆ４１１ 59 営業月Ｆ４１２ 60 営業月Ｆ５０１
61 営業月Ｆ５０２ 62 営業月Ｆ５０３ 63 営業月Ｆ５０４ 64 営業月Ｆ５０５ 65 営業月Ｆ５０６
66 営業月Ｆ５０７ 67 営業月Ｆ５０８ 68 営業月Ｆ５０９ 69 営業月Ｆ５１０ 70 営業月Ｆ５１１
71 営業月Ｆ５１２ 72 営業月Ｆ６０１ 73 営業月Ｆ６０２ 74 営業月Ｆ６０３ 75 営業月Ｆ６０４
76 営業月Ｆ６０５ 77 営業月Ｆ６０６ 78 営業月Ｆ６０７ 79 営業月Ｆ６０８ 80 営業月Ｆ６０９
81 営業月Ｆ６１０ 82 営業月Ｆ６１１ 83 営業月Ｆ６１２ 84 営業月Ｆ７０１ 85 営業月Ｆ７０２
86 営業月Ｆ７０３ 87 営業月Ｆ７０４ 88 営業月Ｆ７０５ 89 営業月Ｆ７０６ 90 営業月Ｆ７０７
91 営業月Ｆ７０８ 92 営業月Ｆ７０９ 93 営業月Ｆ７１０ 94 営業月Ｆ７１１ 95 営業月Ｆ７１２
96 営業月Ｆ８０１ 97 営業月Ｆ８０２ 98 営業月Ｆ８０３ 99 営業月Ｆ８０４ 100 営業月Ｆ８０５

101 営業月Ｆ８０６ 102 営業月Ｆ８０７ 103 営業月Ｆ８０８ 104 営業月Ｆ８０９ 105 営業月Ｆ８１０
106 営業月Ｆ８１１ 107 営業月Ｆ８１２ 108 営業月Ｆ９０１ 109 営業月Ｆ９０２ 110 営業月Ｆ９０３
111 営業月Ｆ９０４ 112 営業月Ｆ９０５ 113 営業月Ｆ９０６ 114 営業月Ｆ９０７ 115 営業月Ｆ９０８
116 営業月Ｆ９０９ 117 営業月Ｆ９１０ 118 営業月Ｆ９１１ 119 営業月Ｆ９１２ 120 ＬＡＳＤＥＣ更新年月日
121 初回取得年度 122 更新理由Ｃ 123 状況Ｃ 124 業種Ｃ

【ＷＶＭ軽油事業所】
1 配布県コード 2 事業者番号 3 事業所番号 4 更新履歴番号 5 業者区分
6 名称カナ 7 名称漢字 8 住所カナ 9 住所漢字 10 電話番号

11 ＣＴＶコード 12 所轄事務所コード 13 営業月Ｆ１０１ 14 営業月Ｆ１０２ 15 営業月Ｆ１０３
16 営業月Ｆ１０４ 17 営業月Ｆ１０５ 18 営業月Ｆ１０６ 19 営業月Ｆ１０７ 20 営業月Ｆ１０８
21 営業月Ｆ１０９ 22 営業月Ｆ１１０ 23 営業月Ｆ１１１ 24 営業月Ｆ１１２ 25 営業月Ｆ２０１
26 営業月Ｆ２０２ 27 営業月Ｆ２０３ 28 営業月Ｆ２０４ 29 営業月Ｆ２０５ 30 営業月Ｆ２０６
31 営業月Ｆ２０７ 32 営業月Ｆ２０８ 33 営業月Ｆ２０９ 34 営業月Ｆ２１０ 35 営業月Ｆ２１１
36 営業月Ｆ２１２ 37 営業月Ｆ３０１ 38 営業月Ｆ３０２ 39 営業月Ｆ３０３ 40 営業月Ｆ３０４
41 営業月Ｆ３０５ 42 営業月Ｆ３０６ 43 営業月Ｆ３０７ 44 営業月Ｆ３０８ 45 営業月Ｆ３０９
46 営業月Ｆ３１０ 47 営業月Ｆ３１１ 48 営業月Ｆ３１２ 49 営業月Ｆ４０１ 50 営業月Ｆ４０２
51 営業月Ｆ４０３ 52 営業月Ｆ４０４ 53 営業月Ｆ４０５ 54 営業月Ｆ４０６ 55 営業月Ｆ４０７
56 営業月Ｆ４０８ 57 営業月Ｆ４０９ 58 営業月Ｆ４１０ 59 営業月Ｆ４１１ 60 営業月Ｆ４１２
61 営業月Ｆ５０１ 62 営業月Ｆ５０２ 63 営業月Ｆ５０３ 64 営業月Ｆ５０４ 65 営業月Ｆ５０５
66 営業月Ｆ５０６ 67 営業月Ｆ５０７ 68 営業月Ｆ５０８ 69 営業月Ｆ５０９ 70 営業月Ｆ５１０
71 営業月Ｆ５１１ 72 営業月Ｆ５１２ 73 営業月Ｆ６０１ 74 営業月Ｆ６０２ 75 営業月Ｆ６０３
76 営業月Ｆ６０４ 77 営業月Ｆ６０５ 78 営業月Ｆ６０６ 79 営業月Ｆ６０７ 80 営業月Ｆ６０８
81 営業月Ｆ６０９ 82 営業月Ｆ６１０ 83 営業月Ｆ６１１ 84 営業月Ｆ６１２ 85 営業月Ｆ７０１
86 営業月Ｆ７０２ 87 営業月Ｆ７０３ 88 営業月Ｆ７０４ 89 営業月Ｆ７０５ 90 営業月Ｆ７０６
91 営業月Ｆ７０７ 92 営業月Ｆ７０８ 93 営業月Ｆ７０９ 94 営業月Ｆ７１０ 95 営業月Ｆ７１１
96 営業月Ｆ７１２ 97 営業月Ｆ８０１ 98 営業月Ｆ８０２ 99 営業月Ｆ８０３ 100 営業月Ｆ８０４

101 営業月Ｆ８０５ 102 営業月Ｆ８０６ 103 営業月Ｆ８０７ 104 営業月Ｆ８０８ 105 営業月Ｆ８０９
106 営業月Ｆ８１０ 107 営業月Ｆ８１１ 108 営業月Ｆ８１２ 109 営業月Ｆ９０１ 110 営業月Ｆ９０２
111 営業月Ｆ９０３ 112 営業月Ｆ９０４ 113 営業月Ｆ９０５ 114 営業月Ｆ９０６ 115 営業月Ｆ９０７
116 営業月Ｆ９０８ 117 営業月Ｆ９０９ 118 営業月Ｆ９１０ 119 営業月Ｆ９１１ 120 営業月Ｆ９１２
121 ＬＡＳＤＥＣ更新年月日 122 事務所コード 123 整理番号 124 初回取得年度 125 仮特約Ｆ
126 更新理由Ｃ 127 状況Ｃ 128 業種Ｃ 129 本店Ｆ

【ＷＶＭ軽油調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告区分Ｃ 10 調定年月日

11 調定処理年月日 12 当初申告年月日 13 申告年月日 14 更正請求年月日 15 申告期限
16 更正決定通知年月日 17 法定納期限 18 納期限 19 災害延長納期限 20 指定納期限
21 災害延長指定納期限 22 繰上徴収年月日 23 納税告知書発付年月日 24 更新年月日 25 誤謬調定区分Ｃ
26 誤謬登録年月日 27 軽油税率 28 前回税額 29 今回税額 30 差引税額
31 納入義務免除事由Ｃ 32 納入義務免除額 33 納入義務免除額累計 34 免除額等事由Ｃ 35 免除額等
36 免除額等累計 37 減額事由Ｃ 38 調定額 39 減額可能額 40 統計年度
41 統計年月 42 統計件数 43 過年度減額額 44 過年度減額件数 45 納付番号
46 調定指示状態Ｃ 47 前回数量イ 48 前回数量ロ 49 前回数量ハ 50 前回数量ニ
51 前回数量ホ 52 前回数量ヘ 53 前回数量ト 54 前回数量チ 55 前回数量リ
56 前回課税標準量 57 今回数量イ 58 今回数量ロ 59 今回数量ハ 60 今回数量ニ
61 今回数量ホ 62 今回数量ヘ 63 今回数量ト 64 今回数量チ 65 今回数量リ
66 今回課税標準量 67 差引数量イ 68 差引数量ロ 69 差引数量ハ 70 差引数量ニ
71 差引数量ホ 72 差引数量ヘ 73 差引数量ト 74 差引数量チ 75 差引数量リ
76 差引課税標準量

【ＷＶＭ軽油報告書】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 名称カナ
6 名称漢字 7 報告書頁数 8 合計数量１ 9 課税済合計数量１ 10 合計数量２

11 課税済合計数量２ 12 入力合計数量１ 13 入力課税済合計数量１ 14 入力合計数量２ 15 入力課税済合計数量２
16 区分元Ｆ 17 区分特Ｆ 18 区分製Ｆ 19 報告書エラー有無Ｆ

【ＷＶＭ軽油報告書明細】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 報告書頁番号
6 報告書明細番号 7 納入数量 8 除外数量 9 免除数量１ 10 免除数量２

11 免税数量 12 合衆国数量 13 小計 14 差引計 15 欠減量
16 再差引計 17 軽油取引税額 18 申告期限 19 納入予定日

【ＷＶＭ軽油報告書明細１】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 報告書頁番号
6 報告書明細番号 7 明細事業所番号１ 8 明細数量１ 9 明細内訳数量１ 10 明細事業所番号２

【ＷＶＭ軽油報告書明細２】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 報告書頁番号
6 報告書明細番号 7 明細事業所番号１ 8 明細数量１ 9 明細内訳数量１ 10 明細事業所番号２

11 明細数量２ 12 明細内訳数量２

【ＷＶＭ軽油報告書明細４】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 報告書頁番号
6 報告書明細番号 7 明細事業所番号 8 明細数量 9 明細内訳数量 10 明細県Ｃ

【ＷＶＭ軽油報告書明細５】
1 整理番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 報告書種別Ｃ 5 報告書頁番号
6 報告書明細番号 7 前々月受払数量 8 前々月内訳受払数量 9 前々月現実受払数量 10 前々月内訳現実受払数量

11 受製造受払数量 12 受製造内訳受払数量 13 受製造現実受払数量 14 受製造内訳現実受払数量 15 受輸入受払数量
16 受輸入現実受払数量 17 受引取受払数量 18 受引取内訳受払数量 19 受引取現実受払数量 20 受引取内訳現実受払数量
21 受返還受払数量 22 受返還内訳受払数量 23 受返還現実受払数量 24 受返還内訳現実受払数量 25 受他受払数量
26 受他内訳受払数量 27 受他現実受払数量 28 受他内訳現実受払数量 29 受合計受払数量 30 受合計内訳受払数量
31 受合計現実受払数量 32 受合計内訳現実受払数量 33 払引渡受払数量 34 払引渡内訳受払数量 35 払引渡現実受払数量
36 払引渡内訳現実受払数量 37 払消費受払数量 38 払消費内訳受払数量 39 払消費現実受払数量 40 払消費内訳現実受払数量
41 払返還受払数量 42 払返還内訳受払数量 43 払返還現実受払数量 44 払返還内訳現実受払数量 45 払他受払数量
46 払他内訳受払数量 47 払他現実受払数量 48 払他内訳現実受払数量 49 払合計受払数量 50 払合計内訳受払数量
51 払合計現実受払数量 52 払合計内訳現実受払数量 53 前月受払数量 54 前月内訳受払数量 55 前月現実受払数量
56 前月内訳現実受払数量



【ＷＶＭ販売店別免税証】
1 使用者番号 2 交付年月日 3 交付時刻 4 取扱販売店番号 5 １リットル券枚数
6 ５リットル券枚数 7 １０リットル券枚数 8 １８リットル券枚数 9 ２０リットル券枚数 10 ５０リットル券枚数

11 １００リットル券枚数 12 ２００リットル券枚数 13 ５００リットル券枚数 14 １０００リットル券枚数 15 ５０００リットル券枚数
16 １００００リットル券枚数 17 交付枚数計 18 交付量計

【ＷＶＭ免軽機械】
1 使用者番号 2 機械番号 3 機械分類Ｃ

【ＷＶＭ免軽機械実績】
1 使用者番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 機械番号 5 前月末残量
6 当月給油量 7 当月消費量 8 当月末残量

【ＷＶＭ免軽使用者】
1 使用者番号 2 事務所Ｃ 3 申請年度 4 担当者名 5 状況Ｃ
6 納税者番号 7 宛先番号 8 免軽業種Ｃ 9 免軽業種小分類Ｃ 10 免軽使用者Ｃ

11 免軽共同使用者数 12 処理区分Ｃ 13 交付年月日 14 適用年月日 15 有効期間開始年月日
16 有効期間終了年月日 17 免税証発行特例Ｆ 18 取扱販売店番号 19 免税機械台数

【ＷＶＭ免軽報告書】
1 使用者番号 2 報告年月日 3 実績年月 4 受入前月末累計 5 受入当月分
6 受入当月末累計 7 受入差引残 8 払出前月末累計 9 払出当月分 10 払出当月末累計

11 払出差引残 12 買入タンク前月末累計 13 買入タンク当月買入量 14 買入タンク当月給油量 15 買入タンク当月末残油量
16 買入ドラム前月末累計 17 買入ドラム当月買入量 18 買入ドラム当月給油量 19 買入ドラム当月末残油量 20 買入計前月末累計
21 買入計当月買入量 22 買入計当月給油量 23 買入計当月末残油量 24 免軽機械当月末残油量 25 当月末残油量

【ＷＶＭ免税証】
1 使用者番号 2 交付年月日 3 交付時刻 4 交付番号 5 有効期間開始年月日
6 有効期間終了年月日 7 発行県Ｃ 8 申請年月日 9 決議書区分 10 決議書番号

11 決裁年月日 12 決裁内容Ｃ 13 処理状態Ｃ 14 承認取消Ｆ 15 初回申請年月日
16 初回交付年月日 17 前回過不足数量 18 交付枚数計 19 交付量計

【ＷＶＭ免税証明細】
1 免税証番号 2 整理番号 3 実績年月 4 申告区分Ｃ 5 免税証券種区分Ｃ
6 有効期間開始年月日 7 有効期間終了年月日 8 免軽業種Ｃ 9 免軽業種小分類Ｃ 10 使用者番号

11 免税証回収Ｃ 12 申請区分Ｃ 13 申請年月日 14 処理年月日 15 決議書番号
16 決裁年月日 17 県内外区分Ｃ 18 免税証回収枚数 19 取扱販売店番号 20 交付年月日
21 交付時刻 22 実使用リットル数

【ＷＶＳ軽油統計】
1 整理番号 2 統計年度 3 統計年月 4 調定区分Ｃ 5 申告区分Ｃ
6 統計件数 7 事務所Ｃ 8 県内外区分Ｃ 9 業種Ｃ 10 納入納入数量

11 納入法７００３ 12 納入法７００５１ 13 納入法７００５３ 14 納入免税証 15 納入合衆国軍隊等
16 納入小計 17 納入差引計 18 納入欠減量 19 納入課税標準量 20 納入税額
21 納付燃料炭化油元特 22 納付燃料炭化油その他 23 納付自動車保有者消費 24 納付特徴義務消滅事保有 25 納付特徴者自己消費
26 納付免税軽油譲渡 27 納付免税用途外使用 28 納付特徴者以外消費 29 納付輸入した軽油の数量 30 納付課税標準量
31 納付税額 32 過少申告加算金額 33 不申告加算金額 34 重加算金額

【ＷＶＷ免税証返納決議書】
1 使用者番号 2 有効期間開始年月日 3 有効期間終了年月日 4 取扱販売店番号 5 返納枚数
6 返納数量 7 決議書区分 8 決議書番号 9 決裁年月日 10 決裁内容Ｃ

11 返納年月日 12 処理状態Ｃ 13 免税証回収Ｃ

【ＷＶＷ免税証返納決議書明細】
1 使用者番号 2 有効期間開始年月日 3 有効期間終了年月日 4 取扱販売店番号 5 返納枚数
6 返納数量 7 決議書区分 8 決議書番号 9 決裁年月日 10 決裁内容Ｃ

11 返納年月日 12 免税証回収Ｃ 13 免税証番号 14 処理状態Ｃ

【ＷＺＭ汎用割詳細調定】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 期別 5 調定区分Ｃ
6 登録年月日 7 科目Ｃ 8 還付先納税者番号 9 割Ｃ 10 前回調定額

11 今回調定額 12 差引税額 13 税率 14 課税標準額 15 課税標準額小数部
16 課税標準単位

【ＷＺＭ汎用基本】
1 事務所Ｃ 2 税目Ｃ 3 整理番号 4 納税者番号 5 宛先番号
6 納税義務 7 消滅日 8 汎用コード 9 申告期限月日

【ＷＺＭ汎用基本履歴】
1 基本種別Ｃ 2 項目番号 3 基本情報キー 4 変更年月日 5 変更時間
6 変更Ｃ 7 変更内容全角

【ＷＺＭ汎用減先】
1 減先税目Ｃ 2 減先整理番号 3 減先期別 4 減先調定区分Ｃ 5 減先登録年月日
6 減先科目Ｃ 7 減先還付先納税者番号 8 減元税目Ｃ 9 減元整理番号 10 減元期別

11 減元調定区分Ｃ 12 減元登録年月日 13 減元科目Ｃ 14 減元還付先納税者番号 15 事務所Ｃ
16 減額額

【ＷＺＭ汎用調定】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 申告期限 10 申告年月日

11 課税年度 12 調定年月日 13 調定処理日 14 法定納期限 15 納期限
16 災害延長納期限 17 指定納期限 18 災害延長指定納期限 19 繰上徴収年月日 20 更新年月日
21 誤謬済Ｆ 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 前回調定額 25 今回調定額
26 差引税額 27 減免区分Ｃ 28 適用法律Ｃ 29 免除等額 30 免除等額累計
31 調定額 32 減額可能額 33 本税統計年度 34 本税統計年月 35 本税統計件数
36 本税過年度減額額 37 本税過年度減額件数 38 納付番号 39 調定指示状態Ｃ 40 税率
41 課税標準額 42 課税標準額小数部 43 課税標準単位 44 割Ｆ 45 割Ｃ０１
46 割Ｃ０２ 47 割Ｃ０３ 48 割Ｃ０４ 49 割Ｃ０５ 50 割Ｃ０６
51 割Ｃ０７ 52 割Ｃ０８ 53 割Ｃ０９ 54 割Ｃ１０ 55 延滞金計算区分

【ＷＺＭ汎用調定加算金】
1 税目Ｃ 2 整理番号 3 期別 4 調定区分Ｃ 5 登録年月日
6 科目Ｃ 7 還付先納税者番号 8 事務所Ｃ 9 課税年度 10 調定年月日

11 調定処理日 12 法定納期限 13 納期限 14 災害延長納期限 15 指定納期限
16 災害延長指定納期限 17 繰上徴収年月日 18 更新年月日 19 本税調定区分Ｃ 20 本税登録年月日
21 誤謬済Ｆ 22 誤謬調定区分Ｃ 23 誤謬登録年月日 24 前回加算金額 25 今回加算金額
26 差引加算金額 27 減免区分Ｃ 28 適用法律Ｃ 29 免除等額 30 免除等額累計
31 調定額 32 減額可能額 33 統計年度 34 統計年月 35 統計件数
36 過年度減額額 37 過年度減額件数 38 調定指示状態Ｃ


